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はじめに

金沢市社会福祉協議会は、本年（ 年） 月に法人設立 周年を迎えます。設立以

来、地域住民団体や社会福祉施設、ボランティアの方々との連携と、各行政機関との密接

なパートナーシップにより、この金沢において地域福祉推進の中核的な役割を担ってまい

りました。

現在の金沢市社協は、設立当初と比べて多くの事業を実施し、これに伴って組織と財政

の規模が飛躍的に大きくなっています。このことから、将来に向けた法人経営の安定と、

求められるニーズに合わせた各事業の発展を図ることを目的に、今般、「金沢市社会福祉

協議会中期経営計画」を策定いたしました。

今、わが国では、少子高齢化と人口減少のさらなる進行、格差の広がり、孤独・孤立と

分断が進んでいます。また、大規模な災害が多発し、さらに海外では戦争によって多くの

尊い生命が奪われています。先行きの見えない不安と、無力さをも感じる厳しい現実があ

ります。

一方で、今年１月に甚大な被害をもたらした令和６年能登半島地震に対しては、各方面

からの多くの支援や、復興に向けた様々な取り組みが行われており、人のやさしさと思い

やり、人間の持つ力の強さが改めて示されました。身近な地域や福祉の現場などにおいて

も、困難を乗り越え、人間の尊厳と生存を守るための様々な営みが続けられており、希望

のともしびが至るところで輝き続けていることもまた、紛れもない事実です。

こうした地道でひたむきな活動を組織化し、すべての人を排除せず包摂して、人と人・

人と社会がつながり支え合う地域づくりをめざすのが地域福祉の今後の方向性であると考

えます。金沢市社協では、本計画に基づいて経営基盤の強化と事業の展開を図り、社会福

祉法に規定された市町村社会福祉協議会の役割である地域福祉の推進にさらに努めてまい

りますので、市民の皆様、関係各位には、引き続きの御理解と御協力をお願い申し上げま

す。

最後になりますが、本計画の策定にあたりお力添えをいただきました中期経営計画策定

委員会委員の皆様、並びにアドバイザーとして御助言いただいた日本福祉大学教授の渋谷

篤男先生に深く感謝を申し上げます。

年（令和６年）３月

社会福祉法人 金沢市社会福祉協議会

会長 高 柳 晃 一
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－中期経営計画の策定を通して－

国から「地域共生社会」が提案され、いま、社会福祉が大きく動こうとしています。包

括的支援体制をつくること、相談支援⇒参加支援⇒地域づくりの流れをつくること、そし

て住民の福祉活動とりわけ相談支援における力を評価することなどがその中核となってい

ます。また、従来、福祉課題という用語を使ってきたところを「地域生活課題」として、

住まい、就労、教育まで広げて課題をとらえるということが提案されています。

ただ、この地域共生社会の構想は、けっして新しく生まれたものではなく、現場が積み

上げてきた地域福祉実践にもとづき､論議を重ね、かたちづくられてきたものです。金沢

の地域福祉の取り組みも、地域住民、福祉関係者の協働により、先進的にすすめられてき

ており、高く評価されています。また、「地域福祉の推進を図ることを目的とする団体」

（社会福祉法 条）と位置づけられている金沢市社会福祉協議会もその力を発揮してき

たことと思います。

しかし、心配なことがあります。これは金沢市だけのことではないのですが、地域社会

における人と人とのつながり・支えが想定を超えて弱くなっていること、そして福祉制度

が伸びてきたことはよいのですが、制度さえしっかりしていれば大丈夫というような錯覚

が人びとの中に、そして福祉関係者の中にも生まれていることです。

この中期経営計画は、いままでの地域住民や関係者のそれぞれの活動、また、協働・連

携による地域福祉の取り組みの成果を確認・評価するとともに、なお、厳しい状況に直面

する中で、金沢の社会福祉協議会としての果たすべき役割を明らかにし、その決意をあら

ためて表明するものとなっています。

とは言っても、社会の状況は常に変化し、課題も刻々と変化していくことが予想されま

す。住民、関係者の方々には、意見を忌憚なく、お寄せくださることをお願いするととも

に、金沢市社会福祉協議会は、それをしっかり受け止め、真に連携・協働の実をあげるこ

とを期待しています。

年（令和６年）３月

日本福祉大学福祉経営学部

教授 渋 谷 篤 男

（中期経営計画策定委員会アドバイザー）
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金沢市社協は、２０２４（令和６）年１２月に、法人設立７０周年を迎えます。

また、今年、２０２３（令和５）年は、市町村社協法制化４０周年の節目の年にな

ります。

この節目の年にあたり、あらためて金沢市社協としての目指すべき方向性及び具

体的な取組を示す「中期経営計画」を策定するものです

２ 計画の概要と期間

「地域福祉を推進する中核的な団体」としての使命や経営理念、基本方針を明確

にします。また、その実現に向けた次の事項に関する具体的な取組を明示します。

（１）法人組織体制

（２）事務局組織体制

（３）財務管理・業務改善・リスク管理・コンプライアンスに関する体制

（４）行政とのパートナーシップ

（５）重点事業実施体制

計画の期間は、令和６年度から令和１０年度までの５年間とします。

ただし、早期に取り組む事項は、令和５年度から着手します。

※参考…「市区町村社協中期経営計画策定の手引き」（令和５年３月 社会福祉祉法

人全国社会福祉協議会 地域福祉推進委員会企画小委員会 発行）抜粋

（１）中期経営計画とは

○中期経営計画とは、市区町村社協が、「地域福祉を推進する中核的な団体」

としての使命や経営理念、基本方針を明確にし、その実現に向けた組織体制、

事業展開、財務等に関する具体的な取組を明示した、３～５年程度を期間と

する行動計画です。

○社会保障・社会福祉制度の動向、地域生活課題の現状、福祉サービスの整備

状況、住民参加の取組の状況等の外部環境や、社協の組織体制、事業の内容、

職員体制、財務状況等の内部環境を十分把握・検討したうえで、中期経営計

画を策定し、進行管理を行います。

Ⅰ 金沢市社会福祉協議会 中期経営計画策定の背景と概要

１ 計画策定の趣旨

社会保障・社会福祉の制度改正が行われる中、社協を取り巻く状況も大きく変化

しています。「生活困窮者支援を通じた地域づくり」を掲げた生活困窮者自立支援

制度、住民主体の生活支援サービスの開発や日常生活圏域での協議体整備を推進す

る生活支援体制整備事業、成年後見制度の利用促進を含む権利擁護支援のための地

域連携ネットワークの構築と中核機関の設置、さらに平成２９年社会福祉法の改正

においては、地域共生社会の実現に向けて包括的な支援体制の整備を図ることが自

治体の努力義務とされるなど、「地域福祉の『施策化』」が進んでいます。

かつてのように地域住民の福祉活動やボランティア活動が地域福祉の主な内容

であった時代では、地域福祉は社協が中心となり推進してきました。しかし、重層

的支援体制整備事業のように市町村が実施主体となり、「地域福祉の『施策化』」が

進められるようになった今日、社協以外のさまざまな主体が地域福祉の領域に参入

することが想定されています。

社協は、これまで地域福祉の主体としての役割を果たしてきたのか、そして、今

後、さまざまな主体と連携・協働し、その役割を果たせるのか、今まさに社協の真

価が問われています。

金沢市社協は、１９５４（昭和２９）年の法人設立以来、地区社協の役職員や民

生委員児童委員・ボランティア・町会関係者等の住民の参加と協力のもと、福祉サ

ービス提供事業者（福祉施設等）・福祉関係団体・行政等と密接に連携し、専門的

機能を有する公共性の高い非営利の民間組織として、市民が安心して暮らせる地域

づくりに取り組んできました。また、金沢市が策定する「金沢市地域福祉計画」に

おいても、２００３（平成１５）年の策定当初から現在に至るまで、各施策の展開

における金沢市社協の取組内容・役割を明確に位置づけており、金沢市社協は同計

画の目標達成に向けた取組を進めてきました。

しかしながら、先に述べたとおり、社協を取り巻く状況が大きく変化している中

で、また、２０４０年問題ともいわれる現役世代の減少が顕著となることや人口減

少社会が予想される中、今後、金沢市社協がどのような役割を果たしていくのか、

その役割を果たすための組織体制、財政基盤、人材確保・育成・定着、連携・協働

の場としての機能、行政とのパートナーシップなどにおける課題の把握や今後どう

あるべきかについて、組織的な議論を重ね、方向性を示していく必要があります。
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Ⅱ 金沢市社協が目指す姿（使命・経営理念・基本方針）

１ 使命

「誰もが支え合いながら 安心していきいきと心豊かに暮らせるまち 金沢」の実現

２ 経営理念

① 地域住民及び福祉関係者、福祉以外の多様な関係者の協働・連携による包括的な支援体制

の構築

② 一人ひとりの人格と個性が尊重され、その人に合った役割や居場所を持ちながらその人ら

しい生活を送ることができる福祉サービス・活動の実現

③ 生活課題の解決に向けた先駆的・開拓的な取組の実践

④ 持続可能で責任ある自律した組織経営

３ 基本方針

金沢市社会福祉協議会は、使命達成のため、次の基本方針により行動します。

① 地域住民同士の支え合いの活動や生活課題の解決に向けた地域住民主体の取組を、積極的

に応援します。

② 事業の展開にあたって、「協働・連携の場」（プラットホーム）としての役割を十分に発揮

し、地域住民や関係機関・団体等、あらゆる関係者の参加と協力が得られるように取り組

みます。

③ 地域に開かれた組織として、経営の透明性と中立性、公正さの確保を図るとともに、地域

社会の支持・信頼を得られるよう情報公開や説明責任を果たし、積極的な情報発信を行い

ます。

④ すべての役職員は、高潔な倫理を保持し、法令を遵守します。

⑤ 職員が、働きがいをもち、いきいきと働くことができる職場環境づくりを進めます。

３ 計画策定の方法

金沢市社協会長、副会長、業務執行理事、理事を中心として方針を定め、事務局

に策定の指示を行います。

具体的には、中期経営計画策定要領に基づき、同計画策定委員会を設置して策定

します。

また、計画の策定は、次の手順で行います。

（１）使命・経営理念・基本方針の設定

（２）経営状況・経営環境の把握・分析

（３）経営課題の抽出

（４）経営戦略（経営課題解決に向けた取組と達成目標）の策定

４ 計画策定のスケジュール

・令和５年３月 理事会及び評議員会で、令和５年度事業計画・予算において、中

期経営計画を策定することについて承認

・令和５年６月 理事会で、計画策定の基本方針について確認

・令和５年７月～令和６年２月

計画策定委員会開催（４回程度）

・令和６年３月 理事会及び評議員会で、策定した計画を報告（承認）

５ 計画の進行管理

計画は、ＰＤＣＡサイクル（計画→実行→評価→見直し・改善）を基本とし、法

人全体で取り組みます。計画全体の進捗状況について評価を行い、理事会・評議員

会への報告・提案を行いながら、次の取組にいかしていきます。
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経営課題の項目
①会員・組織構成　　②理事・監事・評議員　　③経営理念
④広報・情報発信

経営課題の項目
①職員採用・人事考課　　②人材育成・研修
③組織横断・部門間連携

経営課題の項目
①財源確保　　②財務管理　　③業務改善　　④労務管理
⑤リスク管理　　⑥法令遵守

経営課題の項目
①協議・交流体制　　②委託事業　　③政策提言
④今後の拠点

経営課題の項目

①地域福祉活動推進　　②個別支援と地域づくり
③地域福祉計画・地域福祉活動計画
④包括的な相談と支援　　⑤相談支援業務のマネジメント体制
⑥多機関協働　　⑦権利擁護支援体制

Ⅳ　中期経営計画の内容

１　計画の体系

（１）法人組織体制の強化

　　本計画では、以下の体系により、経営課題解決に向けた取組を示します。

（５）重点事業実施体制の充実

～使命達成のための経営課題解決に向けた取組と達成目標～

（２）事務局組織体制の強化

（３）財務管理・業務改善・リスク管理・コンプライアンスに関する体制の充実

（４）行政とのパートナーシップの推進

機会（Opportunities) 脅威（Ｔｈｒｅａｔｓ）

・施策として、地域共生社会の実現が求められて ・少子高齢化・人口減少時代を迎えている。

いる。⇒これまで市社協が進めてきた「地域にお ・独居者の増加、就職氷河期世代の高齢化等によ

ける人と人の支え合い体制の充実」、「住民、福 り社会的孤立の問題が深刻化する恐れがある。

祉関係者、社会福祉事業者、専門機関、行政等の ・国や地方自治体の財政状況がさらに厳しくなる

多様な主体との連携・協働を図り、人々が安心し 恐れがある。

て暮らせる社会を実現」するための取組をさらに ・地域福祉に携わる人材が不足する恐れがある。

発展させることができる。 ・自然災害が多発している。

・ＳＤＧsの取組が広がってきている。 ・地域コミュニティが弱体化、地域生活課題が多

〔特に金沢市〕 様化している。

・金沢市地域福祉計画をはじめ、市の各種計画等 〔特に金沢市〕

に、市社協の役割及び取組内容が明記されている。・同じ市内でも、地域（小学校区域等）により、

（計画策定にあたり、市と一体的に、または、参 高齢化・少子化・人口減少等の状況が異なる。

画して策定している。）

強み（Strength) 弱み(Weakness)

・役員や評議員を、市民団体、福祉団体、社会福 ・役員、評議員はじめ、構成団体や住民に、社協

祉事業関係者、ボランティア・ＮＰＯ団体、経済 の役割・取組を十分に伝えられていない。

団体、福祉行政関係者等の幅広い関係者で構成し ・構成団体や会員の定義・範囲が明瞭ではなく、

ている。 関係者の総意を結集できる組織になっていない。

・市内全地区に地区社協が設置され、住民主体の ・土地や建物等の資産を保有していない。

福祉活動の中核を担っている。 ・自己収益比率が低い。委託費収入による財源割

・住民主体の福祉活動の推進に必要な地区社協や 合が高い。

地区民児協、ボランティア団体等とのネットワー ・地区社協に事業実施等にかかる負担感がある。

クがある。 ・法人経営に関わる組織体制が弱い。（組織マネ

・福祉サービスの質向上や人材養成等について、 ジメント、財務、人事・労務）⇒経営状況の分析

福祉施設や介護サービス事業者等とのネットワー や将来ビジョンの明確化、人材確保・養成、職場

クをいかし取り組んでいる。 環境の整備、リスクマネジメント（情報セキュリ

・包括的な相談支援や権利擁護支援、災害時の支 ティー、ＢＣＰ策定）等が十分ではない。

援等に必要な機関や専門職団体、当事者団体等と ・社協の使命や基本方針がすべての職員に浸透し

のネットワークがある。 ているとは言い難い。

・職員に関しての強み…年齢構成が幅広い。明る

い。あいさつができている。困難な課題や複雑な

ケースにも意欲的に取組んでいる。関わる人・団

体等との信頼関係の構築に努力している。

内
部
要
因

Ⅲ　法人の経営課題〔環境分析…ＳＷＯＴ分析〕

　　　　法人の環境分析は、全国社会福祉協議会・地域福祉委員会企画小委員会が作成した「市区町村

　　　社協経営指針に基づくチェックリスト」を活用し、社協としての「強み」や「弱み」、課題等を

　　　洗い出し、ＳＷＯＴ分析の手法により整理しました。

外
部
要
因
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内
部
要
因
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　　　洗い出し、ＳＷＯＴ分析の手法により整理しました。

外
部
要
因
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経営課題解決に向けた取組 着手年度

○社協の役割や事業、組織、会員制度、会費の意義について、会員・構成団体・関係団体・地域
住民への丁寧な説明及び情報提供を行う。また、会員制度の意義を整理するとともに、会費のあ
り方について見直し・検討を行う。

○法人経営に関する役員研修の実施や役員・評議員へのわかりやすい情報提供を行い、経営主
体、議決機関としての機能強化を図る。

○理事、評議員の構成について検討を行う。

○中期経営計画を策定し、使命・経営理念・基本方針を明確にする。 Ｒ５

○中期経営計画で明確にした使命・経営理念・基本方針を、広報媒体や研修・会議等の場におい
て役職員、会員、関係団体・地域住民に説明する。
○社協の役割や事業、組織、会員制度、会費の意義をわかりやすく紹介・ＰＲするパンフレット
を作成し、研修・会議等の場において関係団体・地域住民に説明する。

○情報管理に関する規程の見直し及び部門間横断的な広報担当者の配置に向けた検討を行う。

経営課題解決に向けた取組 着手年度

○求めている人材像や人材確保・育成・定着に関する方針を策定し、人材の確保・育成・定着を
図る。

○社協組織にふさわしい人事考課制度や目標管理制度の導入に向けた検討を行う。

○求めている人材像や人材確保・育成・定着に関する方針に基づく研修体系を構築し、年度ごと
の研修計画に反映させ、職員一人ひとりの職務経験等に応じた育成を行う。

○マネジメントを担う職員を計画的に育成する。

Ｒ６

Ｒ６

Ｒ６

○課長会議に加えて、経営会議（会長、業務執行理事、事務局長）、相談支援部門・地域福祉推
進部門連絡会議、課題対応プロジェクトチーム等を設置し、法人組織として検討・協議・提案・
解決を行うための仕組を整備する。

項目 経営課題

①会員・組織構成 社協の役割や事業、組織、会員制度、会費の意義について、関係団体・地
域住民への説明が十分にされていない。また、会員制度の意義について、
十分に整理ができておらず、会員加入の積極的な呼びかけを行っていな
い。

②理事・監事・評議員
理事会・評議員会での活発な議論がされていない。

役員、評議員に福祉分野以外の関係者が少ない。

③経営理念 使命・経営理念・基本方針が明確になっていない。

④広報・情報発信 社協の使命・経営理念・基本方針が役職員、会員、関係団体・地域住民に
十分に浸透していない。
社協の役割や事業、組織、会員制度、会費の意義について、関係団体・地
域住民への説明が十分にされていない。（再掲）

情報公開を適切に実施する体制が十分ではない。

項目 経営課題

①職員採用・人事考課
求める人材像や人材確保・育成・定着に関する方針を明確にしていない。

社協組織に対応した人事考課制度や目標管理制度となっていない。

②人材育成・研修 職階性や職務経験に応じた研修やＯＪＴ、ＯＦＦ－ＪＴの視点に基づく研
修計画がない。

マネジメントを担う職員を計画的に育成する体制ができていない。

③組織横断・部門間
　連携

事務局の各部署で把握した課題や必要な取組について、法人組織として検
討・協議・提案・解決する仕組みがない。
相談支援部門と地域福祉活動推進部門、総務部門間の連携に関する具体的
な仕組みができていない。

（２）事務局組織体制の強化

２　経営課題解決に向けた取組

　　各項目ごとに、課題の解決に向けた取組を示します。

（１）法人組織体制の強化
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経営課題解決に向けた取組 着手年度

○社協の役割や事業、組織、会員制度、会費の意義について、会員・構成団体・関係団体・地域
住民への丁寧な説明及び情報提供を行う。また、会員制度の意義を整理するとともに、会費のあ
り方について見直し・検討を行う。

○法人経営に関する役員研修の実施や役員・評議員へのわかりやすい情報提供を行い、経営主
体、議決機関としての機能強化を図る。

○理事、評議員の構成について検討を行う。

○中期経営計画を策定し、使命・経営理念・基本方針を明確にする。 Ｒ５
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を作成し、研修・会議等の場において関係団体・地域住民に説明する。
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○求めている人材像や人材確保・育成・定着に関する方針に基づく研修体系を構築し、年度ごと
の研修計画に反映させ、職員一人ひとりの職務経験等に応じた育成を行う。

○マネジメントを担う職員を計画的に育成する。
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解決を行うための仕組を整備する。

項目 経営課題

①会員・組織構成 社協の役割や事業、組織、会員制度、会費の意義について、関係団体・地
域住民への説明が十分にされていない。また、会員制度の意義について、
十分に整理ができておらず、会員加入の積極的な呼びかけを行っていな
い。

②理事・監事・評議員
理事会・評議員会での活発な議論がされていない。

役員、評議員に福祉分野以外の関係者が少ない。

③経営理念 使命・経営理念・基本方針が明確になっていない。

④広報・情報発信 社協の使命・経営理念・基本方針が役職員、会員、関係団体・地域住民に
十分に浸透していない。
社協の役割や事業、組織、会員制度、会費の意義について、関係団体・地
域住民への説明が十分にされていない。（再掲）

情報公開を適切に実施する体制が十分ではない。

項目 経営課題

①職員採用・人事考課
求める人材像や人材確保・育成・定着に関する方針を明確にしていない。

社協組織に対応した人事考課制度や目標管理制度となっていない。

②人材育成・研修 職階性や職務経験に応じた研修やＯＪＴ、ＯＦＦ－ＪＴの視点に基づく研
修計画がない。

マネジメントを担う職員を計画的に育成する体制ができていない。

③組織横断・部門間
　連携

事務局の各部署で把握した課題や必要な取組について、法人組織として検
討・協議・提案・解決する仕組みがない。
相談支援部門と地域福祉活動推進部門、総務部門間の連携に関する具体的
な仕組みができていない。

（２）事務局組織体制の強化

２　経営課題解決に向けた取組

　　各項目ごとに、課題の解決に向けた取組を示します。

（１）法人組織体制の強化
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経営課題解決に向けた取組 着手年度

○社協が当該受託事業に取り組む意義や受託事業の効果・委託金の積算内容の検証を行い、委託
事業の適正化に向けて行政や石川県社協等との協議を行う。

Ｒ５

○経理規程に基づく会計処理を行うことを基本として、経営実態をより正確に把握するための会
計のポイントを踏まえた財務分析を行う。

○職員一人ひとりが予算の仕組みや内容を十分に理解するための研修を行う。

○社協に事務局を置く団体と、業務に係る覚書や契約書の締結に向けて協議を行う。

○就業規則や給与規程の点検及び必要な見直しを行うとともに、よりわかりやすい手引書等の作
成を検討する。
○メンタルヘルスやハラスメント防止のための相談体制を整備するとともに、職場の安全衛生教
育に関する研修を実施する。
○課題対応プロジェクトチームにおいてＢＣＰ計画（事業継続計画）を策定するとともに、災害
を想定した職員参集訓練や災害ボランティアセンター設置・運営訓練を実施する。
○不祥事防止対策を強化する。

Ｒ５

○役職員への法令・定款・規程・規則の遵守の徹底を図るための研修を行う。
○コンプライアンスに関する内部管理体制を点検し、必要な体制を整備する。

Ｒ６

経営課題解決に向けた取組 着手年度

○社協事務局内の経営会議等での検討、理事会・評議員会での協議を踏まえた法人組織としての
政策提言を行うための仕組を整備する。
○将来を見据えた地域福祉推進の拠点の機能・役割のあり方について、金沢市との意見交換を行
う。

Ｒ６

Ｒ６

○金沢市との定期的な会議を開催し、委託事業を含めた現状の施策・取組の成果・課題について
の共通認識を持ち、将来的に必要となる施策・取組について意見交換を行う。
○金沢市と社協の職員合同研修、市のプロジェクトチームへの社協職員の参画、人事交流の検討
を行う。

○役職員が、自主財源の必要性について共通認識し、確保方策の検討を行う。
○会費・寄付金・共同募金配分金の使途内容の明確化、基金の活用方法の見直しを行うととも
に、社協の役割や事業、組織、会員制度、会費の意義について、会員・構成団体・関係団体・地
域住民への丁寧な説明及び情報提供を行う。

○書類の電子化によるペーパーレス化、業務効率化のためのシステム等の活用を進めるととも
に、事業の必要性と妥当性を検証するための事業評価の仕組みを整備する。
○事務局内に課題対応プロジェクトチームを設置し、業務改善を進める。

Ｒ５

Ｒ５

Ｒ６

Ｒ６

項目 経営課題

①財源確保
自主財源の確保に向けた取組が十分にできていない。

社協の役割や事業、組織、会員制度、会費の意義について、関係団体・地
域住民等への説明が十分にされていない。（再掲）
受託事業の一部において、一般管理経費が算定されていない事業や社協が
受託する意義を再検討する必要があると考えられる事業がある。

②財務管理
財務管理の実施体制が不十分である。

職員が、予算の仕組みや内容を十分理解していない。

社協に事務局を置く団体との事務局業務に係る契約等を締結していない。

③業務改善 業務の効率化、ＤＸ化が進んでいない。

事業の評価や見直しの取組が十分にできていない。

④労務管理
就業規則や給与規程が複雑でわかりづらい。

職員のメンタルヘルスに関する対策が十分ではない。

⑤リスク管理
ＢＣＰ計画（事業継続計画）を策定していない。

⑥法令遵守
コンプライアンスに関する体制が十分ではない。

項目 経営課題

①協議・交流体制
経営状況や組織構成に関する情報交換・協議を十分に行っていない。

②委託事業 受託事業の一部において、一般管理経費が算定されていない事業や社協が
受託する意義を再検討する必要があると考えられる事業がある。（再掲）

③政策提言
組織としての政策提言を行う仕組みがない。

④今後の拠点
将来に向けて、地域福祉推進拠点のあり方について検討をしていない。

（３）財務管理・業務改善・リスク管理・コンプライアンスに関する体制の充実

（４）行政とのパートナーシップの推進
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経営課題解決に向けた取組 着手年度

○社協が当該受託事業に取り組む意義や受託事業の効果・委託金の積算内容の検証を行い、委託
事業の適正化に向けて行政や石川県社協等との協議を行う。

Ｒ５

○経理規程に基づく会計処理を行うことを基本として、経営実態をより正確に把握するための会
計のポイントを踏まえた財務分析を行う。
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を行う。
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○事務局内に課題対応プロジェクトチームを設置し、業務改善を進める。

Ｒ５

Ｒ５

Ｒ６

Ｒ６

項目 経営課題

①財源確保
自主財源の確保に向けた取組が十分にできていない。

社協の役割や事業、組織、会員制度、会費の意義について、関係団体・地
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受託する意義を再検討する必要があると考えられる事業がある。

②財務管理
財務管理の実施体制が不十分である。
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（３）財務管理・業務改善・リスク管理・コンプライアンスに関する体制の充実

（４）行政とのパートナーシップの推進
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経営課題解決に向けた取組 着手年度

○経営会議（会長、業務執行理事、事務局長）、相談支援部門・地域福祉推進部門連絡会議、課
題対応プロジェクトチーム等を設置し、法人組織として検討・協議・提案・解決を行うための仕
組を整備する。

Ｒ５

○金沢市共同募金委員会役員と、共同募金委員会組織やより効果的な配分金の活用内容、広報の
あり方等についての協議を行う。

Ｒ6

○相談支援部門・地域福祉推進部門連絡会議、課題対応プロジェクトチーム等を設置し、組織全
体で対応する局内連携体制を整備する。

Ｒ6

○役職員が、地域福祉計画・地域福祉活動計画における社協の役割・取組について、あらためて
認識・確認する機会を設ける。
○次期の金沢市地域福祉計画策定段階において、社協がより協議体としての意見を反映できる仕
組みを検討する。

Ｒ7

○包括的な相談支援や社会参加の場づくりを進める中で、活動への参加・協力の呼びかけを行
う。

Ｒ5

Ｒ6

○役職員が、中期経営計画で明確にした使命・経営理念・基本方針に基づき、個別支援と地域づ
くりを一体的に展開する意義や目的について、研修・会議等を通じて理解し共通認識をもつ。
○研修計画に、個別支援と地域づくりの展開に携わる職員を育成するための内容を位置付けると
ともに、人材確保等に関する方針に基づき、求める人材の確保・育成・定着を図る。

Ｒ6

Ｒ6

Ｒ6

○金沢市成年後見制度連絡協議会の提言や金沢市の動向を踏まえ、経営会議（会長、業務執行理
事、事務局長）、相談支援部門・地域福祉推進部門連絡会議、課題対応プロジェクトチーム等に
おいて権利擁護体制のあり方を検討し、法人組織としての方針を定める。

○職員が、中期経営計画で明確にした使命・経営理念・基本方針に基づき、包括的な相談と支援
に取り組む意義や目的について、研修・会議等を通じて理解し共通認識をもつ。
○研修計画に、包括的な相談と支援に携わる職員を育成するための内容を位置付けるとともに、
人材確保等に関する方針に基づき、求める人材の確保・育成・定着を図る。

○相談支援部門・地域福祉推進部門連絡会議、課題対応プロジェクトチーム等を設置し、組織全
体で対応する事務局内連携体制を整備する。
○課題対応プロジェクトチームにおいて、事務局内横断的な相談支援及び情報共有のあり方を検
討するとともに、職員のマネジメントスキルを高めるための研修受講や専門職団体の協力を得て
スーパービジョンの機会を設けるなど、相談支援業務のマネジメント体制を整備する。

○福祉以外の多様な団体・関係者へ、社協の役割や事業、組織等をわかりやすく説明するととも
に、包括的な相談支援や社会参加の場づくりを進める中で、活動への参加・協力の呼びかけを行
う。
○法人組織として、福祉以外の多様な団体・関係者や住民主体の福祉活動推進組織等に関する情
報の収集・共有を行う。

Ｒ５

項目 経営課題

①地域福祉活動推進
事務局の各部署で把握した課題や必要な取組について、法人組織として検
討・協議・提案・解決する仕組みがない。（再掲）

市民活動団体や企業・労働組合等の社会貢献活動推進団体との連携・協働
が十分にできていない。

福祉以外の関係者とのネットワークや多様な主体との連携・協働による社
会資源の開発が十分にできていない。

多様な主体、人材が参画する共同募金委員会組織になっていない。

②個別支援と
　地域づくり 個別支援と地域づくりを展開する意義や目的についての事務局内、法人組

織内の共通認識が十分にできていない。

個別支援と地域づくりの展開に携わる職員を育成するための体制が十分に
できていない。
相談支援部門と地域福祉活動推進部門の連携に関する具体的な仕組みがで
きていない。

③地域福祉計画・
　地域福祉活動計画

地域福祉活動計画の位置づけが明瞭になっていない。

④包括的な相談と支援 支援ニーズの増加と相談・支援に携わる職員の欠員などにより、きめ細や
かな対応や同行支援等が困難になる状況がある。

包括的な相談と支援を行ううえでの基本的な視点や方法等について、携わ
る職員の共通理解・認識が十分ではない。

スーパービジョンの機会が少ない。

相談支援部門と地域福祉活動推進部門の連携に関する具体的な仕組みがで
きていない。（再掲）

相談記録を適切に共有する仕組みが整っていない。

⑥多機関協働 地域における多機関協働の取組について、日頃から関わりがある機関には
認識されているが、まだ十分に浸透していない。

⑦権利擁護支援体制 市民後見人の育成や法人後見の取組について、社協としての方針が定まっ
ていない。
入院・入所、賃貸住宅への入居の際の支援等に関する課題解決の取組につ
いて、社協としての方針が定まっていない。

⑤相談支援業務の
　マネジメント体制

（５）重点事業実施体制の充実
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目標 説明

目標 説明

理事会・評議員会や各種部会・委員会等での協議を踏まえ、法
人組織として金沢市への政策提言を行っています。

就業規則や給与規程等の見直しや職員への周知、メンタルヘル
スやハラスメント防止のための相談体制の整備、職場の安全衛
生教育に関する研修の実施等により、職員が働きやすい職場環
境づくりを行っています。

働きやすい職場環境づくり

財務分析と安定した財源確保

会費・基金等の情報提供と広報

金沢市との定期的な連絡会議の
開催

金沢市との職員交流

経営実態を正確に把握した財務分析を行うとともに、委託金・
自主財源など安定した財源確保を行っています。
会費・寄付金・共同募金配分金・各種基金の使途内容や活用方
法などについて、地域住民、関係者・団体への丁寧な説明及び
情報提供を行っています。

書類の電子化によるペーパーレス化、業務効率化のためのシス
テム等の活用を進めるとともに、事業の必要性と妥当性を検証
するための事業評価の仕組みを整備し、業務改善を図っていま
す。

（３）財務管理・業務改善・リスク管理・コンプライアンスに関する体制の充実

金沢市と社協の職員による意見交換や合同研修、市のプロジェ
クトチームへの社協職員の参画等を通じて、パートナーシップ
を深めています。

業務の効率化と改善

コンプライアンス体制の整備

ＢＣＰ計画（事業継続計画）に基づく実地訓練や災害ボラン
ティアセンター設置・運営訓練を実施し、リスク管理を行って
います。

役職員への法令・定款・規程等の遵守の徹底を図るための研修
を実施するとともに、必要な不祥事防止対策を講じ、コンプラ
イアンスに関する体制を整備しています。

金沢市（福祉関係部局長・課長等）と定期的な連絡会議を開催
し、委託事業を含めた現状の施策・取組の成果・課題について
の共通認識を持ち、将来的に必要となる施策・取組について意
見交換を行っています。

（４）行政とのパートナーシップの推進

将来を見据えた地域福祉推進の拠点の機能・役割のあり方につ
いて、金沢市と検討を行っています。

緊急事態に備えたリスク管理

金沢市への政策提言

地域福祉推進拠点に関する検討

　　５年間の取組を通じた達成目標を示します。

目標 説明

目標 説明

地域住民や福祉関係者、福祉以外の多様な関係者から理事、監
事、評議員が構成され、それぞれの役割に応じて積極的に経営
に関わっています。

３　達成目標（５年後に目指す金沢市社協の姿）

求めている人材像や人材確保・育成・定着に関する方針を明確
にし、職員の確保・育成・定着を図っています。
求めている人材像や人材確保・育成・定着に関する方針に基づ
く研修体系を構築し、職員一人ひとりの職務経験等に応じた育
成を行っています。

社協組織にふさわしい人事考課制度や目標管理制度を導入し、
職員が目標意識や働きがい・やりがいをもって職務に取組んで
います。

経営会議や課長会議、相談支援部門・地域福祉推進部門連絡会
議、課題対応プロジェクトチーム等で、社協全体での課題の共
有・検討・協議・提案・解決を行っています。（各部門が連携
し、組織横断的にオール社協で取り組んでいます。）

多くの地域住民・関係者の参加

経営主体としての理事会機能の
充実

多様な関係者による理事・
監事・評議員の構成

人材確保・育成等に関する方針
の明確化

研修体系の構築

（１）法人組織体制の強化

（２）事務局組織体制の強化

地域社会に向けて、社協の使命・経営理念・基本方針及び役
割、事業、組織、会員制度、会費の意義について、積極的に情
報発信しています。

社協の使命等の明確化と役職員
の理解

社協の使命や役割等の積極的な
情報発信

協働・連携の場（プラット
ホーム）としての役割発揮

人事考課・目標管理制度の導入

経営会議や部門連絡会議・
ＰＴ等による部門間連携

社協の使命・経営理念・基本方針を明確にし、すべての役職員
が理解し、使命達成にむけた取組を行っています。

地域住民や福祉関係者、福祉以外の多様な関係者の参加と協力
を得て、「協働・連携の場」（プラットホーム）としての役割
を発揮しています。

社協の役割や事業、組織、会員となる意義について、わかりや
すい説明がなされ、多くの地域住民、関係者・団体が社協活動
を支えています。
理事会が、活発な議論等を踏まえ、法人の進むべき方向性を示
し、経営主体としての機能を果たしています。
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目標 説明

目標 説明
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目標 説明

目標 説明
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を得て、「協働・連携の場」（プラットホーム）としての役割
を発揮しています。

社協の役割や事業、組織、会員となる意義について、わかりや
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目標 説明

職員が、社協として個別支援と地域づくりを一体的に展開する
こと及び包括的な相談と支援に取り組む意義や目的について、
研修・会議等を通じて理解し共通認識をもって取組んでいま
す。また、職員のマネジメントスキルを高めるための研修受講
や専門職団体の協力を得てスーパービジョンの機会を設けるな
ど、相談支援業務のマネジメント体制を整備しています。

地区社協や民生委員児童委員、社会福祉法人、福祉サービス提
供事業者・施設、町会等の市民団体、ボランティア、ＮＰＯ、
企業、商店等との情報共有や連携・協働の仕組みをつくり、住
民主体の福祉活動を進めています。また、地区社協や民生委員
児童委員協議会等の住民主体の福祉活動推進組織の活動を組織
的に支援しています。

相談支援の総合化と地域づくり

住民主体の福祉活動への支援

専門機関・専門職団体等との
連携・協働

経営会議、課長会議、相談支援部門・地域福祉推進部門連絡会
議、課題対応プロジェクトチーム、理事会・評議員会等での課
題の共有・検討・協議等を踏まえ、地域福祉推進施策や権利擁
護支援体制のあり方に関する提言、金沢市地域福祉計画への提
案等を行っています。

（５）重点事業実施体制の充実

相談支援機関や専門機関、専門職団体等との情報共有や連携・
協働の仕組みをつくり、相談支援に取組んでいます。

事務局の各部門で把握した地域福祉推進上の課題について、相
談支援部門・地域福祉推進部門間連携等の課題対応プロジェク
トチームにおいて課題の共有・検討・協議・提案・解決を行っ
ています。（各部門が連携し、組織横断的にオール社協で取り
組んでいます。）

事務局の相談支援部門及び地域福祉推進部門間の情報共有や連
携・協働の仕組みをつくり、社協内の相談支援の総合化及び住
民主体の福祉活動の支援体制強化を図っています。

金沢市地域福祉計画等への
提言・提案

地域福祉課題に関する部門間
連携の強化

相談支援業務のマネジメント
体制の整備

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
 
 
 

まちぐるみ 
福祉活動推進員 

支え合いソーシャルワーカー 

生活支援コーディネーター 

相談支援体制の構築支援 
地域ネットワークづくり・運営支援 

 

地域貢献
活動 

見守り 

 
 

地域コミュニティの活性化、地域福祉活動の推進 

 

家庭裁判所、警察、教育機関、 

医療機関、福祉施設など 

専門機関 

地域見守りネットワーク 
（孤立防止） 

 地域ボランティア 

 
社会福祉法人 

金沢市（社会福祉事務所、児童相談所、福祉健康センター等） 

シルバー人材センター 

 老人クラブなど 

各種団体 

 
民生委員・児童委員 

 町会 

「地域の支え合い体制」のイメージ図 

地区社会福祉協議会 

地域生活課題の把握・整理 

 地域住民からの相談（困りごと） 
ネットワークからの状況報告 

受け手 

生活支援 

 

 

 
 

金沢ボランティアセンター 

 

弁護士会 

司法書士会 

社会福祉士会等 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

地域福祉活動の支援 

支え手 見守り 

 個別の支援  
地域づくり 

コーディネート 

・養成 

 
善隣館 

金沢自立生活サポートセンター 

金沢権利擁護センター 

金沢障害者就業・生活支援センター 

金沢福祉用具情報プラザ 
金沢ボランティア大学校 

事業者 

ＮＰＯ等 

善隣思想
の普及 

協働・支援 

地域包括 

支援センター 

連携 

ライフライン

業者 

配達業者 

市民生活サポートセンター 

金沢市社会福祉協議会 
金沢市障害者基幹相談支援センター 

28

　市民一人ひとりが住み慣れた地域で安心感・充実感をもって暮らすことができるよう、地域
内の福祉ニーズ・生活課題を共有し、その解決を図るために市民一人ひとり（市民、地域団体、
事業者、行政など）が相互に連携・協力し、みんなで支える地域社会を目指します。

金沢市地域福祉計画２０２３における
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目標 説明

職員が、社協として個別支援と地域づくりを一体的に展開する
こと及び包括的な相談と支援に取り組む意義や目的について、
研修・会議等を通じて理解し共通認識をもって取組んでいま
す。また、職員のマネジメントスキルを高めるための研修受講
や専門職団体の協力を得てスーパービジョンの機会を設けるな
ど、相談支援業務のマネジメント体制を整備しています。

地区社協や民生委員児童委員、社会福祉法人、福祉サービス提
供事業者・施設、町会等の市民団体、ボランティア、ＮＰＯ、
企業、商店等との情報共有や連携・協働の仕組みをつくり、住
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児童委員協議会等の住民主体の福祉活動推進組織の活動を組織
的に支援しています。

相談支援の総合化と地域づくり

住民主体の福祉活動への支援

専門機関・専門職団体等との
連携・協働
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題の共有・検討・協議等を踏まえ、地域福祉推進施策や権利擁
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ています。（各部門が連携し、組織横断的にオール社協で取り
組んでいます。）

事務局の相談支援部門及び地域福祉推進部門間の情報共有や連
携・協働の仕組みをつくり、社協内の相談支援の総合化及び住
民主体の福祉活動の支援体制強化を図っています。
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提言・提案
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金沢自立生活サポートセンター 

金沢権利擁護センター 

金沢障害者就業・生活支援センター 

金沢福祉用具情報プラザ 
金沢ボランティア大学校 

事業者 

ＮＰＯ等 

善隣思想
の普及 

協働・支援 

地域包括 

支援センター 

連携 

ライフライン
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Ⅴ 資料

金沢市社会福祉協議会 中期経営計画策定の経緯 

令和５年

３月１７日（金） 理事会 令和５年度において計画を策定することを意思決定

３月２８日（火） 評議員会 令和５年度において計画を策定することを承認

６月 ８日（木） 経営会議（会長・専務理事・常務理事）

計画策定の基本方針案検討

６月２９日（木） 理事会

計画策定の趣旨、方法、スケジュール、進行管理について承認

計画策定要領及び計画策定委員選任方針について承認

７月 ７日（金） 課長会議（会長、常務理事、事務局長、課長）

計画策定の趣旨、方法、スケジュール、進行管理について確認

７月１０日（月） 計画策定委員・アドバイザー就任依頼

石川県社協打合せ

７月２６日（水） アドバイザー打合せ

計画策定の趣旨、方法、スケジュール、進行管理について説明

金沢市社協組織・財源・事業・歩みについて説明

８月 ３日（木） 課長会議（会長、常務理事、事務局長、課長）

チェックリスト・分析シート作成 ～８／１５

市社協実施事業の位置づけ整理表作成 ～８／１５

委員会論点整理・資料作成 ８／１６～８／２５

８月２３日（水） 経営会議（会長、常務理事、事務局長）委員会論点整理

８月２８日（月） 課長会議①（会長、常務理事、事務局長、課長）委員会論点整理

８月２９日（火） 課長会議②（会長、常務理事、事務局長、課長）委員会論点整理

８月３０日（水） アドバイザー打合せ（会長、常務理事、事務局長）

計画策定の趣旨、方法、スケジュール、進行管理について確認

委員会論点確認

８月３１日（木） 第１回中期経営計画策定委員会

９月 ６日（水） 全国社会福祉協議会主催「市区町村社協中期経営計画策定

セミナー」参加〔オンライン〕（会長、常務理事、事務局長）

９月 ７日（木） 課長会議（会長、常務理事、事務局長、課長）

金沢市社協の目指す姿 素案作成 ～９／１４

社協組織の環境分析シートの作成 ～９／１４

委員会論点整理・資料作成 ９／１５～９／２７

９月２２日（金） 経営会議（会長、常務理事）委員会論点整理

９月２７日（水） 課長会議（会長、常務理事、事務局長、課長）委員会論点整理

９月２９日（金） アドバイザー打合せ（会長、常務理事）

委員会論点確認、今後のスケジュール確認

９月２９日（金） 第２回中期経営計画策定委員会

１０月 ５日（木） 課長会議（会長、常務理事、事務局長、課長）

金沢市社協の目指す姿 修正案の検討

抽出した経営課題の確認及び課題解決に向けた取組の検討

中期経営計画全体像の検討

１１月 ２日（木） 課長会議（会長、常務理事、事務局長、課長）

金沢市社協の目指す姿 修正案の検討

経営課題解決に向けた取組の検討

委員会論点整理

１１月１４日（火） 経営会議（会長、常務理事、事務局長）委員会論点整理

１１月１５日（水） 市社協職員研修（３９名参加）

説明「金沢市社協７０年の歩みと現状」

講義「地域共生社会の実現に向けた地域福祉の基盤強化と社協

の役割 －金沢市社協への期待－」 講師 渋谷篤男氏

１１月１５日（水） アドバイザー打合せ（会長、常務理事）

委員会論点確認、今後のスケジュール確認

１１月１６日（木） 第３回中期経営計画策定委員会

１２月２１日（木） 職員からの提案募集 ～令和６年１月５日

「経営課題解決に向けた取組及び達成目標」

令和６年

１月 ５日（金）～１月１０日（水）

経営会議（会長、常務理事、事務局長）

理事会議案整理（計画策定状況の報告内容等）

１月１１日（木） 理事会

中期経営計画策定状況の報告・意見聴取

１月１７日（水） 課長会議（会長、常務理事、事務局長、課長）

理事及び職員からの意見・提案集約

１月２４日（水） 評議員会

中期経営計画策定状況の報告・意見聴取

１月２５日（金） 経営会議（会長、常務理事、事務局長）委員会論点整理

１月２９日（月） アドバイザー打合せ（会長、常務理事）

委員会論点確認認

１月３０日（火） 第４回中期経営計画策定委員会

２月中 中期経営計画（案）の作成

３月１９日（火） 理事会 中期経営計画（案）の審議

３月２８日（木） 評議員会 中期経営計画（案）の審議・承認
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Ⅴ 資料

金沢市社会福祉協議会 中期経営計画策定の経緯 

令和５年

３月１７日（金） 理事会 令和５年度において計画を策定することを意思決定

３月２８日（火） 評議員会 令和５年度において計画を策定することを承認

６月 ８日（木） 経営会議（会長・専務理事・常務理事）

計画策定の基本方針案検討

６月２９日（木） 理事会

計画策定の趣旨、方法、スケジュール、進行管理について承認
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金沢市社会福祉協議会中期経営計画策定要領

 
１．目的

この要領は、社会福祉法人金沢市社会福祉協議会（以下、「市社協」という。）中期経営計画（以

下、「経営計画」という。）策定に関し必要な事項を定めるものとする。 
 
２．経営計画の策定方法

市社協に、中期経営計画策定委員会（以下、「策定委員会」という。）を置き、経営計画を策定

する。 
策定する経営計画については、市社協理事会に報告したうえで市社協評議員会の承認を得るも

のとする。 
 
３．策定委員会

策定委員会は、市社協の理事を中心に組織する。 
策定委員会に委員長を置く。 

 
４．会議

策定委員会の会議は、委員長（または、市社協会長）が召集する。 
委員長（または、市社協会長）は、必要とあると認めるときは、策定委員会委員以外の者を会

議に出席させて意見を聴取し、または資料の提出を求めることができる。 
 
５．アドバイザー

委員長（または、市社協会長）は、経営計画策定に関し、専門的な指導及び助言を得るために、

アドバイザーを置くことができる。 
アドバイザーは、委員長（または、市社協会長）の求めに応じ、策定委員会の会議に 

出席するものとする。 
 
６．その他

この要領に定めるもののほか、必要な事項は、市社協会長が別に定める。 
 

附 則 
この要領は、令和５年６月２９日から施行する。 

 

区　分 氏　名

　高　柳　晃　一

金沢市校下婦人会連絡協議会会長 　能木場　由紀子

金沢市地区社会福祉協議会会長部会会長 　吉　田　昭　生

金沢市民生委員児童委員協議会会長 　髙　野　善　一

　後　出　建　司

金沢市町会連合会副会長 　甚　田　和　幸

金沢市社会福祉協議会老人福祉施設連絡会
副会長

　多　田　正　人

金沢市福祉健康局長 　山　口　和　俊

所　属 氏　名

日本福祉大学 　渋　谷　篤　男

区　分 氏　名

　宮　下　吉　広

　後　出　建　司

　辻　村　　　渉

　德　田　　　朗

　北　脇　宜　和

　宮　下　直　也

　上　田　浩　貴

  小鍛治　康　生

　岡　本　康　弘

　村　田　明日香

地域福祉課長
石川県社協
（オブザーバー）

金沢市社会福祉協議会 中期経営計画策定委員会　委員等名簿

金沢市社協役員

【委員】

【アドバイザー】

副会長

理 事

役　職

福祉経営学部教授
（元　全国社会福祉協議会常務理事）

役　職

地域福祉課長

総務課長

福祉用具情報プラザ館長

ボランティアセンター所長

金沢市社協職員
（事務局）

地域福祉課長補佐

会 長

常務理事（兼　参事）

役　職

事務局長

参事

担当次長
自立生活サポートセンター所長

【事務局・オブザーバー】

障害者就業生活支援センター所長
権利擁護センター所長
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金沢市社会福祉協議会中期経営計画策定要領
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３．策定委員会

策定委員会は、市社協の理事を中心に組織する。 
策定委員会に委員長を置く。 

 
４．会議

策定委員会の会議は、委員長（または、市社協会長）が召集する。 
委員長（または、市社協会長）は、必要とあると認めるときは、策定委員会委員以外の者を会

議に出席させて意見を聴取し、または資料の提出を求めることができる。 
 
５．アドバイザー

委員長（または、市社協会長）は、経営計画策定に関し、専門的な指導及び助言を得るために、

アドバイザーを置くことができる。 
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附 則 
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（１）組織概要

社会福祉法人金沢市社会福祉協議会 組織概要（２０２４年１月１日現在）

（１）経営主体 社会福祉法人金沢市社会福祉協議会

（２）会長理事 高柳 晃一

（３）設立 １９５１年（昭和２６年） ４月 １日

（４）法人化 １９５４年（昭和２９年）１２月２９日

（５）職員等 ７６人（常勤役員１人〔会長〕、正規職員４２人、非常勤職員３３人

…嘱託 人、パート等 人、再雇用職員 人、派遣職員 人）

※男性２８人、女性４８人

※社会福祉士２９人、精神保健福祉士３人、介護福祉士８人、介護

支援専門員１３人、作業療法士２人、保健師１人 など

※正規職員の平均年齢３９．１歳、平均在職期間１２．４年

（６）所在地等 金沢市高岡町７番２５号（金沢市松ヶ枝福祉館内）

ＴＥＬ（０７６）２３１－３５７１

ＦＡＸ（０７６）２３１－３５６０

ＵＲＬ

（７）組織

（８）令和５年度予算 千円（内部取引を除いた実質予算は、 千円）
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民
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理事（ 人）
会長 人 
副会長 人 
専務理事 欠員
常務理事 人 
理事 人 

評議員（ 人） 

自
立
生
活
サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
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社会福祉法人金沢市社会福祉協議会　役員名簿

令和６年１月１日現在

① 甚　田　和　幸 金沢市町会連合会　副会長

① 能木場　由紀子 金沢市校下婦人会連絡協議会　会長 副会長

① 吉　田　昭　生 金沢市地区社会福祉協議会会長部会　会長 副会長

① 髙　野　善　一 金沢市民生委員児童委員協議会　会長 副会長

① 浦　上　光太郎 金沢市老人連合会　会長

② 六　角　康　成 金沢市社会福祉協議会保育部会　部会長

② 多　田　正　人
金沢市社会福祉協議会老人福祉施設連絡会
副会長

① 髙　畠　富美子 金沢市福祉ボランティア連絡協議会　会長

① 青　海　康　男
いしかわ市民活動ネットワーキングセンター
代表理事

⑤地域福祉推進に必要な地
域の団体関係者

① 西　田　哲　次 金沢商工会議所　常務理事

⑥社会福祉行政関係者 ① 山　口　和　俊 金沢市福祉健康局長

① 高　柳　晃　一 知識経験者 会　長

① 後　出　建　司 金沢市社会福祉協議会　参事 常務理事

税理士 ② 山　田　　　昇 山田税理士事務所　所長

社会福祉団体関係者 ① 川　元　　　傳
一般社団法人米丸福祉会　代表理事
米丸地区社会福祉協議会　会長

社会福祉行政関係者 ① 南　　　憲　一 金沢市福祉健康局　福祉政策課　課長

所属・役職等選出区分 氏　名

氏　名 所属・役職等
※役員
資格

※監事定数　３人

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　②財務管理について識見を有する者

※役員資格　社会福祉法第４４条第５項－①社会福祉事業について識見を有する者

監事

①市民団体関係者

番号 選出区分

②社会福祉団体関係者

③社会福祉事業関係者

④社会福祉に関する活動を
行う団体の関係者

役職

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　②社会福祉事業の経営に関する見識を有する者

本会での
役職

※役員資格　社会福祉法第４４条第４項－①当該社会福祉法人が行う事業の区域における福祉に関する実情に通じている者

任期：令和５年６月２９日～令和７年度定時評議員会終結の時

※理事定数　１２人～１４人

理事

⑦その他

役職
※役員
資格

番号
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（１）組織概要

社会福祉法人金沢市社会福祉協議会 組織概要（２０２４年１月１日現在）

（１）経営主体 社会福祉法人金沢市社会福祉協議会

（２）会長理事 高柳 晃一

（３）設立 １９５１年（昭和２６年） ４月 １日

（４）法人化 １９５４年（昭和２９年）１２月２９日

（５）職員等 ７６人（常勤役員１人〔会長〕、正規職員４２人、非常勤職員３３人

…嘱託 人、パート等 人、再雇用職員 人、派遣職員 人）

※男性２８人、女性４８人

※社会福祉士２９人、精神保健福祉士３人、介護福祉士８人、介護

支援専門員１３人、作業療法士２人、保健師１人 など

※正規職員の平均年齢３９．１歳、平均在職期間１２．４年

（６）所在地等 金沢市高岡町７番２５号（金沢市松ヶ枝福祉館内）

ＴＥＬ（０７６）２３１－３５７１

ＦＡＸ（０７６）２３１－３５６０

ＵＲＬ

（７）組織

（８）令和５年度予算 千円（内部取引を除いた実質予算は、 千円）
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社会福祉法人金沢市社会福祉協議会　役員名簿

令和６年１月１日現在

① 甚　田　和　幸 金沢市町会連合会　副会長

① 能木場　由紀子 金沢市校下婦人会連絡協議会　会長 副会長

① 吉　田　昭　生 金沢市地区社会福祉協議会会長部会　会長 副会長

① 髙　野　善　一 金沢市民生委員児童委員協議会　会長 副会長

① 浦　上　光太郎 金沢市老人連合会　会長

② 六　角　康　成 金沢市社会福祉協議会保育部会　部会長

② 多　田　正　人
金沢市社会福祉協議会老人福祉施設連絡会
副会長

① 髙　畠　富美子 金沢市福祉ボランティア連絡協議会　会長

① 青　海　康　男
いしかわ市民活動ネットワーキングセンター
代表理事

⑤地域福祉推進に必要な地
域の団体関係者

① 西　田　哲　次 金沢商工会議所　常務理事

⑥社会福祉行政関係者 ① 山　口　和　俊 金沢市福祉健康局長

① 高　柳　晃　一 知識経験者 会　長

① 後　出　建　司 金沢市社会福祉協議会　参事 常務理事

税理士 ② 山　田　　　昇 山田税理士事務所　所長

社会福祉団体関係者 ① 川　元　　　傳
一般社団法人米丸福祉会　代表理事
米丸地区社会福祉協議会　会長

社会福祉行政関係者 ① 南　　　憲　一 金沢市福祉健康局　福祉政策課　課長

所属・役職等選出区分 氏　名

氏　名 所属・役職等
※役員
資格

※監事定数　３人

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　②財務管理について識見を有する者

※役員資格　社会福祉法第４４条第５項－①社会福祉事業について識見を有する者

監事

①市民団体関係者

番号 選出区分

②社会福祉団体関係者

③社会福祉事業関係者

④社会福祉に関する活動を
行う団体の関係者

役職

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　②社会福祉事業の経営に関する見識を有する者

本会での
役職

※役員資格　社会福祉法第４４条第４項－①当該社会福祉法人が行う事業の区域における福祉に関する実情に通じている者

任期：令和５年６月２９日～令和７年度定時評議員会終結の時

※理事定数　１２人～１４人

理事

⑦その他

役職
※役員
資格

番号

26 27



社会福祉法人金沢市社会福祉協議会　評議員名簿

令和６年１月１日現在

　　　　　自：令和３年　６月３０日

　　　　　至：令和７年度の定時評議員会終結の時

※ 評議員 鏑　木　芳　枝 金沢市地区社会福祉協議会会長部会　副会長

評議員 笠　川　弘　子 金沢市民生委員児童委員協議会　副会長

※ 評議員 山　﨑　幸　一 金沢市民生委員児童委員協議会　副会長

評議員 松　崎　敏　雄 金沢市社会福祉協議会保育部会　副部会長

※ 評議員 藤　井　千　里 金沢市保育士会　会長

評議員 北　野　克　治 社会福祉事業従事者互助会　理事長

評議員 小　松　栄　子 金沢市社会福祉協議会老人福祉施設連絡会　会長

評議員 坂　井　祐　子 金沢市社会福祉協議会地域デイサービス部会　会長

評議員 小　島　　　武 金沢市障害児・者福祉施設連絡会　代表幹事

評議員 寺　西　清一郎 金沢健康福祉財団　事務局長

評議員 小　寺　洋　右 金沢市町会連合会　事務局長

※ 評議員 浦　本　外　幸 金沢市老人連合会　副会長

評議員 越　農　ひろみ 金沢市福祉ボランティア連絡協議会　副会長

評議員 藤　　　美枝子 （前）金沢市善隣館協議会　会長

評議員 梅　野　金　一 金沢市介護サービス事業者連絡会　副会長

備　　考

　　令和５年６月２９日～令和７年度定時評議員会の終結の時まで

　 ※鏑木評議員、山﨑評議員、藤井評議員、浦本評議員の任期は、

番号 役職名 氏　　　名

社会福祉法人金沢市社会福祉協議会  部会・委員会等の状況 

令和６年１月１日現在 

○定款第３４条に基づく部会及び委員会 

金沢市地区社会福祉協議会会長部会  

保育部会、保育士会 

老人福祉施設連絡会 

金沢市地域デイサービス部会  

金沢市障害児・者福祉施設連絡会  

○定款第２条及び第４５条に基づき運営する事業 

社会福祉事業従事者互助会 

○金沢市社協に事務局を置く団体  

金沢市民生委員児童委員協議会 、主任児童委員連絡会 

金沢市福祉ボランティア連絡協議会  

金沢市介護サービス事業者連絡会  

石川県共同募金会金沢市共同募金委員会 

○金沢市社協に設置している委員会等（受託事業関連） 

金沢福祉用具情報プラザ運営委員会‥金沢市指定管理事業 

金沢権利擁護センター運営委員会‥金沢市委託事業 

福祉のつどい実行委員会‥金沢市委託事業 

金沢市ボランティア活動助成審査委員会‥金沢市委託事業 

金沢市生活困窮者自立支援連絡協議会‥金沢市委託事業  

金沢災害ボランティアネットワーク会議‥金沢市委託事業 

金沢市成年後見制度利用促進協議会‥金沢市委託事業  

28 29



社会福祉法人金沢市社会福祉協議会　評議員名簿

令和６年１月１日現在

　　　　　自：令和３年　６月３０日

　　　　　至：令和７年度の定時評議員会終結の時

※ 評議員 鏑　木　芳　枝 金沢市地区社会福祉協議会会長部会　副会長

評議員 笠　川　弘　子 金沢市民生委員児童委員協議会　副会長

※ 評議員 山　﨑　幸　一 金沢市民生委員児童委員協議会　副会長

評議員 松　崎　敏　雄 金沢市社会福祉協議会保育部会　副部会長

※ 評議員 藤　井　千　里 金沢市保育士会　会長

評議員 北　野　克　治 社会福祉事業従事者互助会　理事長

評議員 小　松　栄　子 金沢市社会福祉協議会老人福祉施設連絡会　会長

評議員 坂　井　祐　子 金沢市社会福祉協議会地域デイサービス部会　会長

評議員 小　島　　　武 金沢市障害児・者福祉施設連絡会　代表幹事

評議員 寺　西　清一郎 金沢健康福祉財団　事務局長

評議員 小　寺　洋　右 金沢市町会連合会　事務局長

※ 評議員 浦　本　外　幸 金沢市老人連合会　副会長

評議員 越　農　ひろみ 金沢市福祉ボランティア連絡協議会　副会長

評議員 藤　　　美枝子 （前）金沢市善隣館協議会　会長

評議員 梅　野　金　一 金沢市介護サービス事業者連絡会　副会長

備　　考

　　令和５年６月２９日～令和７年度定時評議員会の終結の時まで

　 ※鏑木評議員、山﨑評議員、藤井評議員、浦本評議員の任期は、

番号 役職名 氏　　　名

社会福祉法人金沢市社会福祉協議会  部会・委員会等の状況 

令和６年１月１日現在 

○定款第３４条に基づく部会及び委員会 

金沢市地区社会福祉協議会会長部会  

保育部会、保育士会 

老人福祉施設連絡会 

金沢市地域デイサービス部会  

金沢市障害児・者福祉施設連絡会  

○定款第２条及び第４５条に基づき運営する事業 

社会福祉事業従事者互助会 

○金沢市社協に事務局を置く団体  

金沢市民生委員児童委員協議会 、主任児童委員連絡会 

金沢市福祉ボランティア連絡協議会  

金沢市介護サービス事業者連絡会  

石川県共同募金会金沢市共同募金委員会 

○金沢市社協に設置している委員会等（受託事業関連） 

金沢福祉用具情報プラザ運営委員会‥金沢市指定管理事業 

金沢権利擁護センター運営委員会‥金沢市委託事業 

福祉のつどい実行委員会‥金沢市委託事業 

金沢市ボランティア活動助成審査委員会‥金沢市委託事業 

金沢市生活困窮者自立支援連絡協議会‥金沢市委託事業  

金沢災害ボランティアネットワーク会議‥金沢市委託事業 

金沢市成年後見制度利用促進協議会‥金沢市委託事業  
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体

制
の

強
化

地
域

安
心

生
活

支
え

合
い

事
業

、
地

域
サ

ロ
ン

・
子

育
て

サ
ロ

ン
等

の
地

区
社

協
実

施
事

業
の

運
営

支
援

拡
充
子
ど
も
宅
食
モ
デ
ル
事
業
の
実
施

拡
充
成
年
後
見
制
度
利
用
促
進
の
た
め
の
中
核
機
関
の
設
置
・
運
営
、
成
年
後
見
制
度
利
用
促
進
協
議
会
に
よ
る
協
議
・
提
言

成
年

後
見

制
度

に
関

す
る

相
談

、
法

人
後

見
の

受
任

、
権

利
擁

護
セ

ミ
ナ

ー
開

催
、

日
常

生
活

自
立

支
援

事
業

の
実

施

自
立

相
談

支
援

事
業

の
実

施
（

生
活

困
窮

者
の

包
括

的
な

相
談

・
支

援
、

支
援

計
画

作
成

、
支

援
調

整
会

議
の

開
催

等
）

拡
充
緊
急
小
口
資
金
等
の
特
例
貸
付
利
用
者
へ
の
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
支
援

子
ど

も
の

学
習

総
合

支
援

事
業

の
実

施
（

困
窮

世
帯

の
中

・
高

校
生

の
学

習
支

援
教

室
開

催
、

学
習

支
援

ボ
ラ

ン
テ

ィ
ア

の
養

成
）

生
活

福
祉

資
金

貸
付

制
度

に
よ

る
支

援
、

生
活

困
窮

者
・

住
居

喪
失

者
等

へ
の

食
糧

支
援

、
フ

ー
ド

バ
ン

ク
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
へ

の
参

画

障
が

い
の

あ
る

人
の

職
場

定
着

に
向

け
た

支
援

の
強

化
（

就
職

活
動

支
援

セ
ミ

ナ
ー

の
開

催
、

在
職

者
の

交
流

事
業

の
実

施
な

ど
）

最
新

福
祉

用
具

・
住

宅
改

修
モ

デ
ル

展
示

、
福

祉
用

具
適

合
相

談
、

コ
ミ

ュ
ニ

ケ
ー

シ
ョ

ン
支

援
に

つ
い

て
研

究
協

議

介
護

従
事

者
研

修
の

実
施

（
住

宅
改

修
基

礎
、

介
護

技
術

職
場

定
着

研
修

、
福

祉
用

具
専

門
相

談
員

指
定

講
習

会
等

）
　

拡
充
高
齢
者
の
い
き
い
き
と
し
た
活
動
事
例
の
収
集
・
情
報
提
供
、
ア
ク
テ
ィ
ブ
シ
ニ
ア
応
援
セ
ミ
ナ
ー
の
開
催

い
き

い
き

ギ
ャ

ラ
リ

ー
の

運
営

、
メ

ル
シ

ー
キ

ャ
ブ

サ
ー

ビ
ス

事
業

(
車

い
す

使
用

者
の

移
送

サ
ー

ビ
ス

)
の

実
施

　
等

専
門

部
会

（
地

区
社

協
、

保
育

、
老

人
福

祉
施

設
、

地
域

デ
イ

、
障

害
児

者
福

祉
施

設
等

）
で

研
究

・
研

修
を

実
施

拡
充
社
会
福
祉
法
人
等
と
地
域
団
体
と
の
連
携
に
よ
る
地
域
貢
献
活
動
に
関
す
る
研
究
協
議
の
場
を
設
置

拡
充
ケ
ア
・
メ
ン
タ
ー
（
新
任
介
護
職
員
へ
の
サ
ポ
ー
ト
）
の
派
遣
、
介
護
職
イ
メ
ー
ジ
ア
ッ
プ
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
等
の
実
施

社
会

福
祉

事
業

従
事

者
互

助
会

（
退

職
共

済
制

度
）

の
運

営

介
護

相
談

員
（

ボ
ラ

ン
テ

ィ
ア

）
に

よ
る

介
護

サ
ー

ビ
ス

事
業

所
訪

問
、

利
用

者
へ

の
相

談
活

動
を

実
施

社
会

福
祉

援
助

技
術

現
場

実
習

生
の

受
入

ボ
ラ

ン
テ

ィ
ア

コ
ー

デ
ィ

ネ
ー

ト
、

ボ
ラ

ン
テ

ィ
ア

グ
ル

ー
プ

の
活

動
支

援
、

活
動

費
助

成
、

ボ
ラ

ン
テ

ィ
ア

活
動

保
険

料
の

助
成

ボ
ラ

ン
テ

ィ
ア

カ
フ

ェ
・

ボ
ラ

ン
テ

ィ
ア

講
座

の
開

催
、

福
祉

ボ
ラ

ン
テ

ィ
ア

連
絡

協
議

会
の

活
動

支
援

等

ボ
ラ

ン
テ

ィ
ア

ポ
イ

ン
ト

制
度

（
地

域
福

祉
ボ

ラ
ン

テ
ィ

ア
推

進
事

業
）

・
介

護
支

援
ボ

ラ
ン

テ
ィ

ア
ポ

イ
ン

ト
制

度
の

実
施

拡
充

金
沢

市
社

協
情

報
の

発
行

、
ホ

ー
ム

ペ
ー

ジ
・

Ｌ
Ｉ

Ｎ
Ｅ

・
フ

ェ
イ

ス
ブ

ッ
ク

等
に

よ
る

情
報

の
発

信

金
沢

市
社

会
福

祉
大

会
、

福
祉

の
つ

ど
い

・
ふ

れ
あ

い
コ

ン
サ

ー
ト

、
こ

ど
も

す
く

す
く

ウ
ィ

ー
ク

等
の

開
催

に
よ

る
広

報
啓

発

新
規
市
社
協
中
期
経
営
計
画
の
策
定

専
門

部
会

等
に

よ
る

調
査

研
究

（
地

域
貢

献
活

動
、

人
材

確
保

・
育

成
、

災
害

対
応

等
）

の
実

施

行
政

・
地

域
団

体
・

専
門

職
団

体
等

と
の

連
携

の
強

化

職
員

研
修

の
実

施
・

外
部

研
修

へ
の

派
遣

、
資

格
取

得
支

援
の

実
施

福
祉

保
健

総
合

相
談

事
業

の
実

施
（

福
祉

な
ん

で
も

相
談

、
民

事
・

家
事

に
関

す
る

法
律

相
談

等
）

生
活

に
困

窮
し

て
い

る
人

や
判

断
能

力
の

低
下

し
た

人
、

障
が

い
の

あ
る

人
、

虐
待

や
引

き
こ

も
り

に
直

面
す

る
人

な
ど

社
会

的
に

孤
立

し
て

い
る

人
々

へ
の

相
談

支
援

体
制

の
充

実
及

び
地

域
に

お
け

る
総

合
的

な
権

利
擁

護
支

援
体

制
の

構
築

２

(
1
)
権

利
擁

護
セ

ン
タ

ー
の

運
営

(
2
)
自

立
生

活
サ

ポ
ー

ト
セ

ン
タ

ー
の

運
営

(
3
)
障

害
者

就
業

・
生

活
支

援
セ

ン
タ

ー
の

運
営

(
4
)
福

祉
用

具
情

報
プ

ラ
ザ

の
管

理
・

運
営

(
5
)
高

齢
者

・
障

が
い

の
あ

る
人

の
社

会
参

加
促

進

災
害
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
会
議
の
開
催
、
災
害
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
セ
ン
タ
ー
設
置
・
運
営
訓
練
の
企
画
実
施
、
災
害
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
の
養
成

地
域

で
支

え
合

う
仕

組
み

や
住

民
の

複
合

的
な

生
活

課
題

の
解

決
を

図
る

こ
と

が
で

き
る

体
制

の
充

実
・

強
化

１

住
民

の
地

域
福

祉
活

動
へ

の
参

加
促

進
、

住
民

へ
の

情
報

発
信

機
能

の
充

実
及

び
災

害
時

に
お

け
る

支
援

体
制

の
強

化

４

複
合
的
な
生
活
課
題
を
抱
え
る
世
帯
の
ニ
ー
ズ
に
対
応
す
る
た
め
支
え
合
い
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
カ
ー
を
増
員
（
６
名
→
８
名
）
し
、

包
括
的
支
援
体
制
を
整
備

(
1
)
ボ

ラ
ン

テ
ィ

ア
セ

ン
タ

ー
の

運
営

(
2
)
災

害
ボ

ラ
ン

テ
ィ

ア
セ

ン
タ

ー
の

体
制

強
化

(
3
)
広

報
啓

発

（
２
）
令
和
５
年
度
重
点
事
業
・
資
金
収
支
予
算
の
概
要

金
沢
市
社
協
　
令
和
５
年
度
重
点
事
業
等
の
概
要

５
法

人
の

基
盤

及
び

機
能

の
強

化

３

(
1
)
地

域
福

祉
推

進
に

関
す

る
調

査
研

究
・

福
祉

事
業

関
係

者
の

連
絡

調
整

及
び

介
護

・
福

祉
サ

ー
ビ

ス
事

業
従

事
者

の
研

修
、

人
材

定
着

の
取

り
組

み
、

福
祉

サ
ー

ビ
ス

の
質

の
向

上

(
1
)
法

人
の

基
盤

強
化

(
2
)
関

係
機

関
と

の
連

携
強

化
(
3
)
職

員
の

資
質

向
上

(
4
)
松

ヶ
枝

福
祉

館
の

管
理

・
運

営

地
域

に
お

け
る

人
と

人
の

支
え

合
い

体
制

の
充

実
を

基
本

に
、

住
民

や
ボ

ラ
ン

テ
ィ

ア
等

の
積

極
的

な
参

加
・

協
力

を
得

て
、

福
祉

団
体

や
福

祉
サ

ー
ビ

ス
事

業
者

・
専

門
機

関
・

行
政

・
福

祉
以

外
の

多
様

な
主

体
と

も
連

携
・

協
働

を
図

り
な

が
ら

、

社
協

の
有

す
る

専
門

的
機

能
や

公
共

性
の

高
い

非
営

利
の

民
間

組
織

と
し

て
の

特
性

を
い

か
し

つ
つ

地
域

福
祉

の
推

進
に

取
組

み
、

市
民

が
安

心
し

て
、

い
き

い
き

と
暮

ら
せ

る
地

域
共

生
社

会
の

実
現

を
目

指
す

。
地

域
福

祉
の

推
進

に
関

す
る

調
査

研
究

及
び

福
祉

人
材

の
養

成
・

確
保

・
定

着
、

福
祉

サ
ー

ビ
ス

の
質

の
向

上
に

向
け

た
取

組
の

充
実

(
1
)
地

区
社

会
福

祉
協

議
会

活
動

の
支

援
(
2
)
民

生
委

員
児

童
委

員
活

動
の

支
援

(
3
)
生

活
支

援
・

介
護

予
防

の
基

盤
整

備
及

び
包

括
的

支
援

体
制

の
構

築
に

向
け

た
取

り
組

み
の

推
進

(
4
)
地

域
の

見
守

り
・

相
談

・
支

援
体

制
の

充
実

(
5
)
共

同
募

金
運

動
の

支
援

 

項　目 金　額 構成比 項　目 金　額 構成比
受託金 助成金
補助金 配分金
配分金 人件費
会　費 事業費
負担金 事務費
寄付金 租税公課
退職共済預り金(掛金) 互助会貸付事業費

貸付事業収入 互助会退職給付・積立

事業収入 固定資産取得支出

受取利息配当金 退職共済引当資産支出

その他 その他
合　計 合　計

〔単位：千円〕

金沢市社協　令和５年度資金収支予算の概要

収　　　入 支　　　出

受託金
66.71%

補助金 3.85%
配分金
2.97%

会 費
0.62%

負担金
0.38%

寄付金
0.02%

退職共済預り金(掛金)
22.75%

貸付事業収入
0.15%

事業収入
0.47%

受取利息配当金
1.79%

その他 0.29%

収 入
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43.75%

配分金
0.65%

人件費
21.40%

事業費
5.74%

事務費
0.73%

租税公課
1.77%

互助会貸付
事業費
0.27%

互助会退職給付・積立
23.92%

固定資産取得支出
0.18%

退職共済引当資産支出
1.45%

その他
0.12%

支 出

30 31
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退職共済預り金(掛金)
22.75%

貸付事業収入
0.15%

事業収入
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その他 0.29%
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1.45%

その他
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１　生活課題の解決を図ることができる体制の整備

① 支え合いソーシャルワーカーによる複合的な生活課題への対応

項目 令和４年度 令和３年度 令和２年度 令和元年度

新規支援件数 －

相談支援件数 －
支援方針検討会議等開催 －

アウトリーチ支援件数 － － －

参加支援（社協食堂） － － －

※主な生活課題（令和４年度新規ケース）

　障害（疑いを含む）：５２件、８０５０等：１６件、ひきこもり：１６件、

　ゴミ屋敷：１３件、虐待（疑いを含む）：１１件、その他（経済的困窮等）　

※支援方法の主な内容（令和４年度）

　電話：９９３件、訪問：３２８件、ＬＩＮＥ２３８件、面談：１４５件、

　メール：１１１件

② 地域の身近な相談窓口設置

項目 令和４年度 令和３年度 令和２年度 令和元年度

設置地区数

相談件数

※相談の主な内容（令和４年度）

　介護（高齢者）：５８８件、子育て：７３件、経済困窮：３７件、

　その他：８９７件

③ 生活支援コーディネーターによる生活支援・介護予防の基盤整備

項目 令和４年度 令和３年度 令和２年度 令和元年度

地域福祉座談会開催回数

お宝探しワークショップ

つどいの場の情報発信

２　個別支援の状況

① 判断能力の低下した人への相談支援（権利擁護センター）

ア　新規相談件数

項目 令和４年度 令和３年度 令和２年度 令和元年度

認知症高齢者

知的障害

精神障害

その他

計

※新規相談の主な内容（令和４年度）

・成年後見制度：９６件、日常生活自立支援事業及び日常的金銭管理：９１件

（３）令和４年度事業報告（抜粋）・事業活動収支決算の概要

金沢市社協　令和４年度事業報告（重点事業等抜粋）

イ　支援件数

項目 令和４年度 令和３年度 令和２年度 令和元年度

認知症高齢者

知的障害

精神障害

その他

計

※支援の主な内容（令和４年度）　

　日常的金銭管理：５，４６０件、日常生活に必要な事務手続き９３８件、

　成年後見制度の利用：２５３件、福祉サービスの利用：１６２件、

　医療について：１４７件、今後の生活設計：１１６件

ウー１　日常生活自立支援事業の実績概要

項目 令和４年度 令和３年度 令和２年度 令和元年度 累計 実利用者
新規契約件数

契約終了件数

ウ－２　日常生活自立支援事業　実利用者の状況

項目 令和４年度 令和３年度 令和２年度 令和元年度

認知症高齢者

知的障害

精神障害

その他

計

② 生活困窮者への相談支援（自立生活サポートセンター）

ア　自立相談事業の状況（生活困窮者への支援）

項目 令和４年度 令和３年度 令和２年度 令和元年度

新規相談件数

支援件数

新規就労者・増収者数

食糧支援件数

※新規相談の主な内容（令和４年度）

　収入・生活費：５７７件、住まい：１５３件、病気や健康・障害：８８件、

　仕事探し・就職活動：８４件、家賃やローン・公共料金等の支払い：７９件、

　債務：５３件、食べるものがない：１９件、ＤＶ：１８件、家族関係：１６件、

　ひきこもり：１０件、仕事上の不安・トラブル：１０件、子育て：８件

※支援方法の主な内容（令和４年度）

　電話：３，２９１件、面談：９３１件、他機関との照会・協議：４０１件、

　訪問：４００件、同行支援：１５９件 、支援調整会議：９９件
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１　生活課題の解決を図ることができる体制の整備

① 支え合いソーシャルワーカーによる複合的な生活課題への対応

項目 令和４年度 令和３年度 令和２年度 令和元年度

新規支援件数 －

相談支援件数 －
支援方針検討会議等開催 －

アウトリーチ支援件数 － － －

参加支援（社協食堂） － － －

※主な生活課題（令和４年度新規ケース）

　障害（疑いを含む）：５２件、８０５０等：１６件、ひきこもり：１６件、

　ゴミ屋敷：１３件、虐待（疑いを含む）：１１件、その他（経済的困窮等）　

※支援方法の主な内容（令和４年度）

　電話：９９３件、訪問：３２８件、ＬＩＮＥ２３８件、面談：１４５件、

　メール：１１１件

② 地域の身近な相談窓口設置

項目 令和４年度 令和３年度 令和２年度 令和元年度

設置地区数

相談件数

※相談の主な内容（令和４年度）

　介護（高齢者）：５８８件、子育て：７３件、経済困窮：３７件、

　その他：８９７件

③ 生活支援コーディネーターによる生活支援・介護予防の基盤整備

項目 令和４年度 令和３年度 令和２年度 令和元年度

地域福祉座談会開催回数

お宝探しワークショップ

つどいの場の情報発信

２　個別支援の状況

① 判断能力の低下した人への相談支援（権利擁護センター）

ア　新規相談件数

項目 令和４年度 令和３年度 令和２年度 令和元年度

認知症高齢者

知的障害

精神障害

その他

計

※新規相談の主な内容（令和４年度）

・成年後見制度：９６件、日常生活自立支援事業及び日常的金銭管理：９１件

（３）令和４年度事業報告（抜粋）・事業活動収支決算の概要

金沢市社協　令和４年度事業報告（重点事業等抜粋）

イ　支援件数

項目 令和４年度 令和３年度 令和２年度 令和元年度

認知症高齢者

知的障害

精神障害

その他

計

※支援の主な内容（令和４年度）　

　日常的金銭管理：５，４６０件、日常生活に必要な事務手続き９３８件、

　成年後見制度の利用：２５３件、福祉サービスの利用：１６２件、

　医療について：１４７件、今後の生活設計：１１６件

ウー１　日常生活自立支援事業の実績概要

項目 令和４年度 令和３年度 令和２年度 令和元年度 累計 実利用者
新規契約件数

契約終了件数

ウ－２　日常生活自立支援事業　実利用者の状況

項目 令和４年度 令和３年度 令和２年度 令和元年度

認知症高齢者

知的障害

精神障害

その他

計

② 生活困窮者への相談支援（自立生活サポートセンター）

ア　自立相談事業の状況（生活困窮者への支援）

項目 令和４年度 令和３年度 令和２年度 令和元年度

新規相談件数

支援件数

新規就労者・増収者数

食糧支援件数

※新規相談の主な内容（令和４年度）

　収入・生活費：５７７件、住まい：１５３件、病気や健康・障害：８８件、

　仕事探し・就職活動：８４件、家賃やローン・公共料金等の支払い：７９件、

　債務：５３件、食べるものがない：１９件、ＤＶ：１８件、家族関係：１６件、

　ひきこもり：１０件、仕事上の不安・トラブル：１０件、子育て：８件

※支援方法の主な内容（令和４年度）

　電話：３，２９１件、面談：９３１件、他機関との照会・協議：４０１件、

　訪問：４００件、同行支援：１５９件 、支援調整会議：９９件
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イー１　生活福祉資金貸付による相談支援〔申請件数〕（低所得者等への貸付）

項目 令和４年度 令和３年度 令和２年度 令和元年度

総合支援資金

福祉資金

教育支援資金

その他

計①

（新型感染症により収入が減少した世帯への特例貸付）

項目 令和４年度 令和３年度 令和２年度 令和元年度 延べ件数

緊急小口資金

総合支援資金

総合支援・延長

総合支援・再貸付

計②

項目 令和４年度 令和３年度 令和２年度 令和元年度

計①＋②

③ 障害のある人への就労支援及び職場定着支援（障害者就業・生活支援センター）

ア　支援登録者数

項目 令和４年度 令和３年度 令和２年度 令和元年度

身体障害

知的障害

精神障害

その他

計

イ　相談・支援件数

項目 令和４年度 令和３年度 令和２年度 令和元年度

身体障害

知的障害

精神障害

その他

計

ウ　職場訪問による定着支援実施件数　※「イ」の内数

項目 令和４年度 令和３年度 令和２年度 令和元年度

身体障害

知的障害

精神障害

その他

計

令和４年度
新規登録者

イー３　生活福祉資金申請件数の合計

実施期間

R2.3月～R4.9月

R2.10月～R3.6月

R3.3月～R3.12月

イー２　生活福祉資金の特例貸付による相談支援〔申請件数〕

不動産担保、臨時つなぎ

令和４年度
登録者のう
ち在職中

エ　就職件数

項目 令和４年度 令和３年度 令和２年度 令和元年度

身体障害

知的障害

精神障害

その他

計

④ 福祉用具・住宅改修に関する相談・支援（福祉用具情報プラザ）

項目 令和４年度 令和３年度 令和２年度 令和元年度

相談支援件数

福祉用具貸出件数

※相談支援の主な内容（令和４年度）

　・福祉用具関係：２，５４０件（歩行器・歩行車：４２４件、車いす：３７２件、

　　コミュニケーション用品:２４３件、杖：２４２件、ベッド用品：２３６件、入浴

　　用品:２１０件、移乗用具：１８７件、更衣用品：１５８件、トイレ用品：１３７

　　件、日用品・自助具：１０５件、家具・部材：９４件、食事用品：７９件、衣服

　　リフォーム：３０件　など）

　・住宅改修関係：１３１件（玄関回り：４５件、トイレ：２５件、階段１９件、

　　廊下：１９件、浴室：１６件、台所３件　など）

　・福祉制度関係：５７６件（介護保険制度：３７１件、用具入手：１３４件、障害

　　福祉サービス：４１件、住宅改修：１５件　など）

⑤ 車いす利用者の移送サービス（メルシーキャブサービス）

項目 令和４年度 令和３年度 令和２年度 令和元年度

利用回数

利用会員

運転ボランティア

３　福祉人材の養成・確保・定着、福祉サービスの質の向上に向けた取り組み

① 民間社会福祉事業従事者の退職共済事業（社会福祉事業従事者互助会）

項目 令和４年度 令和３年度 令和２年度 令和元年度

加入事業所数

会員数（人）

会員の平均在会年数（年）

退会者の平均在会年数（年）

掛金納付額（万円）

退職金支払額（万円）

保有率（％）

会員の58%が10年未満
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イー１　生活福祉資金貸付による相談支援〔申請件数〕（低所得者等への貸付）

項目 令和４年度 令和３年度 令和２年度 令和元年度

総合支援資金

福祉資金

教育支援資金

その他

計①

（新型感染症により収入が減少した世帯への特例貸付）

項目 令和４年度 令和３年度 令和２年度 令和元年度 延べ件数

緊急小口資金

総合支援資金

総合支援・延長

総合支援・再貸付

計②

項目 令和４年度 令和３年度 令和２年度 令和元年度

計①＋②

③ 障害のある人への就労支援及び職場定着支援（障害者就業・生活支援センター）

ア　支援登録者数

項目 令和４年度 令和３年度 令和２年度 令和元年度

身体障害

知的障害

精神障害

その他

計

イ　相談・支援件数

項目 令和４年度 令和３年度 令和２年度 令和元年度

身体障害

知的障害

精神障害

その他

計

ウ　職場訪問による定着支援実施件数　※「イ」の内数

項目 令和４年度 令和３年度 令和２年度 令和元年度

身体障害

知的障害

精神障害

その他

計

令和４年度
新規登録者

イー３　生活福祉資金申請件数の合計

実施期間

R2.3月～R4.9月

R2.10月～R3.6月

R3.3月～R3.12月

イー２　生活福祉資金の特例貸付による相談支援〔申請件数〕

不動産担保、臨時つなぎ

令和４年度
登録者のう
ち在職中

エ　就職件数

項目 令和４年度 令和３年度 令和２年度 令和元年度

身体障害

知的障害

精神障害

その他

計

④ 福祉用具・住宅改修に関する相談・支援（福祉用具情報プラザ）

項目 令和４年度 令和３年度 令和２年度 令和元年度

相談支援件数

福祉用具貸出件数

※相談支援の主な内容（令和４年度）

　・福祉用具関係：２，５４０件（歩行器・歩行車：４２４件、車いす：３７２件、

　　コミュニケーション用品:２４３件、杖：２４２件、ベッド用品：２３６件、入浴

　　用品:２１０件、移乗用具：１８７件、更衣用品：１５８件、トイレ用品：１３７

　　件、日用品・自助具：１０５件、家具・部材：９４件、食事用品：７９件、衣服

　　リフォーム：３０件　など）

　・住宅改修関係：１３１件（玄関回り：４５件、トイレ：２５件、階段１９件、

　　廊下：１９件、浴室：１６件、台所３件　など）

　・福祉制度関係：５７６件（介護保険制度：３７１件、用具入手：１３４件、障害

　　福祉サービス：４１件、住宅改修：１５件　など）

⑤ 車いす利用者の移送サービス（メルシーキャブサービス）

項目 令和４年度 令和３年度 令和２年度 令和元年度

利用回数

利用会員

運転ボランティア

３　福祉人材の養成・確保・定着、福祉サービスの質の向上に向けた取り組み

① 民間社会福祉事業従事者の退職共済事業（社会福祉事業従事者互助会）

項目 令和４年度 令和３年度 令和２年度 令和元年度

加入事業所数

会員数（人）

会員の平均在会年数（年）

退会者の平均在会年数（年）

掛金納付額（万円）

退職金支払額（万円）

保有率（％）

会員の58%が10年未満
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② 社会福祉事業関係者等の研修実施状況（各専門部会等）

項目 令和４年度 令和３年度 令和２年度 令和元年度 会員数
保育部会 2回/125人 3回/181人 4回/213人 1回/76人 113施設

障害児者福祉施設連絡会 2回/26人 1回/16人 1回/9人 1回/17人 21施設

老人福祉施設連絡会 2回/67人 2回/56人 － 1回/31人 42施設

地域デイサービス部会 2回/28人 1回/26人 － 1回/19人 6施設

介護サービス事業者連絡会 39回/596人 38回/745人 5回/112人 42回/962人 762事業所

③ 福祉人材の定着支援・福祉の仕事の魅力発信

項目 令和４年度 令和３年度 令和２年度 令和元年度

ケア・メンターの派遣 － －

福祉の仕事の魅力発信 写真コンテスト イベント開催

４　社会福祉に関する活動への住民の参加のための援助

① ボランティアの状況（ボランティアセンター）

項目 令和４年度 令和３年度 令和２年度 令和元年度

登録者数

グループ数

活動に関する相談件数

活動先斡旋件数

② 松ケ枝福祉館の利用状況

項目 令和４年度 令和３年度 令和２年度 令和元年度

研修室等利用回数

利用人数

③ 福祉用具情報プラザの利用状況

項目 令和４年度 令和３年度 令和２年度 令和元年度

研修室等利用回数

来館者数

④ いきいきギャラリーの利用・売上状況

項目 令和４年度 令和３年度 令和２年度 令和元年度

売上金額（万円）

来館者数

動画作成・発信

※R2.4月～R2.9月研
修室等利用休止

※R2.4月～R2.9月研
修室等利用休止

※ケア・メンター：経験
豊富な介護福祉士が経験
の浅い介護職員を支援
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② 社会福祉事業関係者等の研修実施状況（各専門部会等）

項目 令和４年度 令和３年度 令和２年度 令和元年度 会員数
保育部会 2回/125人 3回/181人 4回/213人 1回/76人 113施設

障害児者福祉施設連絡会 2回/26人 1回/16人 1回/9人 1回/17人 21施設

老人福祉施設連絡会 2回/67人 2回/56人 － 1回/31人 42施設

地域デイサービス部会 2回/28人 1回/26人 － 1回/19人 6施設

介護サービス事業者連絡会 39回/596人 38回/745人 5回/112人 42回/962人 762事業所

③ 福祉人材の定着支援・福祉の仕事の魅力発信

項目 令和４年度 令和３年度 令和２年度 令和元年度

ケア・メンターの派遣 － －

福祉の仕事の魅力発信 写真コンテスト イベント開催

４　社会福祉に関する活動への住民の参加のための援助

① ボランティアの状況（ボランティアセンター）

項目 令和４年度 令和３年度 令和２年度 令和元年度

登録者数

グループ数

活動に関する相談件数

活動先斡旋件数

② 松ケ枝福祉館の利用状況

項目 令和４年度 令和３年度 令和２年度 令和元年度

研修室等利用回数

利用人数

③ 福祉用具情報プラザの利用状況

項目 令和４年度 令和３年度 令和２年度 令和元年度

研修室等利用回数

来館者数

④ いきいきギャラリーの利用・売上状況

項目 令和４年度 令和３年度 令和２年度 令和元年度

売上金額（万円）

来館者数

動画作成・発信

※R2.4月～R2.9月研
修室等利用休止

※R2.4月～R2.9月研
修室等利用休止

※ケア・メンター：経験
豊富な介護福祉士が経験
の浅い介護職員を支援

項　目 金額(円) 構成比 項　目 金額(円) 構成比
受託金 助成金
補助金 配分金
配分金 人件費
会　費 事業費
負担金 互助会事業費
寄付金 事務費
貸付事業収益 租税公課
事業収益 減価償却費
受取利息配当 互助会預り金
その他 基金組み入れ

その他
合　計 合　計

収　　　入 支　　　出

金沢市社協　令和４年度　事業活動収支決算の概要

受託金
86.58%

補助金
4.40%

配分金
4.28%

会 費
0.86%

負担金
0.51%

寄付金
0.02% 貸付事業収益

0.01% 事業収益
0.34%

受取利息配当
2.46%

その他
0.54%

収 入

受託金 補助金 配分金
会 費 負担金 寄付金
貸付事業収益 事業収益 受取利息配当
その他

助成金
57.42%

配分金
0.90%

人件費
29.28%

事業費
7.36%

互助会事業費
0.06%

事務費
0.73%

租税公課
2.12%

減価償却費
0.13%

互助会預り金
1.77% 基金組み入れ

0.09%

その他
0.14%

支 出

助成金 配分金 人件費
事業費 互助会事業費 事務費
租税公課 減価償却費 互助会預り金
基金組み入れ その他
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（（４４））法法人人のの経経営営課課題題〔〔法法人人経経営営にに係係るる課課題題分分析析・・抽抽出出〕〕
法法人人のの経経営営課課題題はは、、全全国国社社会会福福祉祉協協議議会会・・地地域域福福祉祉委委員員会会企企画画小小委委員員会会がが作作成成ししたた「「市市区区町町村村社社協協経経営営指指針針にに基基づづくくチチェェッッククリリスストト」」

のの項項目目ごごととにに、、法法人人のの環環境境分分析析をを行行いい、、抽抽出出ししたたももののでですす。。

金金沢沢市市社社会会福福祉祉協協議議会会

●●社社協協がが「「目目指指すす地地域域のの姿姿」」とと社社協協のの事事業業・・活活動動のの基基本本的的なな考考ええ方方（（理理念念、、基基本本方方針針等等））

〔〔現現時時点点ででのの基基本本方方針針〕〕地地域域ににおおけけるる人人とと人人のの支支ええ合合いい体体制制のの充充実実をを基基本本にに、、住住民民ややボボラランンテティィアア等等のの積積極極的的なな参参加加・・協協力力をを得得てて、、福福祉祉団団体体

やや福福祉祉ササーービビスス事事業業者者・・専専門門機機関関・・行行政政・・福福祉祉以以外外のの多多様様なな主主体体とともも連連携携・・協協働働をを図図りりななががらら、、社社協協のの有有すするる専専門門的的機機能能やや公公共共性性のの高高いい非非営営

利利のの民民間間組組織織ととししててのの特特性性ををいいかかししつつつつ地地域域福福祉祉のの推推進進にに取取組組みみ、、市市民民がが安安心心ししてて、、いいききいいききとと暮暮ららせせるる地地域域共共生生社社会会のの実実現現をを目目指指すす。。

●●法法人人のの経経営営課課題題

項項目目
現現状状のの姿姿

現現状状のの課課題題
強強みみ（（ででききてていいるる）） 弱弱みみ（（ででききてていいなないい））

Ⅰ
法
人
経
営
部
門

（ ）理念に基づく計画的

な経営

自社協の基本方針や重点目標を

明文化し、役職員や行政、地域の

関係者に周知している。

役員・評議員を幅広い関係者で構

成している。

事務局長 プロパー 経験者を常

務理事 業務執行理事 に選任し、

会長とともに経営上必要な判断

を行っている。

経理規程、金銭取扱要領に基づく

経理処理を行っている。

会長・常務理事・事務局長・各部

門の管理職による会議を定例的

に開催し、事業の進捗状況や課題

の共有を行っている。

基本方針や重点目標を明文化し、周

知しているが、市社協を構成する会

員、構成員、住民まで伝わっている

とは言い難い。また、職員にも十分

伝わっているとは言い難い。

中・長期の経営方針が明確になって

いない。 令和５年度から中期経営

計画の策定着手

事務局長は、現時点では理事になっ

ていない。 まで就任

理事・評議員への社協事業・課題等

に関するわかりやすい情報提供が

されていない。

コンプライアンスに関する管理体

制が不十分である。規程・マニュア

ル等未整備

職員全体が自社協の経営状況を把

握できていない。

外部監査を行っていない。

事業務の効率化・ＩＣＴ化が進んで

いない。

事業の評価及び見直しの取組が十

分にできていない。

事業継続計画を策定していない。

⓵使命、経営理念、基本方針の明確化、可視化及び役職員

への浸透

⓶使命、経営理念、基本方針等の住民、行政、構成団体、

関係団体への責任ある説明

⓷中長期経営計画の策定

⓸役員・評議員の選任及び構成の妥当性の検証

⓹役員・評議員へのわかりやすい情報提供を通した議論の

活性化

⓺業務執行理事の業務・責任の明確化

⓻法令遵守・財務管理に関する体制の確立

⓼業務改善（事業評価、業務の電子化・効率化）に関する

体制の確立

⓽災害時への対応の具体化…事業継続計画の策定、災害時

にける市社協の役割の明確化

⓾社協事務局内の事業推進体制の整備…経営会議、相談支

援部門・地域福祉推進部門連絡会議、課題対応プロジェク

トチーム等の仕組みの整備

⑪理念に基づく計画的な法人経営を行うための、「総務・人

事・経営部門」の体制強化及びマネジメント業務を担える

職員の育成

（ ）人材確保・育成・定

着支援

自社協の基本方針の実現に向け

た事務局体制の整備に関する基

本的考え方を明文化し、職員に周

知している。

質の高いサービス等を実現する

ため、社会福祉士等の資格取得促

進や必要なスキルを身に着ける

ための研修機会の確保の取り組

みを積極的に行っている。

社会福祉士等の援助技術実習を

積極的に受け入れしている。

育児・介護休業等やハラスメント

防止対策に関する規程や定年延

長制度等の規程の整備、退職共済

制度・福利厚生制度等への加入に

より、働きやすい環境の整備に努

めている。

基本方針の実現に向けての、求めて

いる人材像や人材確保・育成・定着

に関する方針を明確にしていない。

事業推進に必要とされる研修計画

はあるが、職階性・職務経験・ＯＪ

Ｔ、ＯＦＦ ＪＴ等の視点に基づく

研修計画がない。

職員の管理・教育等のためのスーパ

ービジョンやコンサルテーション

の体制を構築していない。

マネジメントを担える職員を計画

的に育成する体制ができていない。

職場のメンタルヘルスに関する対

策が十分ではない。

労務管理体制が十分ではない。

社協組織に対応した人事考課制度

や目標管理制度となっていない。

⓵求めている人材像や人材確保・育成・定着に関する方針

の明確化

⓶職階性・職務経験・ＯＪＴ、ＯＦＦ ＪＴ等の視点に基づ

く研修計画の策定

⓷人事・労務管理制度の整備…働きやすい職場環境の整

備、よりわかりやすい就業規則や給与規程等の整備、人事

に関わる方針の明確化、社協組織にふさわしい人事考課制

度・目標管理制度の導入

⓸中長期的な職員採用計画の策定

（ ）財源確保 法人運営費において公的財源を

確保している。 市交付金

地域福祉の推進・包括的支援体制

の構築に資する事業を、社協が取

組むべき意義を踏まえて、積極的

に受託している。 重層、生活支

援体制整備、生活困窮者自立支

援、成年後見制度利用促進の中核

機関、ボラセン、障害者就業・職

場定着支援等

独自の民間社会福祉従事者退職

共済制度を実施している。

会費、寄付金、共同募金配分金、基

金等の民間財源の確保・活用ができ

ていない。

テーマ型募金や社会課題解決を目

的とした寄付の募集等、自主財源の

確保に向けた取組が十分にできて

いない。

自治体からの受託事業について、一

部、業務内容に応じた一般管理経費

が算定されていない・社協が受託す

る意義が不明瞭であるなどの実情

がある。

⓵将来に向けた拠点のあり方の検討…将来を見据えた市

社協拠点の機能・役割のあり方及び拠点整備のための財源

確保の検討

⓶自主財源の必要性についての共通認識や確保方策の検

討…会費・寄付金・共同募金の使途内容の明確化、基金の

活用方法の見直し、住民や会員・構成団体への丁寧な情報

提供

⓷委託事業の適正化に向けた検討…社協が取り組む意義

や業務内容に応じた委託費積算方法であるかの確認…行

政や石川県社協との協議

⓸定款に基づき設置した部会予算の法人予算への計上

⓹独自で実施する退職共済制度の将来的なあり方の検討

（ ）構成員・会員 地域の幅広い関係団体 福祉、保

健、医療、司法、教育等 が社協

の取組に参画している。

住民、福祉施設、民生委員児童委

員、地区社協が会員として加入し

ている。

社協の役割や住民会員制度の意義

についての丁寧な説明を行ってい

ない。また、会費の使途を十分に周

知していない。

地域の幅広い関係団体を、構成組織

会員として会員制度に位置付けす

ることができていない。

構成員組織と社協の法人組織との

関係性について、明確にできていな

い。

特別会員制度はあるが、積極的な呼

びかけや情報提供をしていない。

⓵地域の幅広い関係者・団体等による組織のあり方の検討

⓶構成員組織と役員・評議員選出方法についての整理

⓷社協の会員・構成団体となる意義や目的、活動について

の丁寧な情報提供

⓸会員制度のあり方の検討
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項項目目
現現状状のの姿姿

現現状状のの課課題題
強強みみ（（ででききてていいるる）） 弱弱みみ（（ででききてていいなないい））

Ⅰ

法

人

経

営

部

門

（ ）行政とのパートナー

シップ

地域福祉や各福祉分野の所管課

との情報共有、事業実施に係る打

合せ、意見交換を行っている。

重層的支援体制整備や生活困窮

者自立支援等の取組の中で、福祉

以外の所管課と情報共有、意見交

換を行い連携している。

事業の実績や効果を適切に理解

されるように説明し、社協の取組

への理解を広げている。

地域福祉座談会や地区社協・民児

協等の会議、支え合い活動の事例

発表等の場に行政職員に参加し

てもらい、生活課題や活動を進め

る上での課題の共有に努めてい

る。

行政計画策定の場に、社協の立場

で委員やワーキングメンバーと

して参画し、地域の生活課題や現

場の課題を反映させている。

地域福祉計画をはじめとした行

政の福祉関係計画に、社協の役

割・取組が明記されている。

行政各課との連携や社協事業・活動

への理解促進について、一定程度は

できているが、社協の経営や組織構

成に関する状況についての理解促

進までには至っていない。

社協組織としての政策提言・要望を

行っていない。 社協を構成する組

織の意見や声を網羅しての取組が

できていない。

事務局組織の各部門で把握した、地

域福祉を推進するうえでの課題や

地域共生社会の実現にために必要

な取組について、法人組織として検

討・協議・提案・解決する仕組みが

できていない。

仕組みの例：事務局各部門での把

握→事務局全体としての共通認識

→法人組織…部会・委員会・構成組

織での検討・協議→理事会での検

討・協議→評議員会での意思決定→

法人としてのアクション→法人と

しての評価

⓵行政との定期的な会議の開催

・現状の施策・取組の方針や成果、課題について共通認

識を行う場

・将来的に必要となる施策・取組について意見交換を行

う場

・双方が、それぞれの仕組みや組織の状況について学び、

理解する場

※役員、管理職、担当者のそれぞれのレベルでこれらの

場を持てないか検討

⓶社協組織ならではの政策提言機能の強化

（ ）広報、情報発信 対象に合わせて、広報誌、ホーム

ページ、ＳＮＳ、 等の媒

体を活用して広報活動を行って

いる。また、地区社協・民生委員

児童委員・地域包括支援センター

等の地域の支援者・関係機関を介

して情報を発信している。

法令に基づく情報公開を行って

いる。

現況報告書に、地域における公益

的な取組の内容を記載している。

情報公開を適切に実施するための

体制の整備ができていない。

⓵広報及び情報管理機能の強化…部所横断的な広報担当

者の配置に向けた検討、情報管理に関する規程の見直し

Ⅱ
地
域
福
祉
活
動
推
進
部
門

（ ）住民主体の福祉活動

を推進する組織づくり

全地区に地区社協設置。 おおむ

ね小学校区、５４地区

市社協に地域担当職員を配置し、

地区社協や民児協、支え合い活動

に取り組む住民グループ等の運

営を支援している。また、

組織同士の活動の活性化や課題

への対応等を協議する場を設け

ている。

それぞれの地区の活動拠点 公民

館、善隣館、集会所など におい

てふれあいサロンや子育てサロ

ン、コミュニティカフェ、ボラン

ティア研修など、交流を生み出す

活動が行われている。また、全地

区それぞれの拠点に地域の身近

な福祉相談窓口を設け 地域の方

が相談員となり 、ニーズ把握・

市社協や地域包括等への相談の

つなぎを行っている。

地域住民による支え合い活動を

進めるにあたって、小学校区の圏

域ごとの生活に関するデータや

社会資源等の情報の共有、生活課

題や住民意識等に関する調査 ア

ンケート等 を通じて、地域の実

情に合った活動につなげている。

事務局組織で把握した、住民主体の

福祉活動推進組織の運営や活動を

推進するうえでの課題について、社

協法人組織として検討・協議・提案・

解決する仕組みができていない。

課題の例：法人格のない地区社協

が児童クラブを経営するうえでの

課題やその運営費が市社協を通し

て助成されている仕組みに係る課

題、地域での福祉活動に携わる人材

の確保・養成に係る課題など

⓵社協事務局内の事業推進体制の整備…経営会議、相談支

援部門・地域福祉推進部門連絡会議、課題対応プロジェク

トチーム等の仕組みの整備（再掲）

⓶住民主体の福祉活動推進組織の運営や活動を支援する

職員の育成

⓷住民主体の福祉活動推進組織のデータベース化、他機関

との共有方法の検討

⓸地区社協以外の住民主体の福祉活動推進組織や企業・労

働組合等の社会貢献活動推進団体、当事者組織との協働体

制の構築、把握、データベース化

（ ）住民主体による福祉

活動の推進

住民主体によるふれあいサロン

や子育てサロン、コミュニティカ

フェの立ち上げや活動の支援を

行っている。

身近な地域において、日頃の見守

り・声かけ活動を行う推進員を委

嘱し、地区社協・民生委員児童委

員・地域包括等の地域の関係者と

連携した小地域ネットワーク活

動に取り組んでいる。

平時の見守り活動を、災害時避難

行動要支援者支援の取組と連動

するようモデル地区において取

組を進めている。

市社協に地域担当職員を配置し

生活支援コーディネーター５

人、支え合いソーシャルワーカー

８人 、地域福祉座談会や生活支

援体制整備事業による協議の場

事務局組織で把握した、住民主体の

福祉活動推進組織の運営や活動を

推進するうえでの課題について、社

協法人組織として検討・協議・提案・

解決する仕組みができていない。

平時の見守り活動、災害時避難行動

要支援者支援の取組と連動する取

組について、全地区に広げることが

できていない。

Ⅱ－ と同じ

⓵行政との、災害ボランティアセンターの設置・運営に係

る協定締結の必要性についての検討
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項項目目
現現状状のの姿姿

現現状状のの課課題題
強強みみ（（ででききてていいるる）） 弱弱みみ（（ででききてていいなないい））

を開催している。

地区社協の「地区別地域福祉活動

計画」策定を支援している。

認知症の人と家族の会や手をつ

なぐ親の会、身体障害者団体連合

会、精神障害者家族会等のセルフ

ヘルプ活動の支援を行っている。

また、認知症や障害のある人の施

策検討を行う場で意見交換や協

議を行っている。

ボランティアセンターを設置し、

グループの活動支援等を行って

いる。

行政と連携し災害ボランティア

ネットワーク会議を設置してい

る。町会連合会や女性会、地区社

協、民児協、災害支援活動を行う

ＮＰＯ団体、日赤、ライオンズク

ラブ、青年会議所等が参画し、災

害ボランティアセンター設置・運

営マニュアルの作成、設置・運営

訓練の実施、情報交換などによ

り、連携を強化している。

全ての当事者の組織化、活動支援は

行っていない。 一部に限られてい

る。当事者組織の支援団体との連携

を行っている。

市民活動や企業・労働組合等の社会

貢献活動推進団体との連携・協働が

十分にできていない。

小中学校等における福祉教育プロ

グラムづくりや、地域の組織・関係

者を巻き込んだ取組が十分にでき

ていない。

多様な人材が参画する共同募金委

員会組織にはなっていない。また、

助成先の公募や特定の地域生活課

題を取り上げるテーマ型募金の取

組を行っていない。

行政との、災害ボランティアセンタ

ーの設置・運営に係る協定は締結し

ていない。 行政の地域防災計画に

明記、行政とともに策定したセンタ

ー設置・運営マニュアルに役割明

記

（ ）個別支援と地域づく

りの一体的な展開

市社協に地域担当職員 生活支援

コーディネーター５人、支え合い

ソーシャルワーカー８人 を配置

し、社協内の他部門 生活困窮者

自立支援、権利擁護、障害のある

人の就業・生活支援、福祉用具・

住宅改修等専門相談、ボランティ

アセンター と連携のうえ、個別

支援と地域づくりの一体的な取

り組みを推進する必要性を全体

で認識している。

住民主体によるふれあいサロン

や子育てサロン、コミュニティカ

フェ等の場や地域の身近な福祉

相談窓口、推進員や民生委員によ

る見守り活動、地域包括支援セン

ターや相談支援事業所、児童相談

書、医療機関等の多様な機関との

連携により、地域生活課題の把握

及び個別支援と地域づくりの一

体的な展開に努めている。

市社協が、社会福祉法人・福祉施

設、地区社協等の住民主体の組織

が連携し地域生活課題を解決す

る活動につなげる取組を進めて

いる。 買い物・移動支援、居場

所づくり、こども宅食による子育

て支援等

市社協定款に基づく部会組織と

して、各種福祉施設の部会を設置

し、研究協議・研修・広報活動等

を行っている。

学校や商店、企業等、福祉以外の関

係者とのネットワークが十分にで

きていない。

福祉以外の分野も含めた多様な主

体との連携・協働による社会資源の

開発が十分にできていない。

⓵個別支援・地域づくりに取組む意義や目指すかたちにつ

いての事務局内、法人組織内及び行政や関係団体間での共

通認識

⓶個別支援・地域づくりに携わる職員の確保、育成、スキ

ルアップ

Ⅱ
地
域
福
祉
活
動
推
進
部
門

（ ）地域福祉計画・地域

福祉活動計画

行政と協働して地域福祉計画と

地域福祉活動計画を一体的に策

定している。計画には、基本目標、

施策の方向性、市社協の役割、取

組内容、成果指標を位置付けてあ

る。計画策定には、地区社協をは

じめ地域福祉活動関係者、自治会

関係者、学識経験者、公募委員等

が参画している。

地区社協が「地区別地域福祉活動

計画」を策定・見直しをしている。

策定にあたっては市地域福祉計

画との連携を図っている。

地域福祉活動計画の位置づけが明

瞭ではない。 地域福祉計画と地域

福祉活動計画を一体的に策定して

いること、市社協が地域福祉活動計

画を策定していることを明文化し

ていない、また、周知していないこ

と等が要因と考えられる。

⓵地域福祉活動計画の位置づけの明確化

⓶地域福祉計画策定過程において、社協がより深く関わ

り、意見を計画に反映するための方策の検討

Ⅲ
相
談
支
援
・
権
利
擁
護
部
門

（ ）包括的な相談と支援 自立相談支援機関、成年後見等に

関する相談機関、障害のある人の

就業・生活支援機関、福祉用具・

住宅改修等に関する相談支援機

関を設置している。また、福祉総

合相談窓口を開設している。

相談窓口は、インターネット等多

様な方法で広く住民に知らせて

いる。

伴走支援を基本として、ケースに

応じて同行支援や専門機関との

支援ニーズの増加や面談が困難な

状況となったこと等により、きめ細

やかな相談対応・アウトリーチ・同

行支援等が困難になった時期があ

った。 特に特例貸付対応時期

また、一部の相談支援部門において

は、支援を必要とするケースの増加

により、現在も同様の状態が続いて

いる。 特に権利擁護関係／複合的

生活課題、生活困窮、障害のある人

の就業・定着に関わるニーズも増加

⓵包括的な相談と支援を適切に行うことができる人員の

配置と携わる職員の確保、育成、スキルアップ
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項項目目
現現状状のの姿姿

現現状状のの課課題題
強強みみ（（ででききてていいるる）） 弱弱みみ（（ででききてていいなないい））

連携、インフォーマルな社会資源

との連携を行っている。

訪問やＬＩＮＥ、メール等様々な

取り組みを通じて、支援を必要と

する人とつながる取組を行って

いる。

傾向あり

（ ）相談支援業務のマネ

ジメント

チームによる支援体制を整備し

ている。また、弁護士会、司法書

士会、医師会、社会福祉士会等を

通して、専門職から助言を受けら

れる体制を整備している。

社協内の相談支援部門と地域福

祉活動推進部門間での事例検討

等を通して連携を図っている。

スーパービジョンの機会が少ない。

職員間での、相談支援業務を行うう

えでの理念や基本的な考え方・方法

等についての共通理解・認識が十分

ではない。

社協内の相談支援部門と地域福祉

活動推進部門間での事例検討の場

は設けているが、部門間連携に関す

る具体的な仕組みが整っていない。

相談記録を適切に共有する仕組み

が整っていない。

⓵相談支援業務を行ううえでの理念や基本的な考え方・方

法についての職員間での共通理解・認識

⓶社協事務局内の相談支援部門と地域福祉活動推進部門

間での連携方法に関する具体的な仕組みの検討

⓷必要に応じて、外部の専門家も含めた支援チームを構成

できる体制の整備

（ ）地域における多機関

協働の推進

地域の相談支援機関やサービス

事業所、社会福祉法人・福祉施設

等をリスト化し、福祉関係者で共

有している。

地域の相談支援機関やサービス

事業所、社会福祉法人・福祉施設

等を対象とした研修や事例検討

会等を開催している。また、他の

期間図実施する研修や事例検討

の場に参加している。

重層的支援体制整備事業による

支援会議や中核機関・日常生活自

立支援事業としての支援会議等

により、他機関との連携・協働に

よる複合的な課題への対応の仕

組みを整備している。

重層的支援体制整備事業における

他機関協働の取組が、まだ浸透して

いない。 開始して間もない

⓵重層的支援体制整備事業の取組のさらなる周知

（ ）権利擁護支援の体制

整備

専門職や当事者団体、家庭裁判

所、行政、市社協による成年後見

制度利用促進協議会を設置し、地

域連携ネットワークを構築して

いる。中核機関を設置している

広報・相談支援機能を有し、適切

な後見人等の選任に向けた受任

者調整会議の開催や権利擁護支

援チーム体制の形成支援、専門的

なアドバイザーの派遣を行って

いる。

日常生活自立支援事業に取組む

とともに、成年後見制度との連

携・切れ目のない支援、法人後見

の試行実施、セミナー等による権

利擁護に関わる人材育成に取り

組んでいる。

市民後見人の育成には取組んでい

ない。

法人後見は試行的な取組にとどめ

ている。

入院・入所、賃貸住宅の入居の際の

支援、死後事務の課題解決の仕組み

づくりの検討には至っていない。

⓵権利擁護支援の体制整備に必要な人員の配置と携わる

職員の確保、育成、スキルアップ

⓶金沢市社協が、市民後見人の育成や法人後見の受任、入

院・入所、賃貸住宅の入居の際の支援、死後事務の課題解

決に取組む意義・必要性・妥当性についての検討

Ⅳ
介
護
・
生
活
支
援
サ
ー
ビ
ス
部
門

（ ）地域のニーズに応じ

た介護・生活支援サービス

の実施

該当なし

⓵金沢市社協が、地域のニーズに応じた介護・生活支援サ

ービスを直接実施する意義・必要性・妥当性についての検

討

（ ）サービスの質の向上、

経営基盤強化 該当なし
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令和６年３月現在
金沢市社協 全国・石川県

大正

6年 岡山県済世顧問設置規程公布
7年 大阪府方面委員規程公布
11年 石川県社会改良委員規程公布
昭和

3年 社会改良委員から方面委員へ
4年 金沢市方面委員事業助成会設立 世界大恐慌、救護法公布
6年 金沢市方面委員事業助成会が鈴見保護所設立（収容保護施設）

森山方面委員部が東山寮設立（宿泊提供施設）
7年 金沢市方面委員連盟設立 救護法実施、全日本方面委員連盟設立
8年 金沢市内方面委員が同情週間実施 石川県方面委員連合会設立
9年 野町方面委員部が第一善隣館設立

（昭和３５年までに１９か所の善隣館が設立される。現在１１館）
20年 第二次世界大戦終結
26年 市社協設立（未法人） 社会福祉事業法公布

（都道府県社協・共同募金会等）
中央社会福祉協議会設立
石川県社会福祉協議会設立

29年 市社協法人設立認可

12月　初代会長　荒崎良道（～昭和51年4月）
拠点　石川県社会事業会館

30年 拠点　金沢市福祉会館

部会規程制定（民生児童委員、保育、研究調査、更生保護、母子の各部会）
金沢市社会福祉事業従事者互助会制度創設（民間社会福祉事業従事者の退職共済制度）
世帯更生資金貸付相談開始 世帯更生資金貸付制度開始

40年 拠点　第三善隣館

41年 拠点　石川県社会福祉会館 市町村社協に福祉活動専門員配置
（国庫補助事業）

43年 しらゆり保育園開設（平成22年度まで）
48年 ことぶき奉仕団事業開始（平成20年度まで）
49年 家庭奉仕員派遣事業開始（平成2年度まで）
51年 4月　二代会長　長谷俊二（～昭和57年3月）
52年 旭町保育園開設（平成22年度まで）
56年 金沢市児童館運営事業受託（平成20年度まで）
57年 4月　三代会長　北元喜雄（～平成3年1月）
58年 市町村社協法制化
60年 ボラントピア事業実施（国庫補助、２年間）
62年 金沢ボランティアセンター開設 社会福祉士及び介護福祉士法施行
63年 金沢市児童クラブ運営事業受託

年

（１）社会福祉法人金沢市社会福祉協議会　法人設立後７０年の歩み（関連年表…主な事項を抜粋） 金沢市社協 全国・石川県
平成

元年 金沢市民生委員児童委員設立（市社協民生児童委員 社会福祉関係八法改正
部会を発展させて設立、事務局:市社協） （在宅福祉サービスの推進、福祉

サービスの権限を市町村へ　等）
金沢市福祉ボランティア連絡協議会設立（事務局:市社協）

2年 金沢市福祉サービス公社設立（在宅福祉サービス実施、 世帯更生資金貸付制度から生活福祉
現　金沢健康福祉財団） 資金貸付制度に変更

3年 1月　四代会長　清水準一（～平成7年10月）
まちぐるみ福祉活動推進事業受託

4年 ふれあいのまちづくり推進事業実施（国庫補助、５年間）
7年 10月　会長職務代理者　加納実（～平成8年3月）

災害支援　西宮市へ職員派遣 阪神・淡路大震災
8年 3月　五代会長　奥清（～平成20年12月）

4月　金沢市が中核市となる
拠点　金沢市松ヶ枝福祉館（運営管理受託、平成17年から金沢市指定管理事業）
定款に基づく部会として地区社協会長部会、老人福祉施設連絡会設置

9年 福祉人材養成事業受託（ヘルパー・介護福祉士養成、現　介護職員人材定着促進事業）
車いす利用者の移送サービス運営事業受託
定款に基づく部会として地域デイサービス部会設置

10年 いきいきギャラリー開設（金沢市受託事業、安江町）
定款に基づく部会として障害児・者福祉施設連絡会設置

11年 障害者雇用定着促進事業受託 民法改正（成年後見制度等）
地域福祉権利擁護事業（日常生活自立支援事業）受託
居宅介護支援事業開始（平成19年まで）

12年 地域サロン事業受託（平成20年までに全地区で実施） 介護保険法施行
介護サービス事業者連絡会設立（事務局:市社協） 社会福祉基礎構造改革関連法公布
介護相談員派遣事業受託 （措置から契約へ）

社会福祉法成立、民生委員法改正
13年 子育てサロン事業受託（現在32地区で実施）
14年 金沢福祉用具情報プラザ開設（金沢市指定管理事業）
15年 金沢障害者就業・生活支援センター開設

金沢市地域福祉計画2003策定
17年 障害者自立支援法公布
19年 災害支援　輪島市・穴水町へ職員派遣 能登半島地震

金沢権利擁護センター開設
20年 金沢市地域福祉計画2008策定 リーマンショックによる世界同時不況

7月　金沢災害ボランティアセンター開設（浅野川水害）
21年 1月　六代会長　佐藤伸也（～平成23年3月）

金沢災害ボランティアセンター設置・運営マニュアル 生活福祉資金貸付制度改正
（水害編）作成、平成22年　震災編作成

23年 災害支援　陸前高田市へ職員派遣 東日本大震災
4月　七代会長　武村昇治（～平成26年3月）　

年
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令和６年３月現在
金沢市社協 全国・石川県

大正

6年 岡山県済世顧問設置規程公布
7年 大阪府方面委員規程公布
11年 石川県社会改良委員規程公布
昭和

3年 社会改良委員から方面委員へ
4年 金沢市方面委員事業助成会設立 世界大恐慌、救護法公布
6年 金沢市方面委員事業助成会が鈴見保護所設立（収容保護施設）

森山方面委員部が東山寮設立（宿泊提供施設）
7年 金沢市方面委員連盟設立 救護法実施、全日本方面委員連盟設立
8年 金沢市内方面委員が同情週間実施 石川県方面委員連合会設立
9年 野町方面委員部が第一善隣館設立

（昭和３５年までに１９か所の善隣館が設立される。現在１１館）
20年 第二次世界大戦終結
26年 市社協設立（未法人） 社会福祉事業法公布

（都道府県社協・共同募金会等）
中央社会福祉協議会設立
石川県社会福祉協議会設立

29年 市社協法人設立認可

12月　初代会長　荒崎良道（～昭和51年4月）
拠点　石川県社会事業会館

30年 拠点　金沢市福祉会館

部会規程制定（民生児童委員、保育、研究調査、更生保護、母子の各部会）
金沢市社会福祉事業従事者互助会制度創設（民間社会福祉事業従事者の退職共済制度）
世帯更生資金貸付相談開始 世帯更生資金貸付制度開始

40年 拠点　第三善隣館

41年 拠点　石川県社会福祉会館 市町村社協に福祉活動専門員配置
（国庫補助事業）

43年 しらゆり保育園開設（平成22年度まで）
48年 ことぶき奉仕団事業開始（平成20年度まで）
49年 家庭奉仕員派遣事業開始（平成2年度まで）
51年 4月　二代会長　長谷俊二（～昭和57年3月）
52年 旭町保育園開設（平成22年度まで）
56年 金沢市児童館運営事業受託（平成20年度まで）
57年 4月　三代会長　北元喜雄（～平成3年1月）
58年 市町村社協法制化
60年 ボラントピア事業実施（国庫補助、２年間）
62年 金沢ボランティアセンター開設 社会福祉士及び介護福祉士法施行
63年 金沢市児童クラブ運営事業受託

年

（１）社会福祉法人金沢市社会福祉協議会　法人設立後７０年の歩み（関連年表…主な事項を抜粋） 金沢市社協 全国・石川県
平成

元年 金沢市民生委員児童委員設立（市社協民生児童委員 社会福祉関係八法改正
部会を発展させて設立、事務局:市社協） （在宅福祉サービスの推進、福祉

サービスの権限を市町村へ　等）
金沢市福祉ボランティア連絡協議会設立（事務局:市社協）

2年 金沢市福祉サービス公社設立（在宅福祉サービス実施、 世帯更生資金貸付制度から生活福祉
現　金沢健康福祉財団） 資金貸付制度に変更

3年 1月　四代会長　清水準一（～平成7年10月）
まちぐるみ福祉活動推進事業受託

4年 ふれあいのまちづくり推進事業実施（国庫補助、５年間）
7年 10月　会長職務代理者　加納実（～平成8年3月）

災害支援　西宮市へ職員派遣 阪神・淡路大震災
8年 3月　五代会長　奥清（～平成20年12月）

4月　金沢市が中核市となる
拠点　金沢市松ヶ枝福祉館（運営管理受託、平成17年から金沢市指定管理事業）
定款に基づく部会として地区社協会長部会、老人福祉施設連絡会設置

9年 福祉人材養成事業受託（ヘルパー・介護福祉士養成、現　介護職員人材定着促進事業）
車いす利用者の移送サービス運営事業受託
定款に基づく部会として地域デイサービス部会設置

10年 いきいきギャラリー開設（金沢市受託事業、安江町）
定款に基づく部会として障害児・者福祉施設連絡会設置

11年 障害者雇用定着促進事業受託 民法改正（成年後見制度等）
地域福祉権利擁護事業（日常生活自立支援事業）受託
居宅介護支援事業開始（平成19年まで）

12年 地域サロン事業受託（平成20年までに全地区で実施） 介護保険法施行
介護サービス事業者連絡会設立（事務局:市社協） 社会福祉基礎構造改革関連法公布
介護相談員派遣事業受託 （措置から契約へ）

社会福祉法成立、民生委員法改正
13年 子育てサロン事業受託（現在32地区で実施）
14年 金沢福祉用具情報プラザ開設（金沢市指定管理事業）
15年 金沢障害者就業・生活支援センター開設

金沢市地域福祉計画2003策定
17年 障害者自立支援法公布
19年 災害支援　輪島市・穴水町へ職員派遣 能登半島地震

金沢権利擁護センター開設
20年 金沢市地域福祉計画2008策定 リーマンショックによる世界同時不況

7月　金沢災害ボランティアセンター開設（浅野川水害）
21年 1月　六代会長　佐藤伸也（～平成23年3月）

金沢災害ボランティアセンター設置・運営マニュアル 生活福祉資金貸付制度改正
（水害編）作成、平成22年　震災編作成

23年 災害支援　陸前高田市へ職員派遣 東日本大震災
4月　七代会長　武村昇治（～平成26年3月）　

年
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金沢市社協 全国・石川県
24年 子どもの学業支援事業受託（平成30年から「子どもの学習総合支援事業」）　
25年 法人後見の試行的受任 子どもの貧困対策推進法成立

金沢市地域福祉計画2013策定
地域安心生活支え合い事業受託（モデル地区：新竪、米丸　令和3年までに全地区で実施）　

26年 4月　八代会長　米林憲英（～平成28年3月）
金沢自立生活サポートセンター開設
（平成27年から生活困窮者自立支援法により事業実施）

27年 金沢市災害ボランティアネットワーク会議立ち上げ 生活困窮者自立支援法施行
住居喪失者等支援活動（食糧支援等）開始（専門職団体等と連携し実施）

28年 4月　九代会長　浦上光太郎（～平成30年3月）
災害支援　熊本市へ職員派遣 熊本地震

29年 社会福祉法改正（社会福祉法人)
30年 金沢市地域福祉計画2018策定 社会福祉法改正（地域包括ケア)

4月　十代会長　平嶋正実（～平成31年3月）
災害支援　江田島市・呉市へ職員派遣 西日本豪雨災害
生活支援体制整備事業受託（生活支援コーデティネーター5名配置）
地域の身近な福祉相談窓口設置事業受託（令和3年までに全地区に設置）　
社会福祉法人の地域貢献活動事例集発行

31年 4月　十一代会長　丸口邦雄（～令和3年3月）
令和

元年 地域福祉支援コーディネーター配置事業受託（令和5年までに全地区に設置）　
災害支援　長野市へ職員派遣 台風15号・19号による災害

2年 生活福祉資金特例貸付相談室開設（令和4年まで） 新型コロナウイルス感染症の流行
（新型コロナウイルス感染症により収入が減少した世帯 生活福祉資金特例貸付実施
対象） （令和2年3月～令和4年9月)
相談支援包括化推進事業受託（令和５年までに支え合い 社会福祉法改正（地域共生社会の
ソーシャルワーカー8名配置） 実現）
アクティブシニア実践事例集作成

3年 4月　十二代会長　桶川秀志（～令和5年6月）
成年後見制度利用促進事業受託（令和５年から中核機関本格稼働）
「住民同士の支え合い活動事例集」作成

4年 重層的支援体制整備事業本格実施
子ども宅食モデル事業受託
アクティブシニア応援事業受託
災害支援　小松市へ職員派遣 8月大雨災害

5年 金沢市地域福祉計画2023策定
6月　十三代会長　高柳晃一（現在）
災害支援　珠洲市へ職員派遣 能登地方を震源とする地震
災害支援　津幡町へ職員派遣 6月29日からの大雨による災害
市社協中期経営計画策定着手

年 金沢市社協 全国・石川県
6年 災害支援　 令和６年能登半島地震(１月１日)

　・輪島市、羽咋市、穴水町へ職員派遣

市社協中期経営計画策定(令和6年3月)

市社協法人設立７０周年(令和6年12月)

　・被災者見守り・相談支援等事業実施（みなし仮設住宅等入居世帯対象…石川県委託）
　・生活福祉資金特例貸付相談室開設（被災された世帯対象…石川県社協委託）

　・金沢市へ避難している方のニーズに応じたボランティア活動のコーディネート

年

　・金沢市避難所等でのボランティアコーディネート・炊き出し支援

　　　カフェ「あつまらんけ～のと」実施、生活用品等の無料提供、支援情報の提供
　　　買物支援「のらんけ～のと」運行　など
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2

2　計画の位置づけ2　計画の位置づけ

　本計画は、社会福祉法第 107 条に規定されている市町村地域福祉計画として策定したものです。

　本計画は地域という視点から、他の福祉分野別計画を横断した共通基盤として策定するもので、全

ての人の地域生活を支えることを目指すものです。地区社会福祉協議会を中心に策定する「地域福祉

活動計画（地区別計画）」を推進・補完する計画の意味も併せ持っています。

　また、社会福祉法第 106 条の４第２項に規定されている重層的支援体制の整備について、社会との

つながり作りのための参加支援や、多機関協働の包括的な相談支援などへの対応についても盛り込ん

でいるほか、成年後見制度の利用の促進に関する法律第 14 条第１項に規定されている「成年後見制

度の利用の促進に関する施策についての基本的な計画」及び再犯の防止等の推進に関する法律第８条

第１項に規定されている「市町村における再犯の防止等に関する施策の推進に関する計画」としても

位置づけています。

※根拠　社会福祉法
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3

第１章　地域福祉計画の策定にあたって

3　計画期間3　計画期間

　本計画の計画期間は、2023 年度から 2027 年度までの５年間とします。

　また、国の動向、社会経済情勢などの状況の変化に対しては、必要に応じて計画期間の見直しを行

います。

4　策定方法4　策定方法

⑴　金沢市社会福祉審議会　地域福祉専門分科会
　金沢市社会福祉審議会は、社会福祉法の規定に基づき社会福祉に関する事項を調査審議し、市長の

諮問に答え、関係行政庁に意見を具申するために中核市に設置されている附属機関です。本計画の策

定に関して、当審議会に設置されている地域福祉専門分科会において、計画の方向性について各委員

から意見をいただきました。

⑵　金沢市地域福祉計画見直し庁内ワーキンググループ
　実質的に資料を収集し、原案を策定するために、庁内の部局横断的な職員によるワーキンググルー

プを組織しました。

⑶　計画策定過程における市民の意見の反映
地域福祉活動に関するアンケート
　各地区の地域福祉活動の現状と課題を把握するために、地区社会福祉協議会（54 地区）にアンケー

ト調査を実施しました。

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

第４章　計画の目標と施策の展開

25

第４章第４章　　計画の目標と施策の展開計画の目標と施策の展開

1　計画が目指す地域福祉の姿1　計画が目指す地域福祉の姿

金沢の豊かな福祉コミュニティ土壌を基盤に、
	 	 	 	 	 	 多様な支え合い体制を構築する

　地域とは、高齢者、障害のある人、子どもなど立場や環境が異なるあらゆる人々が暮らす本拠であり、

その地域において、市民一人ひとりが居場所や役割を持ち、かけがえのない人間として尊重された日

常生活を送ることは、希望や喜びを感じて心豊かに生きるための大切な要素です。

　金沢市は、歴史的な背景から、地域における豊かなコミュニティ土壌が古くから培われてきました。

この先人によって育まれた連帯の精神は、現在、善隣館、町会、地区公民館などの金沢独自の活動に

受け継がれており、地域の支え合いにおいて重要な役割を担っています。

　その一方で、ライフサイクルの変化などにより、住民の地域への帰属意識の低下が進んでおり、地

域コミュニティが弱体化している側面も見られます。

　また、地域における課題においても、近年では、一つの世帯において相互に関連し合った複数の課

題が存在するなど、ケースの複雑化・多様化が見られ、特定の分野からの支援だけでは対応できない

場合も増えています。

　このような多様化する新たなケースにも対応するためには、古くから培われてきた福祉コミュニ

ティの強みを再認識し、これを基盤として、多様な団体が連携し、分野を問わずに支え合える体制を

整備することが必要です。

　本計画では、地域と行政が協働して地域全体で支え合う体制を推進することで、孤立や社会的排除

のない、誰もが安心で暮らしやすい地域共生社会の実現を目指します。
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①−ウ　地域福祉活動の担い手の育成と環境の整備

基本目標 基本的方向

②−イ　早期発見に向けた見守り体制の強化

①−ア　地域福祉に関する学びの機会の充実

③−イ　社会的・経済的自立への支援
福祉サービスの
充実したまちを
つくる

①−イ　持続可能な地域福祉活動の推進

①−エ　地域住民の交流促進

豊かな福祉意識を
育む地域をつくる

③−ウ　人権尊重と権利擁護の取組への支援

③−ア　幅広い福祉サービスの提供

地域で支え合う
多様な仕組みを
つくる

1

2

3
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沢
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ニ
テ
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②−エ　多様な団体の連携強化

②−ウ　伴走型相談支援体制の強化

②−ア　地域主体の生活サポート体制の推進
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3　基本目標3　基本目標

　計画が目指す地域福祉の姿、「金沢の豊かな福祉コミュニティ土壌を基盤に、多様な支え合い体制

を構築する」を実現するため、以下の基本目標を設定します。

基本目標①「豊かな福祉意識を育む地域をつくる」
　地域福祉を推進するためには、市民一人ひとりが地域社会の一員としての自覚と地域活動への関

心を持ち、地域における役割を理解することが大切です。また、支える側と支えられる側は、固定

した関係ではなく、個々の状況によってその関係は変化するものであるため、思いやりの心を育み、

人と人とのつながりを深め、「顔の見える」関係で、お互いに支え合う地域づくりを推進します。

　また、日々変化する社会情勢の中、地域福祉活動を持続させる工夫が必要です。ソーシャルメディ

アやＩＣＴを活用しながら、担い手不足やコロナ禍における課題などへの対応を図ります。

　さらに、地域福祉活動の推進にあたっては、地域団体やボランティアグループ等の地域における

社会資源の活動が不可欠であり、その中心となる地区社会福祉協議会の活動は極めて重要です。意

識啓発や参加へのきっかけづくりを行うことで、市民に地域活動への参加を促し、地域活動の活性

化を推進します。

基本目標②「地域で支え合う多様な仕組みをつくる」
　これまでの見守り活動や公的制度から外れる人が増加し、社会的孤立を防ぐ取組が急務となって

いることから、地域内の支援を必要とする人をもれなく把握し、その人のニーズに応じて適切なサー

ビスにつなぐ仕組みを構築することが必要です。

　孤立する人の社会参加への支援や、支援が届いていない人を早期に発見するためのアウトリーチ

等を通じて、継続した支援に結び付けます。

　また、地域が主体となって行う地域生活課題へのサポート体制や、住民相互の支え合い体制の構

築を進めます。

基本目標③「福祉サービスの充実したまちをつくる」
　本計画は他の福祉分野別計画の上位計画として、整合性を図り一体的に推進していくものです。

地域には支援を必要とする様々な人が暮らしており、こうした人々が安心して暮らし続けられるた

めには、住みよい環境をつくるとともに、福祉施策を充実させていくことが必要です。福祉サービ

スの量的確保のみならず、サービスの質の向上を図ります。

　また、経済的に困窮している人、社会的に孤立している人などの自立を支援する取組や、成年後

見制度の利用促進をはじめとする、判断能力が十分でない人の権利擁護の取組を推進します。
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3　基本目標3　基本目標
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いることから、地域内の支援を必要とする人をもれなく把握し、その人のニーズに応じて適切なサー

ビスにつなぐ仕組みを構築することが必要です。

　孤立する人の社会参加への支援や、支援が届いていない人を早期に発見するためのアウトリーチ

等を通じて、継続した支援に結び付けます。

　また、地域が主体となって行う地域生活課題へのサポート体制や、住民相互の支え合い体制の構

築を進めます。

基本目標③「福祉サービスの充実したまちをつくる」
　本計画は他の福祉分野別計画の上位計画として、整合性を図り一体的に推進していくものです。

地域には支援を必要とする様々な人が暮らしており、こうした人々が安心して暮らし続けられるた

めには、住みよい環境をつくるとともに、福祉施策を充実させていくことが必要です。福祉サービ

スの量的確保のみならず、サービスの質の向上を図ります。
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4　基本施策の展開4　基本施策の展開

　地域福祉を推進する実施主体を「地域」、「市社会福祉協議会」、「行政」に区分し、それぞれの取組

内容や期待される役割を示しました。

　基本目標①「豊かな福祉意識を育む地域をつくる」

（基本的方向①－ア）　地域福祉に関する学びの機会の充実
（現状）
　 地域において、日常的に様々な福祉活動が行われていますが、活動内容が市民に知られていないこ

とや、活動者の高齢化や固定化、後継者の不足などの課題が生じていることから、情報発信体制の強

化が必要です。

　 福祉活動の積極的な情報発信と、他人を思いやり、お互いを支え合おうとする、市民の地域福祉意

識の醸成を図る必要があります。

（施策の方向性）
　地域団体をはじめ、各種ボランティアの活動内容や成果、先進事例の情報収集を積極的に行い、ソー

シャルメディア等も活用しながら市民が情報を得やすい広報体制を構築し、活動情報の積極的な発信

に努めます。

　また、市民の福祉への理解と関心を高めるために、家庭・地域・学校における福祉教育の推進を図

るとともに、地域福祉活動への参加に結びつく講座を実施し、市民の積極的な参加を促します。

実施主体 取組内容・役割

地　　域

○�地域福祉・高齢者・障害のある人・社会的孤立等に関する福祉や保健への関心を高め、
一人ひとりができることから行動するように心掛けます。
○�地域行事、ボランティア団体の活動等について、幅広い世代の住民に興味を持って
もらえるよう広報誌、地域のホームページ等で紹介します。
○�「楽しい」「やりがいがある」ボランティア活動の参加を促し、身近な地域福祉に
関心を持ってもらえるきっかけをつくります。
○�地域の保育園・幼稚園や学校・児童クラブ等とタイアップした地域活動を行い、地
域の高齢者や障害のある人との交流を促進します。
○企業・学校等が行うボランティア体験に協力します。
○ボランティア講座や福祉に関する学習会を開催します。
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市社会福祉
協議会

○�市民へ地域福祉に関する情報提供を行うとともに、地域活動の先進的な取組事例を
ソーシャルメディア等で紹介し、関心を持つ人の裾野を広げていきます。
○�地区社会福祉協議会や民生委員児童委員協議会、町会連合会、公民館、女性会（婦
人会）、老人会、地域のボランティア等と連携・協力し、地域住民自身が福祉につ
いて学び合う機会を作ります。
○�小中学校を福祉協力校に指定し、地域の関係団体と協力し、児童・生徒のボランティ
ア活動体験や福祉の学習会等を通して、思いやりの心を育みます。

行　　政

○�高齢者や障害のある人等に対する福祉や保健に関する基本的理解が深まる学習・教
育機会の充実を図ります。
○ソーシャルメディア等も活用し、福祉と保健に関する様々な情報の提供を行います。
○�地域福祉等に関する研修会・座談会などを通じて、福祉について考えるきっかけや
地域福祉等の考え方を広めます。

＜基本的方向の成果指標＞
○　金沢かがやき発信講座の開催回数
○　ソーシャルメディアを使った地域福祉活動紹介等の情報発信回数
○　地域福祉意識醸成講座の開催回数

地域活動の紹介Ⅰ　　≪地域福祉座談会≫

　誰もが安心して暮らせる地域づくりを行うため、多様な主体間による地域の互助活動の調整の場として地域福
祉座談会を開催しています。
　多様な主体間でネットワークを構築し、地域の情報共有および連携・協働による地域ニーズの把握やそれに基
づいた社会資源の開発等、地域の互助活動が広がるように話し合いの場を設けています。

＜具体的な取組＞
◆主 催　　地区社会福祉協議会　及び　市社会福祉協議会

◆出席者
 ①地区社会福祉協議会関係者　　②民生委員・児童委員
 ③まちぐるみ福祉活動推進員
 ④各種団体長等（地域の実情に応じ、婦人会、育友会等）
 ⑤地域包括支援センター　　⑥市社会福祉協議会
 ⑦金沢市行政
 ⑧地域の関係者（民間企業、社会福祉法人、ボランティア団体等）

◆役 割
 ①地域の福祉（生活）課題の整理
 　・地域課題の見える化
 　・地域の互助活動でできること
 ②地域の互助活動の調整
 ③地区の情報共有

64 65



第４章　計画の目標と施策の展開

29

4　基本施策の展開4　基本施策の展開

　地域福祉を推進する実施主体を「地域」、「市社会福祉協議会」、「行政」に区分し、それぞれの取組

内容や期待される役割を示しました。

　基本目標①「豊かな福祉意識を育む地域をつくる」

（基本的方向①－ア）　地域福祉に関する学びの機会の充実
（現状）
　 地域において、日常的に様々な福祉活動が行われていますが、活動内容が市民に知られていないこ

とや、活動者の高齢化や固定化、後継者の不足などの課題が生じていることから、情報発信体制の強

化が必要です。

　 福祉活動の積極的な情報発信と、他人を思いやり、お互いを支え合おうとする、市民の地域福祉意

識の醸成を図る必要があります。

（施策の方向性）
　地域団体をはじめ、各種ボランティアの活動内容や成果、先進事例の情報収集を積極的に行い、ソー

シャルメディア等も活用しながら市民が情報を得やすい広報体制を構築し、活動情報の積極的な発信

に努めます。

　また、市民の福祉への理解と関心を高めるために、家庭・地域・学校における福祉教育の推進を図

るとともに、地域福祉活動への参加に結びつく講座を実施し、市民の積極的な参加を促します。

実施主体 取組内容・役割

地　　域

○�地域福祉・高齢者・障害のある人・社会的孤立等に関する福祉や保健への関心を高め、
一人ひとりができることから行動するように心掛けます。

○�地域行事、ボランティア団体の活動等について、幅広い世代の住民に興味を持って
もらえるよう広報誌、地域のホームページ等で紹介します。

○�「楽しい」「やりがいがある」ボランティア活動の参加を促し、身近な地域福祉に
関心を持ってもらえるきっかけをつくります。

○�地域の保育園・幼稚園や学校・児童クラブ等とタイアップした地域活動を行い、地
域の高齢者や障害のある人との交流を促進します。

○企業・学校等が行うボランティア体験に協力します。
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づいた社会資源の開発等、地域の互助活動が広がるように話し合いの場を設けています。

＜具体的な取組＞
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◆出席者
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 ③まちぐるみ福祉活動推進員
 ④各種団体長等（地域の実情に応じ、婦人会、育友会等）
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（基本的方向①－イ）　持続可能な地域福祉活動の推進
（現状）
　増加するひとり暮らし高齢者等の地域生活課題への支援活動について、地区社会福祉協議会を中心

とした取組や善隣館活動、町会活動の新たな展開が求められています。同じ地域内の様々な課題・ニー

ズに対して組織的な取組を進めるためには、組織力の強化、活性化を図るための支援、マネジメント

力の向上が必要です。

　また、感染症の拡大など、様々な理由によってこれまで通りの活動が行えなくなった際にも、地域

福祉活動を継続できるような仕組みについて考える必要があります。

（施策の方向性）
　地区社会福祉協議会や善隣館等の活動と役割の必要性について、地域住民に理解と協力を求めてい

きます。

　また、ＩＣＴ活用の推進や、市民活動サポートセンターによるコミュニティ活動の支援、地域住民

に対して地域の状況や活動等についての情報提供などを行い、状況やニーズに応じた地域福祉活動が

実践できる組織への変革を図っていきます。

　さらに、地域事情に応じた地域独自の活動が展開できるよう、地域福祉への関心の喚起を視野に入

れた寄附活動などの取組を推進します。

実施主体 取組内容・役割

地　　域

○�地区社会福祉協議会の理事会等を定期的に開催し、構成団体間の意思疎通を図りま
す。
○�地域福祉活動計画策定にあたっては、地域住民の積極的な参画に努めます。
○�地域福祉を推進するスタッフの充実を図ります。
○�地域内のネットワークづくりを進める観点から、構成団体の活性化に努めます。
○�随時、若手の事業推進リーダーを登用するなど、活力ある組織体制の構築に努めま
す。
○�地域福祉活動の財源となる共同募金の趣旨を理解し、募金活動に協力します。

市社会福祉
協議会

○�地域住民が地域活動に主体的・積極的に活動できるように地区社会福祉協議会役員
のマネジメント力を高める研修を充実します。
○�地区社会福祉協議会の活動指針や活動マニュアルを策定し、地域福祉活動計画策定
に協力します。
○�地区社会福祉協議会の事業・活動に対する支援体制を強化します。
○�地区の実情に応じて課題を分析・評価し、地域の資源の見える化を進めます。
○�各種財団等が行う助成金についての情報提供や相談支援を行います。�
○�地域福祉活動の財源となる共同募金運動への協力者の拡大に努めます。
○�赤い羽根共同募金の機能を生かした金沢市共同募金委員会の活動を支援します。

32

行　　政

○善隣思想を普及啓発し、地域コミュニティの活性化を図ります。
○ＩＣＴの活用も含めた地域福祉活動の継続を図ります。
○市民活動サポートセンターにより、コミュニティ活動を推進します。
○地域福祉への関心の喚起を視野に入れた寄附や共同募金等の取組を推進します。

＜基本的方向の成果指標＞
○　小型タグ、感知器及びスマートフォンアプリを活用した認知症高齢者
　　地域見守りネットワークのボランティア登録者数
○　市民活動サポートセンターへの相談件数
○　地区社会福祉協議会研修（ブロック別・地区別）の開催回数

（基本的方向①－ウ）　地域福祉活動の担い手の育成と環境の整備
（現状）
　地域福祉の主な担い手には、民生委員、まちぐるみ福祉活動推進員、各種ボランティア団体などが

挙げられます。担い手の高齢化、認知症などの課題や支援を必要とする人の増加などの要因により、

ニーズに対して人材が不足しています。また、複雑化して対応に苦慮する課題が増加していることか

ら、支援者が負担を感じるケースも増えています。

　このほか、民生委員の高齢化や、経験豊富な人材の減少、活動内容の周知などの課題があります。

（施策の方向性）
　全ての住民が福祉の担い手であり、同時に受け手でもあるという、「おたがいさま」の精神を実際

の地域活動に結びつけるため、ボランティア活動のきっかけづくりや、活動を促進する取組などによ

り、地域福祉の担い手を生み出します。また、地域福祉活動の継続・充実を図るため、金沢ボランティ

アセンター等による地域活動のリーダーやキーパーソンの育成、知識や経験を持ったアクティブシニ

アや学生が地域における様々な活動で活躍できるための支援を行います。このほか、支援を必要とす

る人たちを支援する側へとつなげるため、地域活動への参加を支援します。

　加えて、地域福祉推進の要でありながら、担い手不足や負担増が課題となっている民生委員につい

て、技術や経験の継承、地域住民への民生委員活動の周知など、民生委員やまちぐるみ福祉活動推進

員が活動しやすい環境づくりを強化します。
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（基本的方向①－イ）　持続可能な地域福祉活動の推進
（現状）
　増加するひとり暮らし高齢者等の地域生活課題への支援活動について、地区社会福祉協議会を中心

とした取組や善隣館活動、町会活動の新たな展開が求められています。同じ地域内の様々な課題・ニー

ズに対して組織的な取組を進めるためには、組織力の強化、活性化を図るための支援、マネジメント

力の向上が必要です。

　また、感染症の拡大など、様々な理由によってこれまで通りの活動が行えなくなった際にも、地域

福祉活動を継続できるような仕組みについて考える必要があります。

（施策の方向性）
　地区社会福祉協議会や善隣館等の活動と役割の必要性について、地域住民に理解と協力を求めてい

きます。

　また、ＩＣＴ活用の推進や、市民活動サポートセンターによるコミュニティ活動の支援、地域住民

に対して地域の状況や活動等についての情報提供などを行い、状況やニーズに応じた地域福祉活動が

実践できる組織への変革を図っていきます。

　さらに、地域事情に応じた地域独自の活動が展開できるよう、地域福祉への関心の喚起を視野に入

れた寄附活動などの取組を推進します。

実施主体 取組内容・役割

地　　域

○�地区社会福祉協議会の理事会等を定期的に開催し、構成団体間の意思疎通を図りま
す。

○�地域福祉活動計画策定にあたっては、地域住民の積極的な参画に努めます。
○�地域福祉を推進するスタッフの充実を図ります。
○�地域内のネットワークづくりを進める観点から、構成団体の活性化に努めます。
○�随時、若手の事業推進リーダーを登用するなど、活力ある組織体制の構築に努めま
す。

○�地域福祉活動の財源となる共同募金の趣旨を理解し、募金活動に協力します。

市社会福祉
協議会

○�地域住民が地域活動に主体的・積極的に活動できるように地区社会福祉協議会役員
のマネジメント力を高める研修を充実します。

○�地区社会福祉協議会の活動指針や活動マニュアルを策定し、地域福祉活動計画策定
に協力します。

○�地区社会福祉協議会の事業・活動に対する支援体制を強化します。
○�地区の実情に応じて課題を分析・評価し、地域の資源の見える化を進めます。
○�各種財団等が行う助成金についての情報提供や相談支援を行います。�
○�地域福祉活動の財源となる共同募金運動への協力者の拡大に努めます。
○�赤い羽根共同募金の機能を生かした金沢市共同募金委員会の活動を支援します。

32

行　　政

○善隣思想を普及啓発し、地域コミュニティの活性化を図ります。
○ＩＣＴの活用も含めた地域福祉活動の継続を図ります。
○市民活動サポートセンターにより、コミュニティ活動を推進します。
○地域福祉への関心の喚起を視野に入れた寄附や共同募金等の取組を推進します。

＜基本的方向の成果指標＞
○　小型タグ、感知器及びスマートフォンアプリを活用した認知症高齢者
　　地域見守りネットワークのボランティア登録者数
○　市民活動サポートセンターへの相談件数
○　地区社会福祉協議会研修（ブロック別・地区別）の開催回数

（基本的方向①－ウ）　地域福祉活動の担い手の育成と環境の整備
（現状）
　地域福祉の主な担い手には、民生委員、まちぐるみ福祉活動推進員、各種ボランティア団体などが

挙げられます。担い手の高齢化、認知症などの課題や支援を必要とする人の増加などの要因により、

ニーズに対して人材が不足しています。また、複雑化して対応に苦慮する課題が増加していることか

ら、支援者が負担を感じるケースも増えています。

　このほか、民生委員の高齢化や、経験豊富な人材の減少、活動内容の周知などの課題があります。

（施策の方向性）
　全ての住民が福祉の担い手であり、同時に受け手でもあるという、「おたがいさま」の精神を実際

の地域活動に結びつけるため、ボランティア活動のきっかけづくりや、活動を促進する取組などによ

り、地域福祉の担い手を生み出します。また、地域福祉活動の継続・充実を図るため、金沢ボランティ

アセンター等による地域活動のリーダーやキーパーソンの育成、知識や経験を持ったアクティブシニ

アや学生が地域における様々な活動で活躍できるための支援を行います。このほか、支援を必要とす

る人たちを支援する側へとつなげるため、地域活動への参加を支援します。

　加えて、地域福祉推進の要でありながら、担い手不足や負担増が課題となっている民生委員につい

て、技術や経験の継承、地域住民への民生委員活動の周知など、民生委員やまちぐるみ福祉活動推進

員が活動しやすい環境づくりを強化します。
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実施主体 取組内容・役割

地　　域

○�民生委員やまちぐるみ福祉活動推進員の役割について理解し、その活動に積極的に
協力します。
○�民生委員とまちぐるみ福祉活動推進員、町会など地域内の関係団体との連携・協力
関係を深めます。
○地域の広報誌などで民生委員活動を紹介します。
○�誰でも参加しやすいボランティアの仕組みづくりやボランティアの協力を広く住民
に呼びかけます。
○�地域で活動している個人やボランティア団体等との連携の場をつくり、情報共有や
交流促進に取り組みます。
○地域福祉の担い手となる人材を発掘し、リーダー・後継者の育成に努めます。
○�学生や定年退職した人など、様々な世代の人が地域の福祉活動の貴重な人材として
活躍できる機会をつくります。

市社会福祉
協議会

○�円滑な民生委員活動のため、民生委員児童委員協議会への支援を強化します。
○�民生委員・まちぐるみ福祉活動推進員の資質向上のため、地区・ブロックごとの研
修企画の支援や各種研修会の実施を行います。
○�民生委員の対応困難ケースについて、支え合いソーシャルワーカーによる連絡調整
を行い、ケース検討会等によりその解決に取組み、安心して活動できる環境を整備
します。
○�市民へのボランティア団体の活動内容やイベント・講座の情報発信の充実、地域・
ボランティア団体との連携の場づくりなどボランティアセンターの内容の充実を図
ります。
○�金沢ボランティア大学校等のボランティア養成機関・団体との連携強化を図り、地
域での福祉活動の担い手として繋げる取組を行います。
○�金沢ボランティアセンターにおける市民の個別ニーズに対応する活動のコーディ
ネート機能の強化を図ります。
○�災害ボランティアセンターの立ち上げ訓練の実施及び災害の支援活動に従事できる
人材を全国各地で発生した災害現場へ派遣し、経験豊富な人材を育成します。

行　　政

○�民生委員と一体となって活動するまちぐるみ福祉活動推進員の機能強化を図ります。
○�民生委員活動の負担や業務量の軽減を図るため、選任基準や定数配置基準について
必要な見直しを行います。
○�民生委員が円滑に活動を行えるよう、経験豊富な民生委員の技術・経験の継承を行
う等、民生委員活動の支援を総合的に強化します。
○�民生委員と町会等との連携・協力体制の強化を図ります。
○�ボランティアセンター等により、地域におけるリーダー、福祉ボランティア、福祉
人材を育成します。
○�社会的に孤立した人などの地域活動への参加を促進します。
○�学生が地域福祉活動に参加しやすくするために必要な情報提供を行います。

＜基本的方向の成果指標＞
○　福祉ボランティア団体の活動費支援件数
○　重層的支援における参加支援プランを作成した世帯数
○　民生委員・児童委員、主任児童委員の定員充足率

34

地域活動の紹介Ⅱ　　≪友愛訪問・安否確認≫

　民生委員・児童委員 1 人平均 200 世帯の担当区域に、2 ～ 3 人のまちぐるみ福祉活動推進員がひとり暮らし
高齢者や高齢者夫婦世帯、支援の必要な子どもがいる世帯などを対象に友愛訪問・安否確認の活動に取り組んで
います。

＜具体的な取組＞
① 安否確認のための声かけ・見守り活動（出会った際の声かけ、夜に電気がついているか、新聞がたまっていな

いかなど）
②関係づくりのための友愛訪問（熱中症予防チラシ、お祝い品、おはぎ等のお届け）
③ 情報を提供するための友愛訪問（地域サロン、コミュニティカフェ、子育てサロン、敬老会、バス旅行、サー

ビス紹介パンフレット「すこやか長寿」）
④ 見守りマップの作成（対象世帯を見える化し、情報を共有するための活動）
⑤ 認知症や虐待などリスクを抱える世帯の見守り（地域包括支援センターや児童相談所など専門機関と連携）
⑥ 安否確認や参加者同士の気にかけ合う関係づくりにつながる「つどいの場」の運営のお手伝い
　（地域サロン、コミュニティカフェ、子育てサロンなど）

◆金沢市内の民生委員・児童委員 1,032 人、主任児童委員 110 人
◆まちぐるみ福祉活動推進員 3,385 人（うち民生委員・児童委員、主任児童委員 1,110 人）

コミュニティカフェ 見守りマップの作成 敬老会祝い品
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実施主体 取組内容・役割

地　　域

○�民生委員やまちぐるみ福祉活動推進員の役割について理解し、その活動に積極的に
協力します。

○�民生委員とまちぐるみ福祉活動推進員、町会など地域内の関係団体との連携・協力
関係を深めます。

○地域の広報誌などで民生委員活動を紹介します。
○�誰でも参加しやすいボランティアの仕組みづくりやボランティアの協力を広く住民
に呼びかけます。

○�地域で活動している個人やボランティア団体等との連携の場をつくり、情報共有や
交流促進に取り組みます。

○地域福祉の担い手となる人材を発掘し、リーダー・後継者の育成に努めます。
○�学生や定年退職した人など、様々な世代の人が地域の福祉活動の貴重な人材として
活躍できる機会をつくります。

市社会福祉
協議会

○�円滑な民生委員活動のため、民生委員児童委員協議会への支援を強化します。
○�民生委員・まちぐるみ福祉活動推進員の資質向上のため、地区・ブロックごとの研
修企画の支援や各種研修会の実施を行います。

○�民生委員の対応困難ケースについて、支え合いソーシャルワーカーによる連絡調整
を行い、ケース検討会等によりその解決に取組み、安心して活動できる環境を整備
します。

○�市民へのボランティア団体の活動内容やイベント・講座の情報発信の充実、地域・
ボランティア団体との連携の場づくりなどボランティアセンターの内容の充実を図
ります。

○�金沢ボランティア大学校等のボランティア養成機関・団体との連携強化を図り、地
域での福祉活動の担い手として繋げる取組を行います。

○�金沢ボランティアセンターにおける市民の個別ニーズに対応する活動のコーディ
ネート機能の強化を図ります。

○�災害ボランティアセンターの立ち上げ訓練の実施及び災害の支援活動に従事できる
人材を全国各地で発生した災害現場へ派遣し、経験豊富な人材を育成します。

行　　政

○�民生委員と一体となって活動するまちぐるみ福祉活動推進員の機能強化を図ります。
○�民生委員活動の負担や業務量の軽減を図るため、選任基準や定数配置基準について
必要な見直しを行います。

○�民生委員が円滑に活動を行えるよう、経験豊富な民生委員の技術・経験の継承を行
う等、民生委員活動の支援を総合的に強化します。

○�民生委員と町会等との連携・協力体制の強化を図ります。
○�ボランティアセンター等により、地域におけるリーダー、福祉ボランティア、福祉
人材を育成します。

○�社会的に孤立した人などの地域活動への参加を促進します。
○�学生が地域福祉活動に参加しやすくするために必要な情報提供を行います。

＜基本的方向の成果指標＞
○　福祉ボランティア団体の活動費支援件数
○　重層的支援における参加支援プランを作成した世帯数
○　民生委員・児童委員、主任児童委員の定員充足率

34

地域活動の紹介Ⅱ　　≪友愛訪問・安否確認≫

　民生委員・児童委員 1 人平均 200 世帯の担当区域に、2 ～ 3 人のまちぐるみ福祉活動推進員がひとり暮らし
高齢者や高齢者夫婦世帯、支援の必要な子どもがいる世帯などを対象に友愛訪問・安否確認の活動に取り組んで
います。

＜具体的な取組＞
① 安否確認のための声かけ・見守り活動（出会った際の声かけ、夜に電気がついているか、新聞がたまっていな

いかなど）
②関係づくりのための友愛訪問（熱中症予防チラシ、お祝い品、おはぎ等のお届け）
③ 情報を提供するための友愛訪問（地域サロン、コミュニティカフェ、子育てサロン、敬老会、バス旅行、サー

ビス紹介パンフレット「すこやか長寿」）
④ 見守りマップの作成（対象世帯を見える化し、情報を共有するための活動）
⑤ 認知症や虐待などリスクを抱える世帯の見守り（地域包括支援センターや児童相談所など専門機関と連携）
⑥ 安否確認や参加者同士の気にかけ合う関係づくりにつながる「つどいの場」の運営のお手伝い
　（地域サロン、コミュニティカフェ、子育てサロンなど）

◆金沢市内の民生委員・児童委員 1,032 人、主任児童委員 110 人
◆まちぐるみ福祉活動推進員 3,385 人（うち民生委員・児童委員、主任児童委員 1,110 人）

コミュニティカフェ 見守りマップの作成 敬老会祝い品
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地域活動の紹介Ⅲ　　≪金沢ボランティアセンター（金沢市社会福祉協議会内）≫

　市民のボランティア活動への理解と参加を促進するため様々な業務を行っています。

＜具体的な取組み＞
①相談と調整
　ボランティア活動希望者・団体や、ボランティアによる支援を求める団体との連絡調整
②活動支援
　福祉ボランティアグル－プへの活動費助成及び助成情報の提供、
　ボランティア活動保険やボランティア行事用保険の加入受付、加入掛金の助成
③ボランティア活動の普及啓発
　ボランティア講座やボランティアカフェ、ジュニアボランティア体験事業の実施、
　福祉のつどい、障害者ふれあいコンサ－トの実施、ボランティア団体等への講師派遣、
　情報誌やホームペ－ジ、ソーシャルメディアを活用したボランティア情報の提供
④新たなボランティアの掘り起こし
　介護支援ボランティアポイント事業や地域福祉ボランティアポイント事業を通じて、
　新たにボランティア活動を始める環境を整備
⑤住民参加型ボランティア活動
　運転ボランティアによる車椅子利用者の送迎サービス（金沢メルシ－キャブサ－ビス）の実施
⑥金沢災害ボランティアセンタ－の体制強化
　 被災時に、速やかに被災者の日常生活への復旧支援のために活動ができるよう市内の被災者支援に関わる団体

とネットワ－クを作り、災害ボランティアセンタ－設置運営訓練や被災者支援に関する情報交換を実施

36

（基本的方向①－エ）　地域住民の交流促進
（現状）
　核家族化が進み、人と人とのつながりが希薄化する中で、地域内で孤独を感じる人は少なくありま

せん。また、子育てに関して、相談する人が身近におらず、不安を抱えながら生活している保護者も

います。

（施策の方向性）
　地域コミュニティの醸成と充実、地域での支え合い・協力関係づくりを進めるための地域における

身近な居場所づくり（地域サロン、子育てサロン、コミュニティカフェ等）の拡充のほか、各種団体

の交流・連携を促進し、子育てを応援する地域づくりの推進や、住民同士のつながりやふれ合いの場

をつくっていきます。

実施主体 取組内容・役割

地　　域

○�市民みんなが地域社会の一員として参加しやすい行事や活動を企画します。
○�行事等への参加だけでなく、スタッフとしての参加も呼び掛けます。
○�小地域で住民が気軽に集える「居場所づくり」を進めます。
○�学校・病院・保健所など専門機関と連携して、地域サロンや子育てサロンの内容の
充実を図ります。
○�広報誌やチラシ等で地域行事等を積極的に住民に周知し、参加を促進します。
○�地域主体であいさつ運動や声かけ運動を展開します。
○�地域内の団体間での情報交換や情報共有に取り組みます。

市社会福祉
協議会

○�地域サロンや子育てサロンの企画・運営に対する助言や情報提供、運営担当者の研
修実施などの支援をします。
○�住民の社会貢献への気持ちを汲み取り、地域生活課題の解決に向けた市社会福祉協
議会の活動に参画できる機会をつくります。
○�地域福祉関係者・福祉専門機関と連携・協力し、子育て家庭、高齢者、障害のある
人等が気軽に地域の住民と交流できる場づくりを行います。

行　　政

○�地域住民が気軽に集まり活動する通いの場の充実や、地域住民と専門職が気軽に話
し合える地域の拠点を整備します。
○�官公庁・企業等のワーク・ライフ・バランスの取組を推進し、地域活動に参加しや
すい環境づくりを推進します。
○�地区社会福祉協議会や善隣館が行う交流活動を活性化します。
○�学校や企業、福祉施設等と地域住民との交流を促進します。

＜基本的方向の成果指標＞
○　地域サロンの開催回数
○　子育てサロンの開催箇所数
○　善隣館が実施する地域活動事業への支援件数
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地域活動の紹介Ⅲ　　≪金沢ボランティアセンター（金沢市社会福祉協議会内）≫

　市民のボランティア活動への理解と参加を促進するため様々な業務を行っています。

＜具体的な取組み＞
①相談と調整
　ボランティア活動希望者・団体や、ボランティアによる支援を求める団体との連絡調整
②活動支援
　福祉ボランティアグル－プへの活動費助成及び助成情報の提供、
　ボランティア活動保険やボランティア行事用保険の加入受付、加入掛金の助成
③ボランティア活動の普及啓発
　ボランティア講座やボランティアカフェ、ジュニアボランティア体験事業の実施、
　福祉のつどい、障害者ふれあいコンサ－トの実施、ボランティア団体等への講師派遣、
　情報誌やホームペ－ジ、ソーシャルメディアを活用したボランティア情報の提供
④新たなボランティアの掘り起こし
　介護支援ボランティアポイント事業や地域福祉ボランティアポイント事業を通じて、
　新たにボランティア活動を始める環境を整備
⑤住民参加型ボランティア活動
　運転ボランティアによる車椅子利用者の送迎サービス（金沢メルシ－キャブサ－ビス）の実施
⑥金沢災害ボランティアセンタ－の体制強化
　 被災時に、速やかに被災者の日常生活への復旧支援のために活動ができるよう市内の被災者支援に関わる団体

とネットワ－クを作り、災害ボランティアセンタ－設置運営訓練や被災者支援に関する情報交換を実施

36

（基本的方向①－エ）　地域住民の交流促進
（現状）
　核家族化が進み、人と人とのつながりが希薄化する中で、地域内で孤独を感じる人は少なくありま

せん。また、子育てに関して、相談する人が身近におらず、不安を抱えながら生活している保護者も

います。

（施策の方向性）
　地域コミュニティの醸成と充実、地域での支え合い・協力関係づくりを進めるための地域における

身近な居場所づくり（地域サロン、子育てサロン、コミュニティカフェ等）の拡充のほか、各種団体

の交流・連携を促進し、子育てを応援する地域づくりの推進や、住民同士のつながりやふれ合いの場

をつくっていきます。

実施主体 取組内容・役割

地　　域

○�市民みんなが地域社会の一員として参加しやすい行事や活動を企画します。
○�行事等への参加だけでなく、スタッフとしての参加も呼び掛けます。
○�小地域で住民が気軽に集える「居場所づくり」を進めます。
○�学校・病院・保健所など専門機関と連携して、地域サロンや子育てサロンの内容の
充実を図ります。
○�広報誌やチラシ等で地域行事等を積極的に住民に周知し、参加を促進します。
○�地域主体であいさつ運動や声かけ運動を展開します。
○�地域内の団体間での情報交換や情報共有に取り組みます。

市社会福祉
協議会

○�地域サロンや子育てサロンの企画・運営に対する助言や情報提供、運営担当者の研
修実施などの支援をします。
○�住民の社会貢献への気持ちを汲み取り、地域生活課題の解決に向けた市社会福祉協
議会の活動に参画できる機会をつくります。
○�地域福祉関係者・福祉専門機関と連携・協力し、子育て家庭、高齢者、障害のある
人等が気軽に地域の住民と交流できる場づくりを行います。

行　　政

○�地域住民が気軽に集まり活動する通いの場の充実や、地域住民と専門職が気軽に話
し合える地域の拠点を整備します。
○�官公庁・企業等のワーク・ライフ・バランスの取組を推進し、地域活動に参加しや
すい環境づくりを推進します。
○�地区社会福祉協議会や善隣館が行う交流活動を活性化します。
○�学校や企業、福祉施設等と地域住民との交流を促進します。

＜基本的方向の成果指標＞
○　地域サロンの開催回数
○　子育てサロンの開催箇所数
○　善隣館が実施する地域活動事業への支援件数
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　基本目標②「地域で支え合う多様な仕組みをつくる」

（基本的方向②－ア）　地域主体の生活サポート体制の推進
（現状）
　ひとり暮らしの高齢者を中心に、買物やごみ出し、除雪、電球交換などの日常生活のちょっとした

困り事が地域生活課題として近年顕著になってきており、高齢者等が地域で安心して暮らせる仕組み

が必要不可欠です。

　また、地域のつながりの希薄化などから、課題を抱えながら地域の中で孤立するケースも増えてい

ます。

（施策の方向性）
　地域生活課題について、公的サービスで全て対応することには限界があることから、地域ボランティ

アや多様な実施主体に協力を働きかけ、地域住民主体のサポート体制（向こう三軒両隣の関係の強化

や、地域住民の支え合い等）を推進し、地域生活課題の解決を図ります。

　また、地域で孤立している人の社会参加を支援し、地域と継続的なつながりができるよう取り組み

ます。

実施主体 取組内容・役割

地　　域

○�ひとり暮らし高齢者等の生活ニーズと地域住民のボランティア活動のニーズに関す
る情報の一元化やマッチングを行い、地域で解決できる仕組みづくりに取り組みま
す。
○�地域生活課題を解決するため、地区社会福祉協議会を構成する団体の連携を図る地
域福祉支援コーディネーターの活動を活性化します。

市社会福祉
協議会

○�生活支援コーディネーターを派遣し、地域における支え合いの取組を支援します。
○�地区社会福祉協議会や地区民生委員児童委員協議会、町会連合会、公民館、女性会
（婦人会）、老人会、地域のボランティア、地域包括支援センター等の専門機関、Ｎ
ＰＯ、事業所、行政と連携・協力し、市民の地域生活課題の解決に向けた仕組みづ
くり・体制づくりに取り組みます。

行　　政

○�ちょっとした困り事等の地域生活課題について、地域のボランティア等のサポート
で解決できる仕組みづくりを行い、生活サポート体制の構築を促進します。
○�地域と連携するＮＰＯや企業等の取組を活性化します。
○�課題を抱える人が社会と継続的なつながりを持てるよう支援し、居場所と役割を見
つけられるよう働きかけます。

＜基本的方向の成果指標＞
○　地域福祉支援コーディネーターの配置地区数
○　地域安心生活支え合い事業の実施地区数

38

地域活動の紹介Ⅳ　　≪生活支援コーディネーター≫

　金沢市社会福祉協議会に、全市域（第 1 層）担当１名と日常生活圏域（第２層）担当４名の「生活支援コーディ
ネーター」を配置しています。
　高齢者の生活支援・介護予防の基盤整備を推進していく事を目的としており、地域活動に参加している住民と
専門職、制度 ( サービス ) と地域・人、住民同士などをつなぐ多様なネットワークを構築し、誰もが役割を発揮
できる元気な地域づくりを目指しています。

＜具体的な取組例＞
①地域のニーズと社会資源の見える化
　・お宝探しワークショップ ( 身近な支え合い活動の発掘 ) の開催
　・地域支え合い百万石通信 ( つどいの場の情報発信 ) の作成
　・Google map を活用したつどいの場の見える化
②多様な主体とのネットワークの構築
　・各地区社会福祉協議会との情報交換
　・地域包括支援センター等との意見交換会の実施
③生活支援の担い手の育成やサービスの開発・マッチング
　・地域における支え合いの推進 ( コミュニティカフェ、ボランティアの組織化、移動支援等 )
　・生活支援フォーラムの開催 ( 介護予防ワークショップ・地域づくりに関する意見交換等 )
　・市民団体等との連携による資源開発

地域活動の紹介Ⅴ　　≪地域福祉支援コーディネーター≫

　地区社会福祉協議会の活動を活性化するため、各地区社会福祉協議会のスタッフとして「地域福祉支援コーディ
ネーター」を配置しています。地域福祉支援コーディネーターは、ボランティア活動や町会活動等の経験を活か
して活動しています。
　主な活動内容は、地域ぐるみでひとり暮らし高齢者等に地域住民ができる範囲のお手伝いをする取組みである

「地域安心生活支え合い事業」を推進するため、ボランティアのコーディネートや関係団体との活動調整、住民の
つどいの場の運営等、地区社会福祉協議会の様々な活動の運営補助となります。

＜具体的な取組例＞
①住民が集まりやすい場所で開催するコミュニティカフェの運営
②ちょっとした生活上の困りごとを住民の力で解決する生活支援サービスの活動調整
③買い物に不便を感じる高齢者向けの移動支援サービスのボランティア調整
④地区社会福祉協議会活動全般の事務補助
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　基本目標②「地域で支え合う多様な仕組みをつくる」

（基本的方向②－ア）　地域主体の生活サポート体制の推進
（現状）
　ひとり暮らしの高齢者を中心に、買物やごみ出し、除雪、電球交換などの日常生活のちょっとした

困り事が地域生活課題として近年顕著になってきており、高齢者等が地域で安心して暮らせる仕組み

が必要不可欠です。

　また、地域のつながりの希薄化などから、課題を抱えながら地域の中で孤立するケースも増えてい

ます。

（施策の方向性）
　地域生活課題について、公的サービスで全て対応することには限界があることから、地域ボランティ

アや多様な実施主体に協力を働きかけ、地域住民主体のサポート体制（向こう三軒両隣の関係の強化

や、地域住民の支え合い等）を推進し、地域生活課題の解決を図ります。

　また、地域で孤立している人の社会参加を支援し、地域と継続的なつながりができるよう取り組み

ます。

実施主体 取組内容・役割

地　　域

○�ひとり暮らし高齢者等の生活ニーズと地域住民のボランティア活動のニーズに関す
る情報の一元化やマッチングを行い、地域で解決できる仕組みづくりに取り組みま
す。

○�地域生活課題を解決するため、地区社会福祉協議会を構成する団体の連携を図る地
域福祉支援コーディネーターの活動を活性化します。

市社会福祉
協議会

○�生活支援コーディネーターを派遣し、地域における支え合いの取組を支援します。
○�地区社会福祉協議会や地区民生委員児童委員協議会、町会連合会、公民館、女性会
（婦人会）、老人会、地域のボランティア、地域包括支援センター等の専門機関、Ｎ
ＰＯ、事業所、行政と連携・協力し、市民の地域生活課題の解決に向けた仕組みづ
くり・体制づくりに取り組みます。

行　　政

○�ちょっとした困り事等の地域生活課題について、地域のボランティア等のサポート
で解決できる仕組みづくりを行い、生活サポート体制の構築を促進します。

○�地域と連携するＮＰＯや企業等の取組を活性化します。
○�課題を抱える人が社会と継続的なつながりを持てるよう支援し、居場所と役割を見
つけられるよう働きかけます。

＜基本的方向の成果指標＞
○　地域福祉支援コーディネーターの配置地区数
○　地域安心生活支え合い事業の実施地区数

38

地域活動の紹介Ⅳ　　≪生活支援コーディネーター≫

　金沢市社会福祉協議会に、全市域（第 1 層）担当１名と日常生活圏域（第２層）担当４名の「生活支援コーディ
ネーター」を配置しています。
　高齢者の生活支援・介護予防の基盤整備を推進していく事を目的としており、地域活動に参加している住民と
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（基本的方向②－イ）　早期発見に向けた見守り体制の強化
（現状）
　少子高齢化の進展や単身世帯の増加により、早期発見、早期対応、不安の解消等が必要な、いわゆ

る「見守り」を必要とする人が増加しています。支援が必要な高齢者等の地域生活課題の発見や対応

について、民生委員、地域ボランティア、町会、事業者などにより、見守り活動が行われています。

（施策の方向性）
　従来の見守り活動から漏れる人や、制度から漏れる人を社会から孤立させない取組が急務であるこ

とから、地域住民、地域に関わる全ての団体、事業者などによるネットワークの充実・強化を図ります。

また、アウトリーチ等の手法を通じて、まだ支援が届いていない人にアプローチするなど、地域全体

で見守る体制をこれまで以上に強化します。

　さらに、近年の自然災害の激甚化を受けて、地域における安全・安心の確立が求められていること

から、日常的な見守りなどの取組や、個別避難計画の作成を通して、災害時に要援護者を地域で支え

る仕組みづくりを進めます。

実施主体 取組内容・役割

地　　域

○�地域住民の日頃から顔の見える関係づくりや、支援を必要とする人の把握・支援体
制づくりをまちぐるみで進めます。
○�地域包括支援センターや民生委員などとの連携・協力を強化します。
○�民生委員と自主防災組織との連携を深め、情報共有を図ります。
○�災害時に備え、個人情報の開示の同意が自助につながることなど、個人情報の適切
な対応について取り組みます。
○�防災マップや見守りマップなどを地域住民で作成し、日頃から災害時に支援を必要
とする人を地域ぐるみで見守ります。

市社会福祉
協議会

○�様々な不安や悩みを抱えている人を支援するボランティア団体・ＮＰＯ等の活動に
ついて支援や情報提供を行います。
○�地域で時として起こる不安や偏見による排除等について、支え合いソーシャルワー
カーが適切に関わり、正しい知識や共感を促し市民とともに地域社会を支えます。
○�まちぐるみ福祉活動推進事業について、今後の地域ニーズに即した体制のあり方を
検討します。

40

行　　政

○�地域住民が主体的に地域生活課題を共有し、住民相互の支え合い活動が促進される
よう支援します。
○�地域包括支援センターの周知を図るとともに、関係機関との連携や相談支援体制の
強化に努めます。
○�支援が届いていない人に対し、アウトリーチ等を通じて継続的な支援に結びつけま
す。
○高齢者福祉保健台帳等により、民生委員等の見守り活動を補完します。
○高齢者を狙った特殊詐欺や悪質商法の被害を防ぐための取組を推進します。
○避難行動要支援者名簿に基づく個別避難計画の作成を推進します。
○�罪を犯した人の生きづらさの解消に向け、再犯防止推進ポータルサイトの運営や再
犯防止を推進する団体との連携施策などを実施します。

＜基本的方向の成果指標＞
○　地域の身近な福祉相談窓口への相談件数
○　地域ケア会議の開催回数

地域活動の紹介Ⅵ　　≪地域の身近な福祉相談窓口≫

　支援を必要とする人々が住み慣れた地域で孤立することなく安心して暮らすことができるよう、
市内 54地区の地区社会福祉協議会に「地域の身近な福祉相談窓口」を設置しています。
相談員は、日ごろから地域福祉活動に従事している地区社会福祉協議会職員などで、
金沢市が指定する研修を修了した方々です。
　支援を必要とする人を早期発見し、支援に繋がる体制の構築を図っています。

＜具体的な取組＞
①地域住民等を対象とした身近な福祉相談の実施と支援機関への取り次ぎ
②福祉サービスに関する情報、ボランティア情報、
　地域福祉活動情報等の福祉情報の受発信
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＜再犯防止の推進＞

　金沢市における令和３年の刑法犯の検挙人員に占める再犯者の割合は 49.3％であり、約半数が再

び罪を犯しています。市民生活の安心・安全の確保のためには、犯罪や非行の繰り返しを防ぐ「再

犯防止」が大きな課題となっています。

　しかしながら、罪を犯した人は、元来、安定した仕事や住居がない、高齢である、障害や依存症

がある、十分な教育を受けていないなど、円滑な社会復帰をするためには支援が必要であるにもか

かわらず、必要な支援を受けられないまま、再び罪を犯していることが少なくありません。

　このような状況を踏まえ、本市は、市民が犯罪による被害を受けることなく、安全で安心して暮

らせる社会の実現を目指し、再犯防止に関する施策を推進することにより、罪を犯した人の円滑な

社会復帰を支援していきます。

【実施体制】第３章　基本的な考え方　金沢市地域福祉計画２０１８　再犯防止推進編　体系図

・協力雇用主への入札加点措置
・安定雇用や職業訓練の支援
・市営住宅や支援施設への入居支援
　　　　　　　　　　　　　　　　　など

・自立生活サポートセンターによる相談支援
・地域生活定着支援センターとの連携
・地域包括支援センターによる包括的支援
・成年後見制度の利用促進
・子どもソーシャルワーカーの配置
・専門医、心理士及び保健師による相談支援
　　　　　　　　　　　　　　　　　など

・補導活動、声かけ活動の実施
・子どもの非行等に関する相談支援
・市教育委員会、学校、警察との連携強化
・ひとり親家庭における高等学校卒業程度
　認定試験の受験支援
　　　　　　　　　　　　　　　　　など

・人権啓発出前講座の実施
・人権擁護委員による人権相談の実施
　　　　　　　　　　　　　　　　　など

・金沢保護区保護司会や金沢市ＢＢＳ連盟、
　更生保護施設への支援
・ポータルサイトの運営による情報発信
・国の機関や民間団体との連携強化
　　　　　　　　　　　　　　　　　など

国・県・他の市町との連携強化

（今後取り組んでいく施策）

国・県・他の市町との
連携強化、民間団体等の
活動の促進等

民間団体の活動への支援の充実

広報・啓発活動の推進

子ども・女性・ひとり親家庭
への支援

保健医療サービス

福祉・医療サービスの提供

地域住民への理解の促進

個々の抱える問題への理解の
促進とその問題への支援

非行の未然防止と学び直し
への支援

非行防止の取組

地域における非行防止への支援

学び直しへの支援

（主な課題） （取組内容）

就労・住居の確保等
就労支援

住居確保のための支援

犯罪をした人たちへの理解の
促進と一人ひとりに応じた
支援の実施

生活困窮者への支援

高齢者への支援

障害のある人への支援

42

再犯防止の取組紹介　≪湖南学院（少年院）と地域連携で地域課題の解決≫

　湖南学院（少年院）で作る野菜や加賀友禅の製品を通じて社会とのつながりを知り、「仕事」とは何か、「社会」
とは何かを考えてもらうために分野を超えた多様な機関が連携し、「地域の誰かのためになる製品づくり」をテー
マに生徒たちと一緒に考えていくプロジェクトを実施しました。

＜具体的な取組＞
①福祉講座
　・「高齢者に関する地域の各種取り組み」「子どもに関する地域の各種取り組み」について講義
②小立野地区社会福祉協議会で実施している「見守りキーホールダー」のデザイン
　・高齢者の見守り支援に活用（製作中）
③湖南学院で育てた野菜の提供および料理の提案 
　・地域で実施している宅配サービスに活用（金時草の寒天）
　・ひとり親家庭への支援に活用

（基本的方向②－ウ）　伴走型相談支援体制の強化
（現状）
　地域生活課題が多様化する中、複合的な課題を抱える人や、セルフネグレクト（自己放任）など、
身近に相談できる人がいないことや相談先が分からないために、問題を抱え込み、社会的に孤立して
しまう人がいます。

（施策の方向性）
　一人ひとりの地域生活課題や、複合的な課題を相談する場所が身近にあることで、問題を抱えた人
の早期把握と深刻化の予防が図られることから、それぞれの地域における相談支援体制を強化します。
　また、自殺等の深刻な状態につながる兆候のある人など、地域の相談窓口だけでは対応できない場
合や、緊急の対応が必要な場合などに、相談内容に応じて専門機関につなげることができる相談体制
や、専門機関等の連携により、複合的課題にも分野を問わず対応できる、重層的な支援体制を強化し
ます。
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　また、自殺等の深刻な状態につながる兆候のある人など、地域の相談窓口だけでは対応できない場
合や、緊急の対応が必要な場合などに、相談内容に応じて専門機関につなげることができる相談体制
や、専門機関等の連携により、複合的課題にも分野を問わず対応できる、重層的な支援体制を強化し
ます。
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43

実施主体 取組内容・役割

地　　域

○�福祉サービス利用に関する情報や相談窓口の把握を行います。
○�深刻な状態につながる兆候のある人に気がついた場合、相談窓口に連絡します。
○�介護・虐待・成年後見制度等の専門的な知識を地域で学ぶ機会をつくります。
○�地域包括支援センターと民生委員などとの連携・協力を強化します。

市社会福祉
協議会

○�今ある社会資源や制度では解決しにくい困りごとを抱えている人一人ひとりの生活
や想いに寄り添い、解決に向けて支援します。
○�成年後見制度等の権利擁護に関する相談体制・日常生活自立支援事業の充実や研修
会の開催等、市民への積極的な制度周知に努めます。
○�福祉健康センター、地域包括支援センター、児童相談所、基幹相談支援センター、
相談支援事業所、法律・医療・司法等の専門機関や社会資源を市民が適切に利用で
きるようつなぎ役としての機能強化を図ります。

行　　政
○�市民の身近な場所で、地域生活課題に関する相談を属性や世代を問わず包括的に受
け止め、専門的にサポートする体制を強化します。
○�専門機関等の多機関の協働により、重層的支援体制を強化します。

＜基本的方向の成果指標＞
○　重層的支援における支援プランを作成した世帯数
○　支え合いソーシャルワーカーの配置人数

44

＜金沢版重層的支援体制整備事業＞　　※令和４年度から本格実施

○事業目標
地域住民の支援ニーズに応じた包括的な支援体制を構築します。

○基本方針
「具体的な課題解決を目指すアプローチ」と「つながり続けることを目指すアプローチ」の両輪で支援します。

○実施体制
⑴�　事業全体の方向性の決定や評価・見直し等を行うため、「重層的支援体制推進会議」を設置し、各関係機関と
の連携の強化を図ります。
⑵�　本人から同意を得られない場合は、本市に設置する「支援会議」で関係機関との情報共有等を行い、支援につ
なげるべく継続的な見守りを行います。
⑶�　行政と他の支援機関が連携する形を基本とし、それらのつなぎ役として、支援をコーディネートする「支え合
いソーシャルワーカー」を、多機関協働事業者である金沢市社会福祉協議会に配置します。

支え合いソーシャルワーカーの役割
　・支援ニーズの把握や相談の受け止め、各相談支援機関との連絡調整
　・支援プランの決定や評価等を行う「重層的支援会議」の運営
　・アウトリーチ機能を担う「地域の身近な福祉相談窓口」のサポート
　・地域の社会資源の掘り起こしや参加支援のマッチング　　　など

【実施体制のイメージ図】

複合課題
を抱える
世帯など

５４地区社会福祉協議会

地域の身近な福祉相談窓口

アウトリーチ等継続的支援
５４地区

潜在的な要支援者の発見

地域安心生活支え合い事業

地域づくりに向けた支援
５４地区

地域で要支援者をサポート

地域福祉支援コーディネーター

地域づくりに向けた支援
５４地区（目標）
地域活動の企画・運営

（相談者の発見や情報提供）
民生委員児童委員、
まちぐるみ福祉活動推進員など

相談、アウトリーチ、
居場所確保

サービス
支援の提供福祉健康局 こども未来局 関連部局

福祉政策課
生活支援課
介護保険課
障害福祉課
健康政策課
福祉健康Ｃ

子育て支援課
保育幼稚園課
こども相談Ｃ

学校指導課
労働政策課

各分野の相談支援機関

地域包括支援センター
基幹相談支援センター

自立生活サポートセンター
など

複合課題・狭間のニーズのうち
各機関単独では解決困難なケース

訪問、関係性構築、サポート体制の
維持など54地区社協をサポート

多機関協働事業者（金沢市社会福祉協議会）

同意取得

伴走型支援

金 沢 市

重層的支援体制推進会議
市と関係機関で施策の方向性などを検討

支援会議【本人同意なし】
情報共有・連携などを行うケース会議

地域づくりに向けた支援
（地域の交流・活躍の場を創出）
介護予防教室、こども広場 など

民協１ブロック１人体制

支え合いＳＷ
８人（目標）

民協２ブロック１人体制

生活支援ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ

４人
１人（総括）
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地域活動の紹介Ⅶ　　≪支え合いソーシャルワーカー≫

　社会状況の変化により、高齢・子育て・障害・生活困窮など、さまざまな分野が重なり合った複雑な困りごと
を抱える方が増えています。支え合いソーシャルワーカーは従来の支援だけでは対応や解決が困難な複合化した
ケースの調整役を担い、支援機関と連携して包括的な相談支援体制の構築を目指します。

＜具体的な取組＞
①包括的な支援体制づくり（多機関協働事業）
②必要な支援を届ける（アウトリーチ等支援事業）
③社会とのつながりづくり（参加支援事業）

（基本的方向②－エ）　多様な団体の連携強化
（現状）
　地域活動を行う各種団体は多忙となっており、他の団体との連携の弱体化や、地域生活課題が各種
団体間で十分に共有されていない事が危惧されています。地域の様々な課題を解決するためには、各
種団体が協力・連携することにより、地域生活課題を共有し、解決力を強化することが不可欠となっ
ています。

（施策の方向性）
　地区社会福祉協議会、地区民生委員児童委員協議会、町会、公民館、ボランティア、学校、市社会
福祉協議会、福祉施設、地域包括支援センター、企業、ＮＰＯ、行政など、地域を取り巻く様々な担
い手の連携やネットワークを強化し、地域全体で地域生活課題を共有するとともに、課題に対する解
決力が強化されるよう支援します。

重層的支援会議（多機関協働）

ごみ屋敷の支援（アウトリーチ）

みんなの社協食堂（参加支援） コンサート企画協力（参加支援）

46

実施主体 取組内容・役割

地　　域

○�地域活動を行う各種団体等の事業について理解し、その活動に積極的に協力します。
○�地域生活課題を地域の各種団体間で共有します。
○�社会福祉法人、福祉施設との連携を図り、地域における市民支援の力を高めます。
○�オートロックマンション等の管理組合、管理会社と提携し、マンション内掲示板や
見守り活動、情報提供等への協力を得ます。

市社会福祉
協議会

○�地域団体、ボランティア、学校、福祉施設、地域包括支援センター、企業、NPO、
行政等、地域を取り巻く担い手の連携やネットワークを強化します。
○�市社会福祉協議会の専門部会及び介護サービス事業者連絡会等の関係団体が、共同
で地域生活課題の解決に向けた事業に取り組むなど、連携強化を図ります。
○�地域福祉推進についての情報交換や協議を行うため、市町会連合会、市公民館連合
会、市校下婦人会連絡協議会、市地区社会福祉協議会会長部会、市民生委員児童委
員協議会、市共同募金委員会等の地域福祉推進関係団体との連携を強化します。
○�多様な組織・関係者をつなぎ、地域生活課題の解決に向けた支援を創造する「連携・
協働の場」として、市社会福祉協議会の機能を強化します。

行　　政

○�地域生活課題に対応できるよう各地域団体間の連携・協働を促進します。
○�地域団体やボランティア、学校、福祉施設、企業、NPO等、地域を取り巻く担い
手の連携やネットワークを強化します。
○�各種団体と連携し、高齢者等の消費者被害防止のための取組の充実を図ります。
○�社会福祉法人による「地域における公益的取組」を促す環境整備を推進します。

＜基本的方向の成果指標＞
○　市民協働型児童虐待防止活動の連携（委託）団体数
○　災害福祉活動における経済団体との連携協定数
○　地域福祉関係団体との連携強化事業の実施回数
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②必要な支援を届ける（アウトリーチ等支援事業）
③社会とのつながりづくり（参加支援事業）

（基本的方向②－エ）　多様な団体の連携強化
（現状）
　地域活動を行う各種団体は多忙となっており、他の団体との連携の弱体化や、地域生活課題が各種
団体間で十分に共有されていない事が危惧されています。地域の様々な課題を解決するためには、各
種団体が協力・連携することにより、地域生活課題を共有し、解決力を強化することが不可欠となっ
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（施策の方向性）
　地区社会福祉協議会、地区民生委員児童委員協議会、町会、公民館、ボランティア、学校、市社会
福祉協議会、福祉施設、地域包括支援センター、企業、ＮＰＯ、行政など、地域を取り巻く様々な担
い手の連携やネットワークを強化し、地域全体で地域生活課題を共有するとともに、課題に対する解
決力が強化されるよう支援します。

重層的支援会議（多機関協働）

ごみ屋敷の支援（アウトリーチ）

みんなの社協食堂（参加支援） コンサート企画協力（参加支援）
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実施主体 取組内容・役割

地　　域

○�地域活動を行う各種団体等の事業について理解し、その活動に積極的に協力します。
○�地域生活課題を地域の各種団体間で共有します。
○�社会福祉法人、福祉施設との連携を図り、地域における市民支援の力を高めます。
○�オートロックマンション等の管理組合、管理会社と提携し、マンション内掲示板や
見守り活動、情報提供等への協力を得ます。

市社会福祉
協議会

○�地域団体、ボランティア、学校、福祉施設、地域包括支援センター、企業、NPO、
行政等、地域を取り巻く担い手の連携やネットワークを強化します。
○�市社会福祉協議会の専門部会及び介護サービス事業者連絡会等の関係団体が、共同
で地域生活課題の解決に向けた事業に取り組むなど、連携強化を図ります。
○�地域福祉推進についての情報交換や協議を行うため、市町会連合会、市公民館連合
会、市校下婦人会連絡協議会、市地区社会福祉協議会会長部会、市民生委員児童委
員協議会、市共同募金委員会等の地域福祉推進関係団体との連携を強化します。
○�多様な組織・関係者をつなぎ、地域生活課題の解決に向けた支援を創造する「連携・
協働の場」として、市社会福祉協議会の機能を強化します。

行　　政

○�地域生活課題に対応できるよう各地域団体間の連携・協働を促進します。
○�地域団体やボランティア、学校、福祉施設、企業、NPO等、地域を取り巻く担い
手の連携やネットワークを強化します。
○�各種団体と連携し、高齢者等の消費者被害防止のための取組の充実を図ります。
○�社会福祉法人による「地域における公益的取組」を促す環境整備を推進します。

＜基本的方向の成果指標＞
○　市民協働型児童虐待防止活動の連携（委託）団体数
○　災害福祉活動における経済団体との連携協定数
○　地域福祉関係団体との連携強化事業の実施回数
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　基本目標③「福祉サービスの充実したまちをつくる」

（基本的方向③－ア）　幅広い福祉サービスの提供
（現状）
　新たな課題の顕在化など、福祉ニ－ズの複雑化・多様化に対応できるよう既存の公的福祉サービス

の評価等による見直しや拡充を行い、適正な質・量のサービスを持続的・安定的に提供するための取

組が必要となっています。

（施策の方向性）
　公的福祉サービスの質・量の充実を図っていくとともに、様々な視点に立ったサービス創出のため

の取組を推進し、誰もが安心して暮らせる環境づくりに取り組みます。また、生活困窮者等の居住や

就労に関する支援、自殺対策やひきこもりに関する支援、養護者が抱える課題にも着目した虐待防止

の取組などを推進します。

実施主体 取組内容・役割

地　　域 ○適切なサービスの利用に努めます。
○地域の広報誌などで各種制度の情報提供に努めます。

市社会福祉
協議会

○�介護・福祉サービス事業従事者の研修や介護職員同士の仲間づくりを進め、やりが
いを持って働き続けられる職場づくりを支援します。
○�社会福祉事業従事者互助会の財政基盤の強化を図り、福祉人材が安心して働くこと
ができる環境づくりに努めます。
○�金沢障害者就業・生活支援センターの個別就労支援や関係機関との連携を強化しま
す。
○�金沢福祉用具情報プラザにおける、障害特性に合わせた相談対応や重度障害のある
人の支援体制を充実します。�
○�障害の有無を問わず、社会的孤立に起因する地域生活課題 (ひきこもり、住居就労
不安定者）を抱える人の居場所づくりや住民の支え合いによる仕組みづくりに取り
組みます。
○�子ども食堂など、子どもの学びや育ち、子どもの未来を応援する取組の支援を通じ
て様々な市民が交流する居場所づくりを支援します。
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行　　政

○�ニーズの複雑化・多様化に対応できるよう既存の公的福祉サービスの評価等による
見直しや拡充など、様々な視点に立ったサービス創出のための取組を推進します。
○�適正な質・量のサービスを、持続的・安定的に提供するための取組を推進します。
○�居住や就労に課題を抱える人に対し分野横断的に支援します。
○�自殺対策に関する普及啓発や支援を推進します。
○�ひきこもりに関する支援体制を強化します。
○�高齢者・障害のある人・子どもに対する虐待の対応や、家庭内で虐待を行った養護
者が抱えている課題に着目した支援のあり方を検討します。
○�地域共生型の福祉活動を推進します。

＜基本的方向の成果指標＞
○　寝たきり重度障害者援護助成人数
○　ひきこもりに関する支援件数
○　善隣館いこいの広場事業の開催回数

（基本的方向③－イ）　社会的・経済的自立への支援
（現状）
　経済的困窮や社会的孤立、制度の狭間にある課題や複合的な課題がある人等の個々の状況に応じた

生活支援や就労支援について包括的に対応できる体制が必要となっています。

　また、貧困の連鎖の防止や、子どもの貧困への対応のための重層的な支援が必要となっています。

（施策の方向性）
　社会的孤立や経済的困窮等による生活困窮者について、早期発見から早期支援につなぐ取組を推進

するとともに、生活困窮者自立支援法に基づく自立相談支援事業など、各種支援事業を実施します。

また、子どもの貧困対策を総合的に進めるため、児童家庭相談室を核に、関係機関との連携を図るほか、

障害のある人に対する就労支援の強化に取り組みます。

実施主体 取組内容・役割

地　　域
○�身近に様々な課題を抱えた人がいた場合、積極的な見守りや、関係機関への相談を
行います。
○支援を必要とする人の早期把握から早期支援につなぐ相談支援体制をつくります。
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いを持って働き続けられる職場づくりを支援します。
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組みます。

○�子ども食堂など、子どもの学びや育ち、子どもの未来を応援する取組の支援を通じ
て様々な市民が交流する居場所づくりを支援します。
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行　　政
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見直しや拡充など、様々な視点に立ったサービス創出のための取組を推進します。
○�適正な質・量のサービスを、持続的・安定的に提供するための取組を推進します。
○�居住や就労に課題を抱える人に対し分野横断的に支援します。
○�自殺対策に関する普及啓発や支援を推進します。
○�ひきこもりに関する支援体制を強化します。
○�高齢者・障害のある人・子どもに対する虐待の対応や、家庭内で虐待を行った養護
者が抱えている課題に着目した支援のあり方を検討します。
○�地域共生型の福祉活動を推進します。
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○　ひきこもりに関する支援件数
○　善隣館いこいの広場事業の開催回数
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　経済的困窮や社会的孤立、制度の狭間にある課題や複合的な課題がある人等の個々の状況に応じた

生活支援や就労支援について包括的に対応できる体制が必要となっています。

　また、貧困の連鎖の防止や、子どもの貧困への対応のための重層的な支援が必要となっています。

（施策の方向性）
　社会的孤立や経済的困窮等による生活困窮者について、早期発見から早期支援につなぐ取組を推進

するとともに、生活困窮者自立支援法に基づく自立相談支援事業など、各種支援事業を実施します。

また、子どもの貧困対策を総合的に進めるため、児童家庭相談室を核に、関係機関との連携を図るほか、

障害のある人に対する就労支援の強化に取り組みます。

実施主体 取組内容・役割

地　　域
○�身近に様々な課題を抱えた人がいた場合、積極的な見守りや、関係機関への相談を
行います。
○支援を必要とする人の早期把握から早期支援につなぐ相談支援体制をつくります。
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市社会福祉
協議会

○�生活保護に至る前段階の自立支援策の強化を図るため、生活困窮者に対し、自立相
談支援事業（相談支援、家計改善、住居確保給付金など）による支援等を実施します。
○�生活困窮世帯における貧困の連鎖を防止するため、生活困窮世帯の中学生等への学
習支援と社会的な居場所づくりに取り組みます。
○�生活困窮者の自立を支援するため、生活福祉資金貸付の相談支援体制の充実と資質
向上を図ります。

行　　政

○�経済的困窮や社会的孤立等、分野横断的に関係する相談者に対応します。
○�子どものための貧困対策を推進します。
○�福祉・税・医療保険・ライフライン等を所管する各部署・機関の連携を図り、生活
困窮者の早期支援につなげます。
○�障害のある人の就労支援を行います。

＜基本的方向の成果指標＞
○　生活困窮者自立相談支援事業の相談件数
○　就労支援事業所へのアドバイザー派遣件数

（基本的方向③－ウ）　人権尊重と権利擁護の取組への支援
（現状）
　地域福祉を推進していく上で、最も大切なのは「人権を尊重する」すなわち市民一人ひとりが、属

性に関わらず、全ての人をいたわり尊重することです。また、判断能力が十分でない人や、虐待やＤ

Ｖの被害を受けた人などの権利擁護の必要性もますます高まっています。

（施策の方向性）
　教育機関、福祉施設、地域、家庭などにおいて様々な機会を通じて、人権問題に対する理解と認識

を深める取組を進めます。

　また、判断能力が十分でない高齢者や障害のある人等の権利擁護の支援を行うため、中核機関の運

営を通して、権利擁護関係機関による地域連携ネットワークを構築し、分野を横断した支援体制の充

実を図るとともに、「成年後見制度利用促進法」に基づき、成年後見制度を含めた幅広い支援や対応

ができる体制の整備を図ります。

　さらに、障害のある人への差別の解消や合理的配慮への理解を深め、共生社会の実現を推進します。
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実施主体 取組内容・役割

地　　域

○�子ども、女性、高齢者及び障害のある人の人権を尊重し、虐待防止に取り組みます。
○�講座などで人権について学び、人権尊重に対する理解と認識を深めます。
○�人権教育を推進する人材育成に努めます。
○�民生委員、保護司などの地域の関係者、関係機関と連携し、「声を出せない人」の
情報が入る体制を構築します。

市社会福祉
協議会

○�行政・教育機関と協力し、市民、地域福祉活動関係者、福祉事業従事者を対象とし
た人権研修を企画・実施します。
○�地域が企画する人権講座について、講師などの情報提供を行います。
○�成年後見関係機関（行政、家庭裁判所、地域包括支援センター、弁護士会、司法書士会、
社会福祉士会等）と連携し、相談支援体制の強化及び成年後見制度の利用促進を図
ります。
○�市民が安心して地域で暮らせるよう、成年後見制度利用促進協議会等において、安
心して利用できる成年後見制度や日常生活自立支援事業のあり方の検討や、法人後
見の取組を行います。

行　　政

○�金沢市人権教育・啓発行動計画に基づき、必要な施策を進めます。
○�福祉に関する相談機関・窓口や各種福祉制度・成年後見制度等を広報誌等でわかり
やすく市民にＰＲします。
○�市民後見人等の育成や活動支援、判断能力に不安がある人の金銭管理、身元保証人
など権利擁護を推進します。
○�障害のある人への差別の解消や合理的配慮についての理解を深め、共生社会を推進
します。
○�中核機関を運営することにより、権利擁護関係機関による地域連携ネットワークを
構築します。

＜基本的方向の成果指標＞
○　人権啓発に関する講座、講演会等の開催回数
○　成年後見制度利用にかかる市長申立の件数
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市社会福祉
協議会
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○�福祉・税・医療保険・ライフライン等を所管する各部署・機関の連携を図り、生活
困窮者の早期支援につなげます。

○�障害のある人の就労支援を行います。
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○　生活困窮者自立相談支援事業の相談件数
○　就労支援事業所へのアドバイザー派遣件数

（基本的方向③－ウ）　人権尊重と権利擁護の取組への支援
（現状）
　地域福祉を推進していく上で、最も大切なのは「人権を尊重する」すなわち市民一人ひとりが、属

性に関わらず、全ての人をいたわり尊重することです。また、判断能力が十分でない人や、虐待やＤ

Ｖの被害を受けた人などの権利擁護の必要性もますます高まっています。

（施策の方向性）
　教育機関、福祉施設、地域、家庭などにおいて様々な機会を通じて、人権問題に対する理解と認識

を深める取組を進めます。

　また、判断能力が十分でない高齢者や障害のある人等の権利擁護の支援を行うため、中核機関の運

営を通して、権利擁護関係機関による地域連携ネットワークを構築し、分野を横断した支援体制の充

実を図るとともに、「成年後見制度利用促進法」に基づき、成年後見制度を含めた幅広い支援や対応

ができる体制の整備を図ります。

　さらに、障害のある人への差別の解消や合理的配慮への理解を深め、共生社会の実現を推進します。

50

実施主体 取組内容・役割

地　　域

○�子ども、女性、高齢者及び障害のある人の人権を尊重し、虐待防止に取り組みます。
○�講座などで人権について学び、人権尊重に対する理解と認識を深めます。
○�人権教育を推進する人材育成に努めます。
○�民生委員、保護司などの地域の関係者、関係機関と連携し、「声を出せない人」の
情報が入る体制を構築します。

市社会福祉
協議会

○�行政・教育機関と協力し、市民、地域福祉活動関係者、福祉事業従事者を対象とし
た人権研修を企画・実施します。
○�地域が企画する人権講座について、講師などの情報提供を行います。
○�成年後見関係機関（行政、家庭裁判所、地域包括支援センター、弁護士会、司法書士会、
社会福祉士会等）と連携し、相談支援体制の強化及び成年後見制度の利用促進を図
ります。
○�市民が安心して地域で暮らせるよう、成年後見制度利用促進協議会等において、安
心して利用できる成年後見制度や日常生活自立支援事業のあり方の検討や、法人後
見の取組を行います。

行　　政

○�金沢市人権教育・啓発行動計画に基づき、必要な施策を進めます。
○�福祉に関する相談機関・窓口や各種福祉制度・成年後見制度等を広報誌等でわかり
やすく市民にＰＲします。
○�市民後見人等の育成や活動支援、判断能力に不安がある人の金銭管理、身元保証人
など権利擁護を推進します。
○�障害のある人への差別の解消や合理的配慮についての理解を深め、共生社会を推進
します。
○�中核機関を運営することにより、権利擁護関係機関による地域連携ネットワークを
構築します。

＜基本的方向の成果指標＞
○　人権啓発に関する講座、講演会等の開催回数
○　成年後見制度利用にかかる市長申立の件数
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＜成年後見制度を利用しやすい環境の整備＞

　2016 年（平成 28 年）に施行された、成年後見制度の利用の促進に関する法律に基づき、成年後

見制度の利用の促進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るために成年後見制度利用促進基

本計画が策定されました。この法律では、市町村においても成年後見制度の利用の促進に関する施

策について基本的な計画を定めるよう努めるものとされており、本市においてはその趣旨を踏まえ、

次の取組を進めます。

（取組の内容は、『基本的方向②－ウ 伴走型相談支援体制の強化』及び『基本的方向③－ウ 人権尊

重と権利擁護の取組への支援』を含むものとしています。）

⑴　金沢権利擁護センターの機能強化
⑵　成年後見制度を利用する人がメリットを実感できる制度の運用
⑶　�権利擁護関係機関（行政、家庭裁判所、地域包括支援センター、弁護士会、司法書士会、社会
福祉士会等）による地域連携ネットワークの構築

　　＜具体的な機能＞

　　・権利擁護支援が必要な人の発見支援及び相談支援体制の整備

　　・ 広報機能、相談機能、成年後見制度利用促進機能、後見人支援機能等を段階的に整備

⑷　中核機関の設置・運営
⑸　不正防止の徹底と制度利用のしやすさとの調和
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